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第 1 設置の趣旨及び必要性 
Ⅰ．和歌山リハビリテーション専門職大学の建学の理念と目的  

 1．すべての人が「いつまでも うつくしく輝いて 生きる」（Live Longer  Better）（＊

２資料）ことを持続的に可能にする社会を創生する。そのために必要とされるプロフェ

ッショナル人材を育成する。 

 2．和歌山を未来に繋ぐ。（地方消滅から地方創生へ） 

 

Ⅱ．教育研究上の目的 

 1．新大学の役割は、教育、研究拠点となり、地域を担う高度専門職業人材の育成である。 

 2．新大学には、学生の自己省察力、社会を展望する力、創造力、デザイン力、新しいもの、

価値をプロデュースする展開力を高め、地域社会に貢献する使命がある。  

 3．学び続ける基盤として大学はある。生涯、学習を続け、人格の涵養、特に医療専門職は

日進月歩の医学の進歩に遅れないよう専門知識、技能をアップデートしていくことが必

須であり、その修練の場が本専門職大学である。 

 4．新大学の教育研究上の中心的学問分野は、リハビリテーション分野である。研究の対象

とする主たる学問分野は、リハビリテーション学と関連する保健・医療・福祉の領域で

あり対象者はシンボリックに言うと「ゆりかごから、100 歳まで」と幅広い年齢層にわ

たる。 

 

Ⅲ．健康科学部リハビリテーション学科設置の趣旨 

 1．和歌山を取り巻く環境と社会的状況 

 1）専門職大学設置を計画している和歌山 

和歌山の名の由来は、万葉集に「若の浦に潮満ちくれば潟をなみ芦辺をさして鶴鳴き

わたる」と山部赤人が「和歌」に詠み、平安中期には、癒しの聖地であった「熊野」「高

野山」参詣が盛んになり、その帰途に「若の浦」にある玉津島神社は詠歌上達の神と崇

められ多くの歌人がその景勝地に立ち寄り「和歌」を吟じたことから、「若の浦」から「和

歌浦」と変遷する中、羽柴（豊臣）秀吉の命を受けた弟秀長が和歌山城を築城したとき、

秀吉が、その城の在る地名の「岡山」を併わせて「和歌山城」と命名したとされている。

江戸時代は、徳川御三家の１つ「紀州藩」であったが、その時代は「和歌山」と「若山」

の呼称が相半ばしていた。明治に入り「和歌山」は確定した。 

和歌山の地勢は、本州の中央部に位置し近畿の底部を形成しており、南北に長く１周

すれば 60km にも及ぶ日本一大きな紀伊半島で、険しい山は海岸近くまでせりだし平坦

部は大きな河川の裾野に申し訳程度に広がる。その昔熊野詣は海路か急峻な紀伊山地を

縦走するしかなく、1,200km の海岸線も日本最長で、今も北から南に走る交通網は乏し

い。南北地域格差が大きく、南紀北山村、古座の一部は既に限界集落化している。 

 

その県都の和歌山市の北西部、紀ノ川の畔に、和歌山リハビリテーション専門職大学

の設置を予定している。大阪中心地難波と和歌山を結ぶ南海本線の和歌山市駅から徒歩
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５分の交通至便の場所で、沿線には国立和歌山大学前駅がある。また専門職大学開校予

定の令和 3 年春には、和歌山市駅周辺の再開発プロジェクトの完成時期を同時に迎える

ことになる。和歌山の多くの大学と歩いて行き交うことが出来る距離にある。文教地区

と全国企業の支店ビルが建ち並ぶ商業地域が重なり中心市街地を形成している。 

 

 2）日本そして和歌山の人口問題 

日本は、人口減少、少子高齢化が進み大きな国内問題となっている。日本は現在 2018

年 1 億 2,520 万人、2055 年には 1 億人割り込むと推定されている。増加率はマイナス

0.07、高齢化率は 27.7％で世界一である。そして年少人口（14 歳以下）が将来の人口に

は重要な要因となるが、38 年間日本では減少し続け 2018 年４月１日時点で 1,553 万人

となり到底自力での人口増加は見込めない。更に 2018 年度和歌山県の人口は深刻で 93

万 8,107 人、前年度より 1 万人以上減少している。長らく県推計人口は 100 万人の大台

を保ってきたが 2010 年遂に 100 万人を割り込んだ。全国 40 位であり高齢化率は 30.9％

で同 6 位となっている。勿論近畿で最悪である。その和歌山が、増田レポート（＊３資

料）では「地方消滅」の代表格に認定され、76％の県内市町村が消滅の危機に瀕してい

ると指摘された。 

又県都である和歌山市の人口は様々な対策にも拘わらず 2018 年 8 月、35 万 7,987 人

となり、少子高齢化、人口減少の改善、グローバル化への対応策は今や和歌山を未来に

繋ぐキーワードでもある。 

和歌山の 18 歳年齢は毎年 90％近くが進学、就職を合わせ県外に流失しており、大阪

圏へのストロー現象もあり和歌山市の人口減少に歯止めがかからない。今和歌山は必死

にこの問題に取り組んでおり、長々と述べたこの人口問題（地方消滅）が正しく和歌山

リハビリテーション専門職大学の設立趣旨、必要性と不離一体のものである。 

 

 3）大学の所在地 

市と県は 4 つの大学誘致事業を進行中である。若者を中心市街地に呼び込み、賑わい

を取り戻す起爆剤にと考えている。和歌山リハビリテーション専門職大学は、和歌山市

から誘致を受け、紀ノ川の畔近くの中心市街地、和歌山市駅から歩いて５分ほどの通学

に至便の場所に設置予定である。 

和歌山の「中枢」とも言うべきこの地で、和歌山リハビリテーション専門職大学も微

力ながら、「地方消滅から地方創生へ」その一翼を担う覚悟である。 

  

 4）第４次産業革命 

現在は、第４次産業革命（industry4.0）とも呼ばれる産業構造の大きな変容、転換が

進展中であり、将来の就業構造の劇的な変化が予測されている。「今の小学生の 60％は、

現在無い職業に就く」「既にエストニアでは、公認会計士は消滅した」と言われている。

変化の激しい社会に即応した、今後更に拡張し複雑化していく医療分野を担うリハビリテ

ーションの指導的人材の要請が高まっている。 
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第 4 次産業革命つまり ICT、AI や IoT が活躍する時代が既に到来しており、その概念

の理解、精通なしにはリハビリテーションも社会や企業の期待に応えられない。インター

ネットのような通信技術を利用した産業やサービスなど、IoT の発達により、様々な経済

活動や医療情報等を逐一データにして、そうして収集されたビッグデータを、インターネ

ット等を通じて集約した上で分析・活用する手法は、慶応義塾大学里宇明元教授らが、脳

卒中患者のリハビリテーションに使う複数の機器をインターネットでつなぎ、回復状況を

正確に把握するシステム作りに取り入れられている。その「評価」「病態解析」「治療」に

おいて AI による分析が既に活用され、患者ごとに最適な訓練法選びや回復状況の正確な

予測につなげる研究は更に進化し続けている。折しも国が貯めた「介護データ民間利用に

供するため開放」等「データの利活用も見据えた標準規格策定の方向性に関する研究」を

進めると厚労省が報じている。他の省庁でも、ICT、AI、ビッグデータに関するプロジェ

クトが、目白押しである。またロボット工学は既に現場で応用され、脳卒中の患者が脳波

で麻痺手を動かし、ALS 患者の意思疎通を支援する BMI（brain machine interface）技

術やウエラブルスーツなど実用化されている。更なる展開には、新しい理論体系を創出す

る力、世界に通用する人材の養成が求められ、国際的、学際的な高等教育のニーズが増大

している。今こそ新しい専門職大学の出番であると考える。 

AI に仕事が奪われる、代替可能な職業のランキングが世界各地のシンクタンク、研究

機関から発表されており、シンギュラリティーがまるで神の降臨の如く扱われ真実味を帯

びてきている。（＊４資料）幸いにもリハビリテーションは「代替が困難な職種」のベス

ト 3 に挙げられている。 

 

 5）日本人の思潮の変容（Life Shift） 

現在「人生百年時代」到来と「Life Shift」（百歳からの生き方を書いた本）がベストセ

ラーになっている。介護予防、健康寿命の延伸、アンチエイジングなど多要素を包含した、

地域包括ケアへの取り組みなど地域における生活支援を重視した持続性の高い制度へと

見直しが行われ、大家族、核家族でなく地域ぐるみで推進されている。また反面障害をも

って生まれてくる子供も増加している。人生の途中で怪我や病気の為に仕事や学業から一

時的に離脱を余儀なくされる人も多い。リハビリテーションの役割は、「ゆりかごから百

歳まで」の人すべてが対象であり、全人的医療の実践として、その人らしく、住み慣れた

ふるさと和歌山で豊かに生きられるように常にその人たちに寄り添い「Live Longer 

Better」の生き方を実践出来るように支えていくことである。 

 

 6）社会の要請と要望書 

和歌山浮揚策としてリハビリ専門職大学設置は待ち望まれており、行政（和歌山市長、

和歌山県知事）からも要望書が出されている。（＊５資料） 
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 Ⅳ．和歌山リハビリテーション専門職大学設置の必要性 

 1．和歌山の特異な理由 

 1）リハビリテーション最後進県 

10 年前リハビリテーション養成所が県内に 1 校も無いという和歌山県（日本で１番遅

れた）に、和歌山国際厚生学院を４年制理学療法士養成校として設置した。既に実績と

して国家試験に合格した 250 人の理学療法士を輩出し、その 90％を超える卒業生を、

県内全域に送り出しており、極めて高い評価を受けている。また令和 3 年には和歌山リ

ハビリテーション専門職大学へ移行し、国内で最も作業療法士が少ない和歌山県で作業

療法士の養成も開始する。  

 

 2）和歌山県下高校生のリハビリテーション専門職養成所への進学（＊６資料） 

この 8 年間の和歌山県内高校生の理学療法士、作業療法士養成所への進学状況は、年

平均で、理学療法士は 129 名、作業療法士は 47 名であり、大学へは各々過半数の学生

が進学している。（和歌山県のリサーチ） 
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このデータから和歌山に新大学（専門職大学）が設置されれば、18 歳年齢の県外流失

を大きく減らすことが出来る。また年少人口減少の影響と強い大学志向が見て取れる。 

 

 3）和歌山はリハビリテーション専門職養成学校を必要としている 

和歌山県の高齢化率は、30％を越え全国第 6 位、介護認定率 1 位（介護度 1、2、要

支援）身体障害者手帳交付数は全国５位、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳所持者数

は増加傾向にあり、リハビリテーションが必須な県であるにも拘わらず、理学療法士、

作業療法士の養成所が両者とも全国で一番遅れて開校する、リハビリ後進県である。 

「地域包括ケアの理念と目指す姿」で政府の第 5 期介護保険事業計画策定においても、

リハビリテーションは個々の職域、専門性を尊重しつつ相互に連携し高め合う現場にお

いて先導的役割を担うことが求められており、地域包括ケア推進リーダーとして位置づ

けられた。 

また日本学術会議臨床医学委員会老化分科会「超高齢化社会のフロントランナ—日本」

においても人と社会のつながりいう広い視野から高齢化する日本社会の将来ビジョンで

「老齢疾患の予防法の確立とともに高齢者特有の複数疾患による複合病態への治療法の

開発が重要であり、その研究の推進と医療専門職の育成が急務である」と提言している。 

和歌山県も第 7 次和歌山県保健医療計画（＊７資料）を策定し、この急速な少子高齢

化を受けて、リハビリテーションが多方面で中核的な役割を嘱望されていることを認識

し、 

     ① リハビリテーション専門職の養成力確保 

     ② 人材確保と地域偏在の解消 
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を喫緊の課題としている。 

又 2017 年 12 月に和歌山県理学療法士協会が主催し、県長寿社会課から招いた講師が

「和歌山県がリハビリテーション専門職に期待すること」（＊８資料）と題して講演した。

介護認定率が他府県より高く 1 位（ 要支援、介護度 1、2）、保険料基準額は全国２位

で住民に負担を強いている。「フレイル」状態の人や、要支援、介護 1 の人は、早期に

適切な支援（自立支援型ケア）を受けることにより自立した生活に繋げられる。高齢者

の生活の質の向上を目指す。その状況を打開するために、折しも国民医療費が過去最高

の 43 兆円を越えたと報道される中、医療費の抑制という観点からも、それら対策の実

施が急がれる。 

「フレイル」は、日本老年医学会が 2014 年に提唱した概念である。健康な状態から要

介護状態の中間に位置し、身体的機能や認知機能の低下がみられる状態のことを指すが、

その時点で適切な治療や予防を行うことで要介護に進まないようにする為の啓発運動、

診療が老年内科、整形外科、神経内科、脳外科、リハビリテーション科などの多くの医

療現場で展開されている。勿論介護・福祉の現場でも広く取り上げられている。同様に

認知機能に関しても、「MCI（軽度認知障害）」検査、評価が認知症の前段階ではあるが

改善の可能性がある状態を発見するものとして注目されている。両者とも、健康から介

護レベルに至るまでの早期発見が重要であり、大事に至るまでに適切な治療を受けるこ

とにより、症状の進行予防、改善につながる事が実証されている。いずれの場合でも、

リハビリテーションが担っている役割は大きい。この対象者（多くは高齢者）は、夥し

い人数であり、認知症は 2025 年には 700 万人に達し MCI 者数はほぼ同数いると推定

されている。非常に多くの高齢者が対象となる。この予防活動の実践は、社会保障費の

抑制につながり、自治体の財政基盤を安定化させることは間違いない。その施策を指導

し推進する中心的役割を受け持つのがリハビリテーションである。医療や介護のお世話

になる高齢者を減少させ、和歌山の将来を託す若者を地域に残すことが、和歌山の持続

可能性を高める。 
21 世紀における国民健康づくり運動（健康日本 21）を提唱し生活習慣病対策、認知

症対策、骨粗鬆症対策、健康増進対策を実践し、健康寿命の延伸を図ることは、住民の

医療費、介護費を抑制し住民の負担を軽減し、安心して豊かに暮らせる「ふるさと」を

創出するために大いに寄与する。講演の中で印象的だったのは、市内の高齢者の内、独

居老人が 18,607 人いる。その 45％が自宅で住み、30％は施設に入居している。施設を

選んだ理由の 77％の「子供や家族に迷惑かけたくない」という現在日本人的心情の吐露

である。 

公的なシステムでは、「大家族制」から「核家族」そして「地域ぐるみ」へ変容して

いる介護の主体を、地域包括ケアシステムや自立支援型在宅医療を中核に日本人的情緒

も取り入れ、一部に負担が大きくのしかかることを避け持続可能性を高めるように制度

設計されている。その主たる調整役のリハビリテーション専門職への期待は、非常に大

きい。 
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 4）和歌山への地域貢献 

和歌山を疲弊させているのは、人口減少、少子高齢化と医療費を中心に社会保障費が

肥大化し財政状況を悪化させていることにある。大学、大企業等が少なく生産年齢の若

者が大阪や東京、県外に出奔し進学、就職する。いきおい税収も落ちてくるという悪循

環が回っている。和歌山南部では、「限界集落」が既に出現し、日常生活もままならぬ状

況になっている。「地方消滅」から「地方創生」に向かわせる為には綿密な長期計画策定

が必須である。県や市が「和歌山創生」するための施策を多面的に根気強く展開してい

る。国が 2014 年「人口急減、超高齢化という我が国が直面する大きな課題に対し、政

府一体となって取り組み、各地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続的な社会を

創生することを目指す」施策を発表し、「令和 1 年改訂版 まち・ひと・しごと創生長期

ビジョン」を閣議決定している。それを受けて「和歌山県（市）まち・ひと・しごと創

生総合戦略」を県、市各々に戦略を地域に合わせて策定している。地域再生計画（地方

創生関連交付金などの支援措置を活用している計画）の内閣総理大臣の認定も受けてい

る。 

「しごと」を創る、「ひと」を増やす、「まち」を創るがメインコンセプトである。これ

らコンセプトを以て地方創生する為の指針が示されている。その中でリハビリテーショ

ン、和歌山リハビリテーション専門職大学がコミットできる施策を「選択」し、「集中」

して関わっていく。障害者や患者さん等の弱者に対する基本的な考え方、「障害のある人

も無い人も、お互いに人格と個性を尊重し、誰もが共に支え合い住み慣れた地域で暮ら

せる社会実現を目指す。」に則り所在地の和歌山市と本学は「専門職大学と和歌山市との

連携に関する基本協定書」を交わし専門職大学の基礎科目、展開科目の非常勤講師に市

職員を招聘、「教育課程連携協議会」構成メンバーにも市スタッフの参画など協力、協働

して「いつまでも輝いて生きれる町」を目指す。和歌山リハビリテーション専門職大学

の理念で実現する持続性の高い社会と和歌山創生の目指す社会は重なる部分が多い。国、

県、市の「地方創生」の施策項目の中で、和歌山リハビリテーション専門職大学が関わ

れる項目を列挙する。 

 

 「和歌山の特性を活かした、安心して暮らすことが出来る魅力的な町つくりを持続

的に、自律的に目指していく」「ひとが日常的に集うことの出来る場所を多くつく

る」 

本学は、「ひとは集う事で安心して生きることが出来る」をモットーに、定期的に大学

キャンパスの一部を住民に社会貢献の一つとして開放し、他所でも集う「場」の提供を

多くしていく。 

和歌山市には「人が集う」場所が少ない。「わかちか広場」はその象徴的な１つである。

２つある和歌山市（県）の玄関口のひとつ JR 和歌山駅前西口の地下にあり「集う」広

場として市により設置された。「駅前」という市民が集い憩う「場」が生まれた。この「わ

かちか広場」で、和歌山リハビリテーション専門職大学と和歌山市がタイアップして定

期的イベント開催し、市民の健康チェック、体力測定、骨密度測定などを教職員と学生
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ボランティアが活動主体となり（住民と大学を繋ぐ）企画を実践していく。 

「わかちか広場」以外に、本学の校舎の前に広いスペースが有り、そこを地域住民に

開かれた集う「場」として提供したい。そこで健康セミナー、市民講座、リハビリ体験

コーナーなど定期的に開き「大学の有する知的財産を地域に還元する」をスローガンに、

和歌山リハビリテーション専門職大学への理解を深めて貰うために「リハビリとは何

か？」「専門職大学とはなにか？」「リハビリの効能は？」などをテーマに地域と大学を

繋ぐ「場」として根付かせていく。講師は、本学専任教員のほかテーマに応じて外部に

委託する。和歌山全県の地域リハビリの実践の「場」が、高齢者の憩いの「場」、井戸端

会議の「場」にもなっている。「集う」事が、生きる上の安心に繋がっていることを実感

する。 

 

 「健康寿命の延伸」 

健康寿命の延伸とは「寝たきり」の時間を減らすこと、「長生きかつ健康」を維持する

ことである。 

既述のフレイルや MCI により身体老化や認知症を早期に見つけ、現時点での治療（リ

ハビリテーション）を早期におこなうことで好結果は既に出ていて論文化されている。

予防効果も期待されている。大学の理念である「すべての人がいつまでも輝いて自分ら

しく生きる」ために、地域で健康を維持するためのノウハウを「地域における健康支援

を考える」講座で探求、研究する。「体力測定サポーター養成講座」を、和歌山国際厚生

学院が市から和歌山県理学療法士協会を通しての委託で開催しているが、専門職大学に

なっても受け継いでいく。住民の体力測定をして、そのビッグデータを用い健康維持に

役立てる。なお「個人データ」の取扱いについては、市と調整ずみである。 

「アンチエイジング」は、美容だけでなく広く健康に関する研究テーマである。リハ

ビリテーションの学問として系統的に、老化とは何か？健康とは何か？長寿の方法は？

いつまでも美しくいる方法は？等を研究し、そしてリハビリテーションがそれらにどう

関与できるかを探求する。 

また自然資源として、和歌山南紀には泉源が豊富で白浜温泉、龍神温泉、勝浦温泉、

川湯温泉など全国的にも有名な温泉地が沢山ある。昔から医療、特にリハビリテーショ

ンと温泉の関係は深い。そこでは、気候療法地としてリウマチや喘息などの慢性疾患に

対するリハビリテーション効果を研究している。本学は、龍神温泉に「リハビリテーシ

ョン温泉研究所」の設立を専門学校当初より計画している。まだまだ温泉とリハビリの

もたらす相乗効果のポテンシャルは高く研究対象としての価値は高いと考えている。 

 

 「文化・芸術・スポーツの振興」 

高齢者、障害者が参加しやすい文化・芸術・スポーツの催しなどの機会の輪を広げて

いく。 

毎年和歌山リハビリテーション専門職大学文化祭を実施する。学生主体であるが、教

職員もブースを作り積極的に参加する。住民参加を募り、障害者を招待し盛り上げる。 
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またスポーツ振興に関して、和歌山理学療法士協会と協働でスポーツクラブ同好会、

障害者スポーツ活動の現状調査を実施し、本学が講師派遣（スポーツ傷害の予防、トレ

ーニング方法のアドバイスなど）、学生ボランティアの派遣をおこなうが、和歌山国際厚

生学院でも既に実施している。障害児サッカークラブは本学専任教員予定者がその運営

に携わった経験があり本学でも中心的役割を御願いしている。 

中学・高校の学生や部活の顧問や地域でスポーツに積極的に取り組まれておられる方

を対象に、学校で公開講座を開催し、スポーツを行う前のストレッチ指導やリラクゼー

ションの仕方や筋力増強訓練法などを指導していく。その出前講義を専門学校でも実施

している。 

市や県の職員の方や市民、県民にも芸術活動を継続している方が多い。新１で言及し

た気軽に集う「場で」作品を披露して貰う。傷害の有無に関係なく日常的に芸術に触れ

ている事が健康に生きていくのに大切と考えている。本学も「場」の提供をして協力す

る。 

 

 「高齢者が安心して暮らせる環境を実現するため、在宅医療体制を整備」「老若

男女、障害の有無に関わらず誰もが文化芸術活動に気軽に参加し、親しめる環境

を整備」 

作業療法士による絵画教室、音楽教室、ダンス教室、陶芸教室を設けて、定期的に障

害者や高齢者を対象者とした公開レッスンを開催し、出来た作品や演奏、踊りを学祭の

中で展示したり踊りを発表したりして賞（理事長賞や学長賞）を授与する。また楽器や

踊りは「わかちか広場」や地域の盆踊りなどで披露する。 

高齢者や障害者が安心して健康に生きていくためには働くことが重要である。 

（ジョブコーチの養成） 

平成 30 年 4 月 1 日から民間企業における法定雇用率が 2.2％に引き上げられ、さらに

平成 30 年 4 月 1 日から 3 年以内に 2.3％に引き上げられることになっており、ジョブコ

ーチは障害者と実際に雇用していく企業との橋渡しをしていく役割を担う。大学教員、

学生が積極的にかかわっていく。和歌山が全国に誇れる高い障害者雇用率を達成できる

ように本学が支援していく。 

成年後見人 相続が複雑、困難なとき、その人の権利を守るために、利害関係がない

人を法律で相続人を定める制度だが、様々な危険性を孕んでいる。関係者に正しい知識

が必要である。高齢者が安心して暮らせる環境作りのひとつである。そこで、大学で成

年後見人を知る講座を司法書士団体と協力して開催する。 

また高齢者の入院の形態が、「施設から施設」への流れから「施設から地域」への流れ

に大きくシフトしてきていることや、核家族化の進行の中で、寄る辺なき高齢者が地域

の中で安心して生活が継続していけるように、地域の民生委員や地域包括支援センター

と共働し、医療関係職や介護・福祉関係職に専門職として必要な知識習得のための勉強

会を開催する。さらに、孤独死や高齢者の自殺予防、うつや自殺のサインを見逃さない

ために、大学の教員が中心となって、孤独死や高齢者の自殺者発見マニュアルの作成な
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どをして自殺率の高い県からの脱却を図っていく。 

高齢者や障害者は社会システムが守っていくように整備されていなければ、安心して

暮らせない。 

 

 「中心市街地の活性化」「都市の外延的拡大を抑制する」 

和歌山市は、3５.４万の人口を擁し全国 815 市の中でここ数年 50-60 位で推移してい

るが極端に人口が少ないわけではないが、住民が市内周辺部にも広く暮らしており、交

通インフラが整っていないのと相俟って和歌山市の往来と賑わいが停滞して中心市街地

の“ドーナツ現象”が招来されていると市が分析している。本学は、中心市街地活性化

の市の施策に賛同し、正しく市中心地に和歌山リハビリテーション専門職大学を設置す

る計画である。近くには、最近オープンした「キーノ」駅前総合施設（中に新・市民図

書館）、誘致された３大学も市中央に集中し更に現在１校が市庁舎に隣接して新市民会館

横に建築中である。文教地区としての賑わいが、中心市街地の本屋、飲食店や下宿、洋

服や若者雑貨の店などに集まる大学生（若者）の増加により現出され始めている。郊外

への大規模施設や公共施設の建築は市の施策として抑制されている。  

 

 「大学誘致」「高い倫理観と高度の専門知識と技術をもつ専門職業人材の育成」 

本学は、18 才年齢の県外流出を減少させる和歌山県、市の「大学誘致」施策の最終ラ

ンナーであり、今回認可されれば 5 番目の誘致大学となる。すでに３つの大学が開校し

ており、僅かではあるが県内大学に踏みとどまる受験生は増加し（県内大学残留率の上

昇あり）た。和歌山リハビリテーション専門職大学も高等職業教育機関として、専門職

大学特有の教育課程や組織構成を活かして、社会や関連企業から求められる質の高い専

門職業人材を育成していく。 

 

 「大規模災害に備えた安全の推進」 

和歌山は大規模自然災害の頻発地域である。そのことを踏まえ展開科目「地域防災論」

を和歌山リハビリテーション専門職大学で配置する。科学的に歴史的に系統的に広く研

究をし、大規模災害時、県民の生命を守る為に役立つ知見、技術を集積するとカリキュ

ラムのシラバスに落とし込んでいる。被害を最小に抑える為には、それら被災者の避難

を手際よく迅速に実施する事が重要である。その際必要なトリアージを正確、迅速に行

うスタッフとして、医師、看護師らと共にリハビリテーション専門士が要求される。ど

んな災害であっても避難所生活は長期に亘ることも多く、高齢者は過度の運動不足に陥

ってくる。高齢者の避難所生活では、呼吸機能、心機能を低下させないように、専門家

による、しっかりとしたリハビリテーションが必須である。また現在のコロナ禍も大規

模災害の一つになっている。呼吸器感染症患者の中等症から重症例に早期リハビリテー

ションが有効であると以前より証明されている。コロナ禍の現場において、人工呼吸器

を装着してからも、予後の改善には体位変換や全身のリハビリテーションは欠かせない。

平時に、どう大規模災害に備えるか？東日本大震災をきっかけに発足した JRAT（リハ
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ビリテーション版 DMAT）は既に災害現場で活躍している。本学も JRAT の活動に協力

していく。試行錯誤で得られた知見や技能を蓄積し、新しい大規模災害対策を考案する

力をもつリハビリ専門家を養成するのも、リハビリテーション専門職大学の責務である。

新型コロナによる呼吸器感染症に関しては、診断法も治療法も未だ確立されていない現

状では、治療や重症化予防に早期（急性期）リハビリテーションが有効であるという知

見は重要である。リハビリテーション専門職大学の更なる活躍が期待される分野である。

（＊９資料） 

 

 2．リハビリテーション専門職高等教育に対するニーズの多様化 

社会情勢がめまぐるしく変化し、厚生領域も複雑化していく中で、今後医療界において

も職業の在り方や働き方も大きく様変わりしていく。 

この状況下で我が国が成長、発展を持続していくためには、リハビリテーション専門職

においても、その優れた専門技能等をもって新たな価値を創造し展開出来る人材が求めら

れる。国民医療費が 43 兆円を越えた。ICT だけでなく医療経済や会計学にも明るい持続可

能なシステムを考案できる、そして広い視野を持つ、実践的かつ創造的な専門職業人（プ

ロフェッショナル）を育成する専門職大学が現在社会から待望されている所以である。こ

れからのリハビリテーション専門職は医療、福祉等広く厚生領域においては勿論のこと社

会の多様な分野の各々との連携、協働において中核的な役割を担っている為であり、新し

いリハビリテーション分野の知見、技術を集め常にアップデートし、実践的、応用的な能

力を展開させうる人材を育成する必要に迫られているからである。その期待に応えるのが

なぜ大学でなく、専門学校でもなく専門職大学なのか、文科省のそれぞれの設置基準を熟

読、比較した。 

【大学】 

大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究し

て新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄

与するものとする。（＊１０資料） 

【専門職大学】 

専門職大学の目指す所は、深く専門の学芸を教授研究し変化への対応能力、未踏の地へ

幅広い視野を持ち展開していく能力を開発出来る人材を養成することである。専門性が求

められる職業を担う為の実践的かつ応用的な能力を展開させることを目的とする。プロフ

ェッショナルを養成する。 

【専門学校】 

職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図る実践的な職業教育、

専門的な技術教育を行う教育機関として、リハビリテーション分野でスペシャリストを育

成する 

  

更に専門職大学と大学、専門学校とそれぞれ個別比較した。 
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■「専門職大学」と「大学」の違い 

（実践的な職業教育）と（高い教養、哲学など学問的色彩の強い教育—大学）と両者を併

せ持つ高等教育機関として専門職大学が創設された。 

■「専門職大学」と「専門学校」の違い 

 専門学校は大学制度の中に位置付くものでは無く、自由度の高い制度の特性を活かし多

様で実践的な教育を行う。その分野においては優れた人材が輩出される。 

専門職大学は大学制度の中に位置づけられ、教育課程や教員組織は、大学として必要な高

い水準が求められる。よって卒業時には学士（専門職）が授与される。（＊１１資料） 

 

 教育機関における教育課程は、その構成の中で主要な部分を占める。 

既設の専門学校（理学療法学科）の卒業要件単位数は 135 単位であるのに対して、本学

の専門職大学の両専攻共に137単位としている。専門職大学ではさらに選択科目を設置し、

学生が興味のある分野を選択的に学べる環境があり、反対に既存の専門学校には選択科目

を設置していないことも大きな違いと言える。下記に内容に関して大きく異なることを詳

述する。 

 

1）教育課程における相違 

既存の専門学校では理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則に定める内容に基準

として国家試験に対応できる能力を中心に編成している。本学の教育課程は理学療法学専

攻、作業療法学専攻とも、理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則に定める内容に準

じるだけでなく、より深い教養力や、幅広い知識、リハビリテーション専門職分野におけ

る新たなサービスの創造に向けて柔軟な発想を有し、意欲的に取り組む能力など、ディプ

ロマ・ポリシーを鑑みた内容となっている。既設専門学校は、選択科目がほとんどなく、

専門学校で定められた授業単位を修得することで学生の最大の希望である理学療法士・作

業療法士国家資格の取得を目指すものである。一方、専門職大学は、履修者が能力、適性、

興味などに応じて自発的に選択できる選択科目がある。そのため学生は学内で設置した履

修モデルを参考に、自ら目指す目標に向かって自発的に学ぶ自学自習の習慣を身につけ、

より積極的に向上していく姿勢が確立する。特に本学では選択科目を入れ、学生個人が豊

かに学べる環境を得ることができるよう配置している。また基礎科目も豊かな人間性と幅

広い教養と世界的研究・教育の拠点、自由な発想を持って将来の職種の幅を広げ、新たな

サービスを創りだせる人材の育成を視野に入れるための科目配置となっている。さらには、

既存の専門学校にはない「展開科目」を配置することで、①理学療法および作業療法に関

わる関連職種や多職種と連携・協調し、リハビリテーション専門職分野における新たなサ

ービスの創造に向けて柔軟な発想を有し、意欲的に取り組む能力を身につけていること。

②日進月歩の科学技術に遅れることがないように、リハビリテーション専門分野の最新か

つ先端部分の情報を積極的に収集し、創造的かつ応用的に取り組み、リハビリテーション

学を発展させる能力を身につけていること。③地域社会への貢献を視野に入れ、リハビリ

テーションの多様なニーズに応える探究心や研究心を身につけていることの三つの目標
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として、充実した科目配置としている。具体的には、既存の専門学校では、基礎医学や治

療技術を中心に国家試験合格まで最短距離で学ぶことができるが、多職種連携や IoT・プ

ログラミング関連に関して十分な教育がなされていない。近年では電子カルテなどでの報

告書や情報提供書、院内システムなど IoT 分野の活用も増えてきつつある。 

 専門職大学では、IoT・プログラミング関連の授業を行うとともに、今後の社会ニーズ

に応えるために、専門知識・技術を直接提供するだけではなく、リハビリテーションの視

点から多職種に関する指導を幅広く行い、さまざまな職種や領域に関する理解を深め、今

までとは異なる視点で医療・介護・福祉などさまざまな領域を切り開くセラピストを育成

する。 

学生が学習に取り組む環境設定の違いについては既存の専門学校では指定規則に準じ

必要な実習スペース等を確保している。指定規則では「自習室」や「学生控室」等の設置

は義務付けておらず、既存の専門学校では存在しない。 

 専門職大学では、上記の準備学習や予習復習等、また選択科目によって、空き時間等か

ら大学内での学習が行えるよう「自習室」や「控え室」または図書閲覧スペースを完備し、

自学自習を行える環境を作っている。 

 

2）臨地実習における相違 

① 到達目標 

○既存の専門学校（実習要項より抜粋） 

臨床評価実習：3 年次に学内外にて実習した基礎知識を基に、理学療法評価の過程を臨

床現場で実施する。このなかで、理学療法対象者の問題点に関して、検査結果を統合

し、問題点を抽出することを目標する。 

 

臨床総合実習：4 年次に 2 つの期にわたって実施する。臨床総合実習Ⅰでは、臨床評

価実習で習得した情報収集、面接、動作分析、検査測定から問題点の抽出といった一

連の理学療法評価ができ、治療プログラムの立案・一部実施までを目的とする。臨床

総合実習Ⅱでは、理学療法評価から理学療法プログラムの立案・実施し、さらに、治

療効果を検証するまでを目的する。 

 

○専門職大学（各専攻ごと） 

臨床評価実習：3 年次までに学内外にて実習した基礎知識・技術を基に、理学療法評価

の過程を臨床実習指導者のもと『見学』、『協同参加』、『監視』レベルで実施する。こ

のなかで、学生個人のレベルに合わせて理学療法評価過程を臨床実習指導者の助言・

指導のもとに経験を積むことを目標とする。経験すべき項目はチェックシートに記載

の項目となる。 

 

総合臨床実習：これまでに学内外で学んだ知識・技術を基に、理学療法の過程を臨床

実習指導者のもと『見学』、『協同参加』、『監視』レベルで実施する。このなかで、学
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生個人のレベルに合わせて理学療法過程を臨床実習指導者の助言・指導のもとに経験

を積むことを目標とする。経験すべき項目はチェックシートに記載の項目となる。 

 

既存の専門学校での到達目標は、一連の評価や治療を実施できることを到達目標とし

ている。この目標は、学生が一人の患者を担当し、その患者について一連の理学療法

が実施できるように設定した。この目標では、学生が実習中に一連の理学療法を行っ

ていく中で、ある部分で時間が大幅にかかった場合、実習の進行が停滞してしまい、

実習中に経験できることが少なくなる可能性があった。 

専門職大学の到達目標は、診療参加型実習の形態で行い、実習指導者の助言・指導の

もとで様々な理学・作業療法過程の経験を積むことを目標としている。経験すべき項

目は、チェックシートを作成し、学生が実施できた項目と実施できていない（してい

ない）項目を明確にすることで、学生一人一人に合わせた目標の設定を可能にした。

また、Daily Note や Weekly Note により実習の進捗状況を確認しながら 1 週間の目標

を設定するようにした。実習中は指導者のもとで診療チームの一員として診療に参加

することで理学・作業療法士の行動や考え方を学ぶことができると考え、このような

到達目標とした。 

 

② 指導体制について 

大きな違いとしては、専門職大学については、養成する人材像やディプロマ・ポリシ

ーに基づき、修得をメインとした指導体制を目指したいと考え、「診療参加型実習」の

形態を採用したことにある。 

既存の実習方法では、担当患者制を用い、1 人の患者について取り組む。担当患者を評

価し、結果をレポートにまとめ指導者に提出する。指導者はレポートを添削し指導す

る。学生は指導された内容を修正し再提出する。指導者により再提出内容が容認され

れば治療を行う。 

しかし、この方法では、学生が評価や治療を行う際に、指導者の助言・指導者が適宜

得られない可能性がある。また、レポート課題が多く、臨床実習時において睡眠不足

などの問題が挙がっている。従来型の実習方法から変更するメリットは以下の点が挙

げられる。 

診療参加型実習では、学生は診療チームの一員として指導者の助言・指導を常時受け

ながら実習を行える体制とした。これにより、指導者の指導を適宜受けながら理学療

法士・作業療法士の行動や考えなどの理学療法・作業療法過程を経験できるようにし

た。 

診療参加型実習では、レポートによる指導割合を減らすため、指導者の助言・指導の

もと経験した症例については、学校所定の以下の用紙を使用することにした。経験症

例カルテ（A4 用紙 1 枚）、経験症例報告書（A3 用紙 1 枚）。これらは、指導者の助言・

指導のもとに記載をするため、レポート作成で躓くことを防ぐことができる。 
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実習指導体制に関する実習要項の違い 

○既存の専門学校（実習要項より抜粋） 

この実習までに学内外にて学習した基礎知識を基に，検査・測定の知識や技術を理学

療法対象者の問題点に関して，検査結果を統合し，問題点を抽出することを目標とす

る。 

学生には原則、担当患者を 1 名とし、書面によるフィードバックの実施を依頼してい

る。他の患者については指導者の監視・指導の下で、理学療法・作業療法評価の施行

を経験することを目的とし、口頭による指導を中心に実施する。 

 

○専門職大学 

実習は『診療参加型実習』の形態での実施。 

この実習までに学内外にて学習した基礎知識を基に、学生個人のレベルに合わせて基

本的な理学療法・作業療法評価過程を臨床実習指導者の助言・指導のもとに『見学』、

『協同参加』、『監視』レベルで経験を積むことを目標とする。経験すべき項目はチェ

ックシートに記載の項目となる。 

学生は、診療参加チームの一員として臨床実習指導者のもと、様々な経験を積めるよ

うにご指導する。 

  

臨床実習指導者の違い 

 既存の専門学校での臨床実習指導者は、3 年以上の実務経験を有した者としていたが、

専門職大学では、臨床経験５年以上の有資格者である臨床実習指導者が在籍する施設

に対して実習契約を結び、実習施設における指導体制の水準の確保をはかる。指導体

制の水準の確保は、日本理学療法士協会・日本作業療法士協会主催の臨床実習指導者

講習会の参加した者が必須条件とし、また本校が主催する臨床実習指導者ブラッシュ

アップ講習会・臨床実習指導者会議などの参加を要請し、本校の教育理念や要請する

人物像、ポリシーを理解の上、指導にあたるように行う。 

 

臨床実習時の教員実習訪問の違い 

既存の専門学校では、教員が実習訪問する場合、学生の健康面、実習の進み具合、実

習に関する問題、学習修得状況などを確認する。この時、最も大切な学習修得状況は、

実習地の患者の退院や指導者の休暇、病院等の施設状況により変化していた現状があ

る。 

専門職大学では、学習修得状況を確認するために、チェックシートを作成し、学生個々

の実習進捗状況を明確に確認できるようにした。診療参加型実習では、『見学』、『協同

参加』、『監視』の各レベルを設定し、学生・指導者・学校が状況把握を行い易い様に

した。実習訪問時に学生・指導者・教員はチェックシート・Daily Note・Weekly Note

をもとに 1 週間毎の短期目標を共有することで指導方法を明確にできるようにした。 
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③ 成績評価 

既存の専門学校での実習評価は、出席表ならびに評価表にて行う。評価表は各項目を 5

段階で評価を付けている。既存の専門学校の評価は指導者の総括的評価に頼る部分が

多くなっている。 

専門職大学では、客観的臨床能試験（Objective Structured Clinical Examination， 

OSCE）を実習前後に行う。実習前に学内で診断的評価の意味合いで OSCE を行うこ

とで、学生・指導者・教員が実習目標を共有することが可能になる。実習中は形成的

評価として、指導者は学生の学習状況を把握し、指導方法や内容を調整することで学

生の成長を促すことができる。実習後は、チェックシート及び各種ポートフォリオを

参考にして、学内で OSCE を行い総括的評価として実習での学びを評価する。これに

より、学生の成長を促すための評価と、単位認定のための評価の質を担保することが

できる。 

 

3）大学において授業科目の到達目標や教育水準等の設定における相違 

既存の専門学校では、各科目に対し「成績評価は 80 点以上を優、70 点以上 80 点未満

を良、60 点以上 69 点未満を可とする。60 点未満は不可として不合格とする。なお、不

合格となった者は再試験を受けることができる。」としており、各科目の定期末試験やレ

ポート課題を点数化し、成績を付けていた。 

本学では、各科目の成績を出すだけでなく、成績評価に応じて下記の通りポイント（4.0

～0.0pt）で表し、平均値で表す GPA（Grade Point Average）制度、CAP 制を導入する。

この GPA 制度、CAP 制を導入することで、ただ単に進学や卒業に必要な単位を取得す

るのではなく、学生の「自己決定・自己責任の元での修学」を促すことができ、成績への

モチベーションとして期待される。また科目に対しても重要な科目に対する学修動機づけ

という大きなメリットが期待でき、学生が主体的かつ充実した学習効果をあげることが可

能となる。各授業科目の成績評価は、S（100 点～90 点以上）、A（90 点未満～80 点以

上）、B（80 点未満～70 点以上）、C（70 点未満～60 点以上）、D（59 点以下）の５つ

の分類をもって表し、C 以上を合格とする。また、CAP 制は、単位制度を実質化（1 単

位当たり必要な 45 時間の学修時間を確保）し、学修すべき授業科目を精選することで十

分な学修時間を確保し、授業内容を深く真に身につけることを目的として、学生が履修科

目として登録することができる単位数の上限を定め、各年次にわたって適切に授業科目を

履修してもらうためのものである。なお、所定の単位を優れた成績をもって修得した学生

については、単位数の上限を超えて履修登録を認め、また、成績の状況が十分でない学生

については、逆に、履修登録の単位数の上限を制限することとなる。このことは、オリエ

ンテーションや授業初回時のガイダンス、学生便覧等において、学生にその考え方を明確

に伝え、理解させることとする。GPA は学生の履修状況を見る指標にもなるため、未履

修科目が多い学生への履修指導にも利用していく予定であり、より教育内容を重視し、

質・量ともに学位授与に資する内容としている。 
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つまり専門職大学での豊かな学びとは、スキルと知見だけでなく「教養」「専門」「経験」

がバランス良く有機的結合された学びである。 

近年声高に「大学崩壊」（＊１２資料）が喧伝され喧しい限りだが、大学は出たが会社

や病院で即戦力にならず、ほぼ一から教育、訓練・研修して現場で働かねばならないのが

現実である。その状況下で実践的かつ創造的な専門職業人（プロフェッショナル）を育成

する、卒後早く社会の役に立つ質の高い職業人の養成を目指す専門職大学が新設初年度に

医療、特にリハビリテーション分野の応募申請の過半数を占めたことは、文科省の新しい

大学設立趣旨にリハビリテーション分野が合致したためと考える。 

賢慮・実践知の鍛錬よりも、高度な技術知の習得に重きがおかれ、また国家試験予備校

化を招きかねない専門学校での事態を回避し、高度の学識に裏打ちされた専門的技能を身

につけ公共的な業務に勤しむプロフェッショナルを育てることが専門職高等教育の最終

目標である。文武両道の実現者、どちらにも偏らず真剣試合を勝ち抜いてきた剣豪宮本武

蔵が哲学書「五輪の書」を著したことは或一面象徴的である。 

地方の、この厚生分野における即戦的人材の要請に応えられるのは、従来の大学ではな

い。今まで縷々述べてきた社会の変化、グローバル化、多様化、複雑化に対応でき更に展

開し新しい分野を開拓できる能力をもつ人材は、これら２つの専門職高等教育が止揚され

案出された新しい専門職大学で養成するのが最良の道と考える。 

 

4）和歌山リハビリテーション専門職大学誕生へ 

これに対して本学の専門職大学は、社会情勢がめまぐるしく変化し、課題も複雑化して

いく中で、今後、職業の在り方や働き方も大きく様変わりすることが想像でき、我が国が、

成長・発展を持続していくためには、優れた専門技能等をもって、新たな価値を創造する

ことができる専門職業人材の養成を目的としている。本学の建学精神である「Live Longer 

Better」（いつまでも うつくしく輝いて 生きる）ことを具現化するために、本学の定め

た卒業認定に必要な所定の単位を取得し、医療人に求められる次の能力を身につけた学生

に「学士」の称号を授与し、国の内外において急速に進む多様化、複雑化等、時代の一歩

先を視野に入れ、これからの社会に真に貢献できるリハビリテーション専門の職業人を養

成し、人々の健康寿命延伸に寄与することが目的である。 

地域社会の課題や多様なニーズに応えていくため、これまでの和歌山国際厚生学院にお

ける専門職養成における教育課程を発展的に改訂し、産業界及び地域社会と連携しつつ、

体系的に教育課程を編成する。また、専攻に係る職業を取り巻く状況を 踏まえて必要な

授業科目を設定し、当該職業の動向に即した教育課程の配置を行う。授業科目は、厚生労

働省理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則において、国家試験受験資格に必要な科

目に加え、専門職大学の授業科目である「展開科目」と、「総合科目」を配置した。卒業

要件は、理学療法学専攻、作業療法学専攻共に 137 単位で編成している。 

 

リハビリテーション専門職は医療分野だけでなく多職種とも協働しなくては成らない。

他の領域との連携も必須であり、その中で指導的役割を遂行するために、高い教養とリテ



18 
 

ラシーを身につけておくことも肝要である。新大学も、学位等の国際通用性、互換性を有

していることが学生を受け入れる際には大切な要諦である。 

現在の和歌山の状況をリハビリテーションという面から分析すると需要、要請、期待に対し

て応える方策の一つは、学校教育法の一部を改正し 55 年ぶりに新しい大学制度が導入され生

まれた専門職大学の創設であることは論を俟たない。 

 

Ⅴ．ディプロマ・ポリシー、各専攻における養成する人材像 

 

本学の建学精神である「Live Longer Better」（いつまでも うつくしく輝いて 生きる）こと

を可能にする社会の実現をするために、そしてリハビリテーション分野においても急速に進む

多様化、複雑化、国際化等、時代の一歩先を視野に入れ、これからの社会に真に貢献できるリ

ハビリテーション専門の職業人が要請されている。これらの建学の理念を実現するために、医

療人に求められる次の能力を身につけ、本学の定めた卒業認定に必要な所定の単位を取得した

学生に、「学士」の称号、それぞれ理学療法学士（専門職）、作業療法学士（専門職）を授与す

るものである。 

 

健康科学部 ディプロマ・ポリシー（DP） 

 

DP1 医療分野における高い倫理観を有し、幅広い一般教養を身につけていること。 

DP2 保健医療福祉分野の発展・向上に寄与する高度な専門知識・技能および実践力を身につ

けていること。 

DP3 理学療法および作業療法に関わる関連職種や多職種と連携・協調し、リハビリテーショ

ン専門職分野における新たなサービスの創造に向けて柔軟な発想を有し、意欲的に取り

組む能力を身につけていること。 

DP4 リハビリテーション専門分野を生涯にわたって学び、創造的かつ応用的に実践し、リハ

ビリテーションを発展させる姿勢を身につけていること。 

DP5 地域社会への貢献を視野に入れ、リハビリテーションの多様なニーズに応える探究心や

研究心を身につけていること。 

 

大学を設置する目的、ディプロマ・ポリシー及び学部・学科の教育目的を踏まえた各専攻にお

ける養成する人材像は、次の通りである。 

 

理学療法学専攻 

理学療法学専攻の養成する人材像は、「理学療法士として、高い倫理観と高度な専門知識と

健康の増進及び運動機能の回復と疾病・障害の予防を推進する技術力を有し、それを発展させ

る創造力・応用力及び探求心を身につけ、多職種と連携・協調しながら地域社会に貢献できる

人材」で ある。 
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作業療法学専攻 

作業療法学専攻の養成する人材像は、「作業療法士として、高い倫理観と高度な専門知識と

対象者の健康の増進、及び心身機能・生活行為能力の回復と幸福感の増進を作業に焦点を当て

た治療・指導・援助ができる技能と実践力を有し、多職種と連携・協調して、創造的かつ応用

的な取り組みで生きがいを支援し地域社会に貢献できる人材」である。 

各専攻における養成する人材像を踏まえ、各専攻のディプロマ・ポリシーは次の通りである。 

 

リハビリテーション学科理学療法学専攻 ディプロマ・ポリシー（DP） 

 

DP1 理学療法士として、豊かな人間性と高い倫理観を有し、幅広い一般教養を身につけてい

ること。 

DP2 保健医療福祉および関連分野の発展・向上に寄与する理学療法士として健康の増進及び

運動機能の回復と疾病・障害の予防を実践する高度な専門知識・技能および実践力を身

につけていること。 

DP3 健康や医療・介護など関連分野の多職種と連携・協調し、理学療法の新たなサービスを

創造できる柔軟な発想を有し、意欲的に取り組む能力を身につけていること。 

DP4 理学療法および関連分野を生涯にわたって学び、創造的かつ応用的に取り組み、理学療

法学を発展させる能力を身につけていること。 

DP5 理学療法士として、地域社会への貢献を視野に入れ、多様なニーズに応える探究心や研

究心を身につけていること。 

  

リハビリテーション学科作業療法学専攻 ディプロマ・ポリシー（DP） 

 

DP1 作業療法士としてふさわしい人間性と高い倫理観を有し、幅広い一般教養を身につけて

いること。 

DP2 医療、保健、福祉、その他関連領域の発展・向上に寄与する作業療法士として、対象者

の健康の増進、及び心身機能・生活行為能力の回復と幸福感の増進を、作業に基づいた

治療・指導・援助できる高度な専門知識・技能および実践力を身につけていること。 

DP3 医療、保健、福祉、その他関連領域の対象者の生き生きとした生活のために、意欲的か

つ柔軟に取り組む力を身につけていること。さらに、そのために多職種と連携・協力す

ることができること。 

DP4 作業療法学を生涯にわたって学ぶとともに、関連分野の情報を積極的に収集し、発展さ

せる姿勢と能力を身につけていること。 
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DP5 作業療法士として、地域社会への貢献を視野に入れ、多様なニーズに応える探求心や研

究心を身につけていること。 
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第 2 学科・専攻の特色 
中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」（平成 17 年１月）によれば「高等教育の

多様化と個性・特色の明確化」では大学の機能分化として 

 ① 世界的研究・教育の拠点 

 ② 高度専門職業人養成 

 ③ 幅広い職業人養成 

 ④ 総合的教養教育 

 ⑤ 特定の専門分野の教育・研究 

 ⑥ 地域の生涯学習機会の拠点 

 ⑦ 社会的貢献機能（地域貢献、産学官連携、国際交流） 

の 7 項目が挙げられた。 

新時代の高等教育は、答申の内容を踏まえ、多様化した学習者の様々なニーズに的確に対応

するためにそれぞれの大学ごとに位置づけや、期待される役割、機能を十分に踏まえた教育や

研究を展開すると共に個性・特色を明確にしなければならないとある。 

本学は提示された内容を実践するために、リハビリテーション学科は多様な需要に応える人間

性と専門技能を備えた高度な専門職業人を育成しリハビリテーションに関する知の創造拠点

として地域社会に貢献する。  

本学では、臨床実習科目を 4 科目配置し総単位数は 23 単位（厚生労働省理学療法士作業療

法士養成施設指定規則 理学療法士 20 単位、作業療法士 22 単位）である。また世界作業療法

士連盟教育最低基準（Minimum Standard of Education）は「field work」を 1,000 時間と定

めているが、本学の臨床実習総時間数は、1,035 時間であり、この基準を満たしている。 

 

Ⅰ．学科専攻の構成 

本大学の健康科学部は、理学療法士と作業療法士を養成するため、リハビテーション学科

の１学科で構成している。リハビリテーション学科は、理学療法士専攻と作業療法士専攻の

２専攻とした。理学療法士と作業療法士は、リハビリテーション医療において連携・協働す

る場面が多く、基礎科目、展開科目には双方に共通する授業科目が多くあることから、１年

次から合同授業を始める。 

 

Ⅱ．定員 

少数精鋭をモットーに専任教員数（27 名）で理学療法専攻、作業療法専攻の定員を各々

40 名と設定している。需要に関しても和歌山県が出した最近６年間の高校生の理学療法

士・作業療法士養成所への進学数を見ると各々年平均 126 名、43 名と安定しており、現専

門学校の卒業生の就職も和歌山県内からに限定した求人倍率 1.5 倍と好調に推移している。 

和歌山県は南北に長く様々な分野で、その地域格差があり、特に理学療法士数（1,372 人

—平成 30 年）と比較して作業療法士の絶対数が少ない（394 人—平成 29 年）ために、学

生の選抜時から指定校の選定などで工夫して、卒業時のことを考えて偏りのない県内配置が

出来るように努める。 
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Ⅲ．特色 

1．人格の涵養と教養の具備   

   学び続けることの大切さを 

     「 少くして学べば、則ち壮にして為すことあり 

       壮にして学べば、則ち老いて衰えず 

       老いて学べば、則ち死して朽ちず 」 佐藤一斎「言志四録」 

の言葉を学内に掲示し、学問に対する姿勢を日々自己確認する。 

スキルと知見の修得のみでなく、障害者や高齢者など社会的弱者や他者に対する優しい

まなざしを持ち、いつまでも住民に寄り添う心を養う為に field work で学生が実際に現場

で多くの体験を実習、演習に組み込んだ。 

学生の教養、素養を深め、生命倫理を弁え、社会のコンプライアンスを遵守し、他人を

恃まず、思いやりの気持ちを持続し、自律して物事を考えられるよう debate 形式のオムニ

バス授業も取り入れ、基礎科目、展開科目を駆使し、自然と身につくように仁徳を涵養し

ていく。 

 

2．高度な専門知識・技能を習得する専門教育  

【理学療法学専攻】  

リハビリテーション医療従事者である理学療法士の養成を目的とし、理学療法士の国

家試験合格を目指すため、また学問的探究心を備え、理学療法士としての高度な専門知

識・技能および実践力を身につけ、将来にわたりリハビリテーション医療従事者として

の専門性を探求していくため、理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則に準じ科目

を設定した。中項目として「専門基礎科目」「専門科目」の 2 つに分け。「専門基礎科目」

は「人体の構造と機能及び心身の発達」「疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進」「保

健医療福祉とリハビリテーションの理念」と３つの小項目を設置した。「専門科目」は「基

礎理学療法学」「理学療法管理学」「理学療法評価学」「理学療法治療学」「地域理学療法

学」「臨床実習」と６つの小項目とした。 

専門基礎科目の「人体の構造と機能及び心身の発達」はリハビリテーション医学にお

いて重要であり、心身機能と身体構造及び様々な疾病や障害の概要について、人の成長・

発達や日常生活との関係を踏まえて理解するため人体構造学と人体機能学、運動学を中

心にそれぞれ演習や実習も含めて必修科目として設定した。 

「疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進」は障害の原因である疾病や外傷などを

理解することは重要なことである。そのため、特に、リハビリテーション医療に関連の

深い病理学、内科学、神経内科学、整形外科学、精神医学等を必修科目として設置した。

また高度化する医療ニーズに対応し、保健・医療・福祉を取り巻く環境の変化に則した

理学療法を実践するためには、栄養学、臨床薬学、画像診断学、救急救命医学、予防等

の基礎知識が必要なことから、臨床栄養学、臨床薬理学、救急援助論、予防医学を必修

科目とした。 

「保健医療福祉とリハビリテーションの理念」は国民の保健医療福祉の推進のために、
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リハビリテーションの理念（自立支援、就労支援等を含む。）、社会保障論、地域包括ケ

アシステムを理解し、理学療法士が果たすべき役割、多職種連携について地域における

関係諸機関との調整及び教育的役割を担う能力を培うために、リハビリテーション概論、

社会福祉学、チーム医療論、地域包括ケア論の４科目を必修とした。 

専門科目の「基礎理学療法学」は系統的な理学療法を構築できるよう、理学療法の過

程に関して、必要な知識と技能を習得ため、理学療法概論、基礎理学療法学Ⅰ・Ⅱ、臨

床理学療法学、理学療法臨床診断学を配置した。また世界的研究・教育の拠点を目指す

べく、2 年次後期より理学療法研究論を設置し、早期より論理的な思考を養えるように配

置した。 

「理学療法管理学」は医療保険制度、介護保険制度を理解し、職場管理、職業倫理、理

学療法教育に必要な能力を培うように医療関連法規、理学療法管理学を設置した。 

「理学療法評価学」は保健医療福祉とリハビリテーションの観点から、疾患別、障害

別理学療法の適用に関する知識と技術を習得し、対象者の自立生活を支援するために必

要な課題解決能力を培うように、理学療法評価学総論Ⅰ・Ⅱ、身体機能評価学実習Ⅰ・

Ⅱ、理学療法評価学実習Ⅰ・Ⅱを配置した。また、臨床実習に向けての科目として、3 年

後期に応用評価学演習を選択科目として配置した。理学療法評価学の必修科目は全６単

位中４単位実習科目として設置し、実習を主とした学芸を教授し、高度な実践力を身に

つける。 

「理学療法治療学」は保健医療福祉とリハビリテーションの観点から、疾患別、障害

別理学療法の適用に関する知識と技術を習得るし、対象者の自立生活を支援するために

必要な課題解決能力を培うよう、必修科目として運動療法学、運動療法学実習Ⅰ・Ⅱ、

物理療法学実習、義肢装具学Ⅰ・Ⅱ、運動器障害理学療法学実習、スポーツ障害理学療

法学実習、発達障害理学療法学実習、中枢神経障害理学療法学実習、神経筋疾患理学療

法学実習、内部障害理学療法学実習、日常生活活動学、日常生活活動学実習、生活環境

学実習を配置し、選択科目にスポーツ障害理学療法学実習、系統別・治療手技演習、障

害者スポーツ演習、応用物理療法学演習、専門手技療法学演習、高次脳機能障害の治療

法、認知症の理解とその支援、レクレーション活動演習を配置した。 

「地域理学療法学」では、患者及び障害児者、高齢者の地域における生活を支援して

いくために必要な知識や技術を習得し、問題課題解決能力を培うよう、地域理学療法学

Ⅰ、地域理学療法学Ⅱ、地域理学療法学実習を必修科目として配置した。 

「臨床実習」では社会的ニーズの多様化に対応した臨床的観察力・分析力を養うとと

もに、治療計画立案能力・実践能力を身につけ、各障害、各病期、各年齢層を偏りなく

対応できる能力を培う。また、段階的にチームの一員として連携の方法を習得し、責任

と自覚を培うよう、理学療法見学実習、理学療法体験実習、理学療法評価実習、理学療

法総合臨床実習を設置した。 

【作業療法学専攻】 

リハビリテーション医療従事者である作業療法士の養成を目的とし、作業療法士の国

家試験合格を目指すため、また学問的探究心を備え、作業療法士としての高度な専門知
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識・技能および実践力を身につけ、将来にわたりリハビリテーション医療従事者として

の専門性を探求していくため、理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則に準じ科目

を設定した。中項目として「専門基礎科目」「専門科目」の 2 つに分け。「専門基礎科目」

は「人体の構造と機能及び心身の発達」「疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進」「保

健医療福祉とリハビリテーションの理念」と３つの小項目を設置した。「専門科目」は「基

礎作業療法学」「作業療法管理学」「作業療法評価学」「作業療法治療学」「地域作業療法

学」「臨床実習」と 6 つの小項目とした。 

専門基礎科目の「人体の構造と機能及び心身の発達」はリハビリテーション医学にお

いて重要であり、心身機能と身体構造及び様々な疾病や障害の概要について、人の成長・

発達や日常生活との関係を踏まえて理解するため人体構造学と人体機能学、運動学を中

心にそれぞれ演習や実習も含めて必修科目として設定した。 

「疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進」は障害の原因である疾病や外傷などを

理解することは重要なことである。そのため、特に、リハビリテーション医療に関連の

深い病理学、内科学、神経内科学、整形外科学、精神医学等を必修科目として設置した。

また高度化する医療ニーズに対応し、保健・医療・福祉を取り巻く環境の変化に則した

理学療法を実践するためには、栄養学、臨床薬理学、画像診断学、救急救命医学、予防

等の基礎知識が必要なことから、臨床栄養学、臨床薬理学、救急援助論、予防医学を必

修科目とした。 

「保健医療福祉とリハビリテーションの理念」は国民の保健医療福祉の推進のために、

リハビリテーションの理念（自立支援、就労支援等を含む。）、社会保障論、地域包括ケ

アシステムを理解し、理学療法士が果たすべき役割、多職種連携について地域における

関係諸機関との調整及び教育的役割を担う能力を培うために、リハビリテーション概論、

社会福祉学、チーム医療論、地域包括ケア論の 4 科目を必修とした。 

専門科目の「基礎作業療法学」は系統的な作業療法を構築でき、作業療法の過程に関

して、必要な知識と技能を習得するよう、作業療法概論、基礎作業学、作業療法研究論、

基礎作業学実習Ⅰ・Ⅱを配置した。 

「作業療法管理学」は医療保険制度、介護保険制度を理解し、職場管理、職業倫理、

作業療法教育に必要な能力を培うため、医療関連法規、作業療法管理学の 2 科目を配置

した。 

「作業療法評価学」、作業療法評価についての知識や技術を身につけるよう、作業療法

評価学総論Ⅰ、作業療法評価学総論Ⅱ、作業療法評価学実習、作業療法評価学Ⅰ、作業

療法評価学Ⅱを配置し、選択科目として応用評価学演習を配置した。作業療法評価学は

全 6 単位中 4 単位実習科目として設置し、実習を主とした学芸を教授し、高度な実践力

を身につける。 

「作業療法治療学」は保健医療福祉とリハビリテーションの観点から、疾患別、障害

別作業療法の適用について関する知識と技術（喀痰等の吸引を含む）を習得し、対象者

の自立生活を支援するために必要な課題解決能力を培うよう、必修科目は身体障害作業

療法学Ⅰ・Ⅱ、身体障害作業療法学実習Ⅰ・Ⅱ、作業療法義肢装具学、福祉用具学、発
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達障害作業療法学Ⅰ・Ⅱ、精神障害作業療法学Ⅰ・Ⅱ、老年期障害作業療法学Ⅰ・Ⅱ、

日常生活活動学、日常生活活動学実習Ⅰ・Ⅱを配置し、選択科目で障害者スポーツ演習、

高次脳機能障害の治療法、認知症の理解とその支援、レクレーション活動演習、ハンド

セラピー演習、専門手技療法学演習を配置した。 

「地域作業療法学」は患者及び障害児者、高齢者の地域における生活を支援していく

ために必要な知識、技術を修得し、課題解決能力を養培うため地域作業療法学Ⅰ・Ⅱお

よび実習を配置した。 

「臨床実習」では社会的ニーズの多様化に対応した臨床的観察力・分析力を養うとと

もに、治療計画立案能力・実践能力を身につけ、各障害、各病期、各年齢層を偏りなく

対応できる能力を培う。また、チームの一員として連携の方法を習得し、責任と自覚を

培うよう、作業療法見学実習、作業療法体験実習、作業療法評価実習、作業療法総合臨

床実習を設置した。 

 

3．地域貢献を目指す教育 

「建学の目的」の一つに謳っているように、毎年確実に減り続けている年少人口、全年

齢層に於いても昨年度は一万人以上の人口減少を記録した和歌山を「賑わいを取り戻し輝

く町」として再生させようと市や県が様々な取り組みを展開している。人口減少と高齢者

の増加に伴い地域社会での老若男女一人一人が自分らしく豊かに暮らしていく為のリハビ

リテーション専門職の貢献度が高まり、和歌山にリハビリテーション専門の高等職能教育

機関の設立が要望されている。その期待に応えた一つが和歌山リハビリテーション専門職

大学を和歌山市図書館跡地に誘致する市の政策である。単に一つの高等職能教育機関の設

置でなく、リハビリテーション分野の新大学は、和歌山の現況を大きく改善するポーテン

シャルを有している。市の管理職スタッフが、地域の厚生面一般について、また地域行政

から見た地域包括ケアシステム構築への課題などについて学生に直接教授する。教育課程

の科目、特に展開科目には、「ふるさと・紀州学」、「地域活性企業論」、「地域防災論」、「地

方自治と生活」、「地域連携研究」と和歌山大学から専任教員に応募して頂いた 47 名の先生

方に「和歌山創生」の為の叡智、ヒントを、それらの科目に分担し教授して頂き、加えて

地域住民とのふれあいを積極的に実践するために、学生たちが和歌山市主催の「紀州踊り

ぶんだら節」へ連（れん）出し和歌浦の歴史的な「和歌祭り」行列に参加する。地域障害

児童のためのサッカーリーグ創設企画（作業療法士教授（予定）が南大阪チームで既に運

営指導に携わっている）、市民セミナーの運営、開催など地域のイベントに参画し、市民と

触れあう場を日常的に創出していく。新大学の目的のひとつが、和歌山の「地方消滅」か

ら「地方創生」へ貢献することである。 
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第 3 学部・学科等の名称及び学位の名称 

Ⅰ．大学、学部、学科、専攻の名称 

 1．大学名は、「和歌山リハビリテーション専門職大学」とする。 

Wakayama Professional University of Rehabilitation 

 

 2．学部の名称は「健康科学部」とする。 

Faculty of Health Science 

 

 3．学科の名称は「リハビリテーション学科」とする。 

Department of Rehabilitation 

 

 4．専攻の名称 

リハビリテーション学科に２専攻を置く。名称は以下の通りである。 

理学療法学専攻 

Division of Physical Therapy 

作業療法学専攻 

Division of Occupational Therapy 

 

Ⅱ．学位の名称 

各専攻を修了した者には、「学士」の学位を与える。 

    理学療法学士（専門職） 

Bachelor of Physical Therapy 

作業療法学士（専門職） 

Bachelor of Occupational Therapy 

 

Ⅲ．卒業認定と学位授与の方針 

 1．本学に４年以上在学し、所定の 137 単位以上を修得しなければならない。 

【理学療法学専攻】 

理学療法学専攻における卒業に必要な単位取得数は 137 単位とする。単位の計算につい

ては、講義は 15 時間または 30 時間をもって１単位、演習は 30 時間をもって１単位、実

験・実習は 30 時間または 45 時間（臨地実習は 40 時間以上の実習をもって構成すること

とし、実習時間外に行う学修等がある場合には、その時間も含め 45 時間以内をもって１

単位）、講義と演習等２つ以上の 授業方法を併用する場合は本学が定める時間の授業をも

って１単位とする。卒業に必要な単位数は、以下のように定める。 

基礎科目は「科学的思考の基礎」「人間と生活」「社会の理解」の必修科目 17 単位、選

択科目 10 単位中 3 単位以上選択、合計 20 単位以上修得すること。職業専門科目は両専

攻共通で中項目「専門基礎科目」に「人体の構造と機能及び心身の発達」「疾病と障害の

成り立ち及び回復過程の促進」「保健医療福祉とリハビリテーションの理念」の 3 つの項
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目、中項目「専門科目（理学療法学専攻）」に「基礎理学療法学」「理学療法管理学」「理

学療法評価学」「理学療法治療法」「地域理学療法学」「臨床実習」の 6 つの項目、必修科

目 87 単位、選択科目 13 単位中 5 単位以上選択、合計 92 単位以上修得すること。展開科

目は必修科目 10 単位、選択科目 24 単位中 10 単位以上選択し、合計 20 単位以上修得す

ること。総合科目は必修科目 4 単位、選択科目 3 単位中 1 単位以上選択し、合計 5 単位習

得しなければならない。 

 

【作業療法学専攻】 

作業療法学専攻における卒業に必要な単位取得数は 137 単位とする。単位の計算につい

ては、講義は 15 時間または 30 時間をもって 1 単位、演習は 30 時間をもって 1 単位、実

験・実習は 30 時間または 45 時間（臨地実習は 40 時間以上の実習をもって構成すること

とし、実習時間外に行う学修等がある場合には、その時間も含め 45 時間以内をもって 1

単位）、講義と演習等 2 つ以上の 授業方法を併用する場合は本学が定める時間の授業をも

って１単位とする。 

卒業に必要な単位数は、以下のように定める。基礎科目は「科学的思考の基礎」「人間

と生活」「社会の理解」の必修科目 17 単位、選択科目 10 単位中 3 単位以上選択、合計 20

単位以上修得すること。職業専門科目は両専攻共通で中項目「専門基礎科目」に「人体の

構造と機能及び心身の発達」「疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進」「保健医療福祉

とリハビリテーションの理念」の 3 つの項目、中項目「専門科目（作業療法学専攻）」に

「基礎作業療法学」「作業療法管理学」「作業療法評価学」「作業療法治療法」「地域作業療

法学」「臨床実習」の 6 つの項目であり、必修科目 87 単位、選択科目 13 単位中 5 単位以

上選択、合計 92 単位以上修得すること。展開科目は必修科目 10 単位、選択科目 24 単位

中 10 単位以上選択し、合計 20 単位以上修得すること。総合科目は必修科目４単位、選択

科目 3 単位中 1 単位以上選択し、合計 5 単位習得しなければならない。 

 

 

 
理学療法学専攻  作業療法学専攻 

基礎科目 20 単位以上 基礎科目 20単位以上 

職業専門科目 92 単位以上 職業専門科目 92単位以上 

展開科目 20 単位以上 展開科目 20単位以上 

総合科目 5単位 総合科目 5単位 

合 計 137 単位以上 合 計 137 単位以上 

 
 
 2．卒業と認定された者に対して卒業証書・学位記並びに学士の学位を授与する。（学則第

16 条及び第 17 条） 

3．修業年限は、4 年とする。在学期間は、休学期間を除き、8 年を越えないものとする。（学
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則第４条） 

4．学位は、リハビリテーション学科理学療法専攻卒業生には理学療法学士（専門職）を作

業療法専攻卒業生には、作業療法学士（専門職）を付記しそれぞれに授与する。（学則第

17 条） 

 

Ⅳ．卒業時取得可能な資格 

1．リハビリテーション学科を履修すると理学療法士、作業療法士各々国家試験受験資格を

得る。 

2．福祉住環境コーディネーター2 級取得の授業支援を行う 

 

Ⅴ．専門学校の今後の計画 

 1．今後の計画 

和歌山国際厚生学院は、令和 3 年４月、和歌山リハビリテーション専門職大学の開学に

伴い学生の募集を停止し、2 年生、3 年生、4 年生が在学することとなる。この学生が卒業

する令和 5 年 4 月まで和歌山国際厚生学院は存続させる。なお、留年などにより在学期間

が延長される場合は、大学の授業と調整を図り、卒業まで教育を続ける。卒業生の就職に

ついては、和歌山国際厚生学院 11 年間と同じく県内を中心に 100％を超える求人があるも

のと見込まれる。 

 

 2．大学と専門学校が併存する期間における教育上の配慮 

専門学校の履修内容は、入学時に示した教育課程によって授業を行う。専門学校の教員

は授業科目担当教員（専門学校教員から大学教員になった者と補充教員を含む。）が継続的

に学級担任を務め、授業を担当する。 
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第 4 教育課程の編成の考え方及び特色 

Ⅰ．大学の教育課程編成の基本方針 

 理論にも裏付けられた高度な実践力を身につけるべく、また多種多様化する時代背景に合わ

せられる創造力を養うため、健康科学部リハビリテーション学科の教育目的を次に挙げる。 

 

学問的探究心を備え、豊かな人間性と幅広い教養と視野をもち、リハビリテーション医学の

質の向上に加え、あらゆる年代の人々の健康の保持増進と生活の質の維持に焦点を当て、地域

貢献を中心に専門職業人を育成、また自由な発想を持って将来の職種の幅を広げ、新たなサー

ビスを創りだせる理学療法士・作業療法士を育成する。 

 

Ⅱ．リハビリテーション学科理学療法学専攻の教育課程編成の基本方針 

カリキュラム・ポリシー 

理学療法学専攻の教育課程は、専門職大学設置基準及び理学療法士作業療法士学校養成施設

指定規則及び本学のディプロマ・ポリシー、理学療法学専攻における養成する人材像を達成す

るために次のような方針で編成する。 

 

CP1 理学療法士としての豊かな人間性と倫理観を育むため、幅広い知識と教養を養うための

科目を配置する。 

CP2 疾病等による身体障害やスポーツ障害の予防・回復と健康維持・増進に関する理学療法

の専門的な知識と技術を身につけるための講義・演習・実習科目を設け、社会復帰や社

会参加を目指す人々を支援する能力を修得するための科目を配置する。 

CP3 理学療法士の知識・分析能力をさらに深化させ、他分野の知識等とも結びつけて新たな

アイデアを生み、それらを活かして社会に貢献する高度な実践力と豊かな創造力を養う

ための科目を配置する。 

CP4 理学療法による回復過程と効果および関連分野への応用の可能性を探求し、将来、教育

及び研究の分野や起業・経営において指導的役割を担える基礎的能力を高めるための科

目を配置する。 

CP5 理学療法士として地域社会の課題に主体的に取り組み、地域住民の健康維持・増進や疾

病や障害の予防における課題、地域社会のニーズなどを的確に把握し、多職種と連携し

て地域社会に貢献する力を養うための科目を配置する。 

 

【成績評価】 

GPA（Grade Point Average）にて評価を行う。成績評価は科目ごとに判定し、筆記試験、レ

ポート、プレゼンテーションおよび実技試験などにより評価する。臨床実習においては、実習

前 OSCE、実習後 OSCE、実習評価表、およびチェックシートにて目標とする能力を体得した

かについて評価する。また、ポートフォリオを導入し、学習の取り組みについても評価する。 
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以上の評価基準に基づき、卒業要件を満たしたものに学士（理学療法学士（専門職））の称号

およびに、理学療法士国家試験受験資格を与える。 

 

Ⅲ．リハビリテーション学科作業療法学専攻の教育課程編成の基本方針 

カリキュラム・ポリシー 

作業療法学専攻の教育課程は、専門職大学設置基準及び理学療法士作業療法士学校養成施設

指定規則及び本学のディプロマ・ポリシー、作業療法学専攻における養成する人材像を達成す

るために次のような方針で編成する。 

 

CP1 医療、保健、福祉、教育、職業領域にかかわる作業療法士としての豊かな人間性と倫理

観を育むため、幅広い教養を養う科目を配置する。 

CP2 疾病と障害の理解、および作業とその応用、作業に焦点を当てた支援のための知識、技

術を修得するための講義科目、演習科目を設け、修得した知識・技術を用いて実践する

演習・実習科目を配置する。 

CP3 疾病の予防から機能の回復、生きがいを持って生きることを支援するための作業と作業

療法の知識・技術をさらに深め、その上で多職種との連携方法を学び、実践する科目を

配置する。 

CP4 対象者の作業療法による回復過程、作業の力、作業療法の守備範囲の拡大について検討、

研究する力を高めることを目的とし、将来、教育、研究、起業等の分野で指導的役割を

担うための基礎的能力を高める科目を配置する。 

CP5 作業療法士として地域課題に積極的に取り組み、新たな課題に対応する方略・方法を検

討する科目、および、地域社会の課題解決に向け、多職種と共同して実践するための科

目を配置する。 

 

 

【成績評価】 

GPA（Grade Point Average）にて評価を行う。成績評価は科目ごとに設定し、筆記試験、レ

ポート、プレゼンテーションおよび実技試験などにより評価する。臨床実習においては、実習

前 OSCE、実習後 OSCE、実習評価表、およびチェックシートにて目標とする能力を体得した

かについて評価する。また、ポートフォリオを導入し、学習の取り組みについても評価する。 

以上の評価基準に基づき、卒業要件を満たしたものに学士（作業療法学士（専門職））の称号

および、作業療法士国家試験受験資格を与える。 

 

 

Ⅳ．科目構成及び科目区分 

各専攻の教育課程は、本学の教育理念に基づく教育目標を達成するために、基礎科目、職業
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専門科目、展開科目、総合科目の 4 つの基本的枠組みによって構成した。 

 1．基礎科目 

医療分野における高い倫理観を有し、幅広い一般教養を身につけていることを目的とし、 

「科学的思考の基礎」「人間と生活」「社会の理解」の 3 つの科目群に区分した。それぞれに必

修科目と選択科目を設け、1 年次にバランスよく科目履修できるよう配置した。「基礎科目」は

2 専攻共通の学生が 20 単位以上履修することとする。 

 

「科学的思考の基礎」 

科学的思考の基礎は、現象と物事の相互関係を知り、正しく分析し、その結果を判断するため

には、観察データから推論によって仮説を出し、それを検証していくことを目的としている。

本校は、科学的思考を育成するために「心理学」「生物学」「物理学」「統計学」「健康科学」「プ

ログラミング」「IoT 入門」を 1年次に配置した。また、ディプロマ・ポリシーを鑑み、人の心

を理解することが重要なことから「心理学」。統計資料や研究論文を適切に読み解く能力が必

要なことから「統計学」。リハビリテーション職は対象者の健康に関連した諸課題に向き合う

ことが求められることから「健康科学」の 3 科目は必修科目とした。 

 

「人間と生活」 

人間と生活では、人間を多面的・総合的に理解し、また倫理的な態度をもって適切な人間関係

を築くために必要な基礎能力を養う。科目としては「哲学」「老年学」「生命倫理」「教育学Ⅰ」

「教育学Ⅱ」「健康とスポーツ」の 6 教科を 1 年次に履修するよう配置した。この中で、ディ

プロマ・ポリシーに準じ、老年期のライフステージを通した人間理解に必要な「老年学」。リ

ハビリテーション分野において人間の可能性を伸ばすシステムと技法を修得に必要な「教育学

Ⅰ」「教育学Ⅱ」。さらには、「健康とスポーツ」を加え４教科を必修科目とした。 

 

「社会の理解」 

理学療法士、作業療法士は患者・利用者等と密接に関わることから、患者・利用者等との良好

な人間関係を構築するために必要な、人間関係論、リーダーシップ論等を含む「社会の理解」

を教育内容に配置した。科目は「社会学」「法学」「情報処理Ⅰ」「情報処理Ⅱ」「英語Ⅰ」「英

語Ⅱ」の 6 教科、必修科目は「情報処理Ⅰ」「英語Ⅰ」「英語Ⅱ」とした。情報処理Ⅰに関して

は、昨今電子カルテ等、パソコン操作が基本となる業務に対して行う必要があると考える。英

語Ⅰ、Ⅱは今や世界の共通言語でもあり、必修として基礎的な英語力の学修が必要であると考

える。 

 

 2．職業専門科目 

職業専門科目は「理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則」が令和 2 年４月施行で改

正され、令和 2 年４月入学生からは新指定規則に基づく教育課程を編成する必要があり、本

学の教育課程と新指定規則との対比表を別紙作成し、確認を行った。（＊１２資料） 
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【理学療法学専攻】 

リハビリテーション医療従事者である理学療法士の養成を目的とし、理学療法士の国

家試験合格を目指すため、また学問的探究心を備え、理学療法士としての高度な専門知

識・技能および実践力を身につけ、将来にわたりリハビリテーション医療従事者として

の専門性を探求していくため、理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則に準じ科目

を設定した。中項目として「専門基礎科目」「専門科目」の 2 つに分け。「専門基礎科目」

は「人体の構造と機能及び心身の発達」「疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進」「保

健医療福祉とリハビリテーションの理念」と３つの小項目を設置した。「専門科目」は「基

礎理学療法学」「理学療法管理学」「理学療法評価学」「理学療法治療学」「地域理学療法

学」「臨床実習」と６つの小項目とした。 

専門基礎科目の「人体の構造と機能及び心身の発達」はリハビリテーション医学にお

いて重要であり、心身機能と身体構造及び様々な疾病や障害の概要について、人の成長・

発達や日常生活との関係を踏まえて理解するため人体構造学と人体機能学、運動学を中

心にそれぞれ演習や実習も含めて必修科目として設定した。 

「疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進」は障害の原因である疾病や外傷などを

理解することは重要なことである。そのため、特に、リハビリテーション医療に関連の

深い病理学、内科学、神経内科学、整形外科学、精神医学等を必修科目として設置した。

また高度化する医療ニーズに対応し、保健・医療・福祉を取り巻く環境の変化に則した

理学療法を実践するためには、栄養学、臨床薬学、画像診断学、救急救命医学、予防等

の基礎知識が必要なことから、臨床栄養学、臨床薬理学、救急援助論、臨床・画像診断

学、予防医学を必修科目とした。 

「保健医療福祉とリハビリテーションの理念」は国民の保健医療福祉の推進のために、

リハビリテーションの理念（自立支援、就労支援等を含む。）、社会保障論、地域包括ケ

アシステムを理解し、理学療法士が果たすべき役割、多職種連携について地域における

関係諸機関との調整及び教育的役割を担う能力を培うために、リハビリテーション概論、

社会福祉学、地域包括ケア論の 3 科目を必修とした。 

専門科目の「基礎理学療法学」は系統的な理学療法を構築できるよう、理学療法の過

程に関して、必要な知識と技能を習得ため、理学療法概論、基礎理学療法学Ⅰ・Ⅱ、臨

床理学療法学、理学療法臨床診断学を配置した。また世界的研究・教育の拠点を目指す

べく、2 年次後期より理学療法研究論を設置し、早期より論理的な思考を養えるように配

置した。 

「理学療法管理学」は医療保険制度、介護保険制度を理解し、職場管理、職業倫理、理

学療法教育に必要な能力を培うように医療関連法規、理学療法管理学を設置した。 

「理学療法評価学」は保健医療福祉とリハビリテーションの観点から、疾患別、障害

別理学療法の適用に関する知識と技術を習得し、対象者の自立生活を支援するために必

要な課題解決能力を培うように、理学療法評価学総論Ⅰ・Ⅱ、身体機能評価学実習Ⅰ・

Ⅱ、理学療法評価学実習Ⅰ・Ⅱを配置した。また、臨床実習に向けての科目として、3 年

後期に応用評価学演習を選択科目として配置した。理学療法評価学の必修科目は全 6 単
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位中 4 単位実習科目として設置し、実習を主とした学芸を教授し、高度な実践力を身に

つける。 

「理学療法治療学」は保健医療福祉とリハビリテーションの観点から、疾患別、障害

別理学療法の適用に関する知識と技術を習得るし、対象者の自立生活を支援するために

必要な課題解決能力を培うよう、必修科目として運動療法学、運動療法学実習Ⅰ・Ⅱ、

物理療法学実習、義肢装具学Ⅰ・Ⅱ、運動器障害理学療法学実習、スポーツ障害理学療

法学実習、発達障害理学療法学実習、中枢神経障害理学療法学実習、神経筋疾患理学療

法学実習、内部障害理学療法学実習、日常生活活動学、日常生活活動学実習、生活環境

学実習を配置し、選択科目にスポーツ障害理学療法学実習、系統別・治療手技演習、障

害者スポーツ演習、応用物理療法学演習、専門手技療法学演習、高次脳機能障害の治療

法、認知症の理解とその支援、レクレーション活動演習を配置した。 

「地域理学療法学」では、患者及び障害児者、高齢者の地域における生活を支援して

いくために必要な知識や技術を習得し、問題課題解決能力を培うよう、地域理学療法学

Ⅰ、地域理学療法学Ⅱ、地域理学療法学実習を必修科目として配置した。 

「臨床実習」では社会的ニーズの多様化に対応した臨床的観察力・分析力を養うとと

もに、治療計画立案能力・実践能力を身につけ、各障害、各病期、各年齢層を偏りなく

対応できる能力を培う。また、段階的にチームの一員として連携の方法を習得し、責任

と自覚を培うよう、理学療法見学実習、理学療法体験実習、理学療法評価実習、理学療

法総合臨床実習を設置した。 

【作業療法学専攻】 

リハビリテーション医療従事者である作業療法士の養成を目的とし、作業療法士の国

家試験合格を目指すため、また学問的探究心を備え、作業療法士としての高度な専門知

識・技能および実践力を身につけ、将来にわたりリハビリテーション医療従事者として

の専門性を探求していくため、理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則に準じ科目

を設定した。中項目として「専門基礎科目」「専門科目」の 2 つに分け。「専門基礎科目」

は「人体の構造と機能及び心身の発達」「疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進」「保

健医療福祉とリハビリテーションの理念」と３つの小項目を設置した。「専門科目」は「基

礎作業療法学」「作業療法管理学」「作業療法評価学」「作業療法治療学」「地域作業療法

学」「臨床実習」と 6 つの小項目とした。 

専門基礎科目の「人体の構造と機能及び心身の発達」はリハビリテーション医学にお

いて重要であり、心身機能と身体構造及び様々な疾病や障害の概要について、人の成長・

発達や日常生活との関係を踏まえて理解するため人体構造学と人体機能学、運動学を中

心にそれぞれ演習や実習も含めて必修科目として設定した。 

「疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進」は障害の原因である疾病や外傷などを

理解することは重要なことである。そのため、特に、リハビリテーション医療に関連の

深い病理学、内科学、神経内科学、整形外科学、精神医学等を必修科目として設置した。

また高度化する医療ニーズに対応し、保健・医療・福祉を取り巻く環境の変化に則した

作業療法を実践するためには、栄養学、臨床薬学、画像診断学、救急救命医学、予防等
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の基礎知識が必要なことから、臨床栄養学、臨床薬理学、救急援助論、臨床・画像診断

学、予防医学を必修科目とした。 

「保健医療福祉とリハビリテーションの理念」は国民の保健医療福祉の推進のために、

リハビリテーションの理念（自立支援、就労支援等を含む。）、社会保障論、地域包括ケ

アシステムを理解し、作業療法士が果たすべき役割、多職種連携について地域における

関係諸機関との調整及び教育的役割を担う能力を培うために、リハビリテーション概論、

社会福祉学、地域包括ケア論の 3 科目を必修とした。 

専門科目の「基礎作業療法学」は系統的な作業療法を構築でき、作業療法の過程に関

して、必要な知識と技能を習得するよう、作業療法概論、基礎作業学、作業療法研究論、

基礎作業学実習Ⅰ・Ⅱを配置した。 

「作業療法管理学」は医療保険制度、介護保険制度を理解し、職場管理、職業倫理、

作業療法教育に必要な能力を培うため、医療関連法規、作業療法管理学の 2 科目を配置

した。 

「作業療法評価学」、作業療法評価についての知識や技術を身につけるよう、作業療法

評価学総論Ⅰ、作業療法評価学総論Ⅱ、作業療法評価学実習、作業療法評価学Ⅰ、作業

療法評価学Ⅱを配置し、選択科目として応用評価学演習を配置した。作業療法評価学は

全 6 単位中 4 単位実習科目として設置し、実習を主とした学芸を教授し、高度な実践力

を身につける。 

「作業療法治療学」はは保健医療福祉とリハビリテーションの観点から、疾患別、障

害別作業療法の適用について関する知識と技術（喀痰等の吸引を含む）を習得し、対象

者の自立生活を支援するために必要な課題解決能力を培うよう、必修科目は身体障害作

業療法学Ⅰ・Ⅱ、身体障害作業療法学実習Ⅰ・Ⅱ、作業療法義肢装具学、福祉用具学、

発達障害作業療法学Ⅰ・Ⅱ、精神障害作業療法学Ⅰ・Ⅱ、老年期障害作業療法学Ⅰ・Ⅱ、

日常生活活動学、日常生活活動学実習Ⅰ・Ⅱを配置し、選択科目で障害者スポーツ演習、

高次脳機能障害の治療法、認知症の理解とその支援、レクレーション活動演習、ハンド

セラピー演習、専門手技療法学演習を配置した。 

「地域作業療法学」は患者及び障害児者、高齢者の地域における生活を支援していく

ために必要な知識、技術を修得し、課題解決能力を養培うため地域作業療法学Ⅰ・Ⅱお

よび実習を配置した。 

「臨床実習」はでは社会的ニーズの多様化に対応した臨床的観察力・分析力を養うと

ともに、治療計画立案能力・実践能力を身につけ、各障害、各病期、各年齢層を偏りな

く対応できる能力を培う。また、チームの一員として連携の方法を習得し、責任と自覚

を培うよう、作業療法見学実習、作業療法体験実習、作業療法評価実習、作業療法総合

臨床実習を設置した。 

 

 3．展開科目 

展開科目は、各専攻における専門分野に関連する分野を学び、応用的な能力を修得し、

各専攻の専門分野において創造的な役割を果たすために必要な知識・技術・能力を育成す
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るための授業科目とし、必修展開科目（5 科目）と選択展開科目（12 科目中 5 科目選択）

を配置した。その狙いや特色について説明する。 

 

1．必修展開科目（5 科目） 

「ふるさと・紀州学」、「組織論」、「地域活性企業論」、「リーダーシップ論」、「地域におけ

る健康支援を考える」は、両専攻に共通する科目ではあるが、本学は 40 人クラスで開講

されるため、各々の専攻ごとに授業が実施され、基本的な講義内容は同じである。学生か

らの質問内容によっては、各々の専攻による関心事により、若干の相違は生じる可能性が

ある。 

 

各々の必修展開科目について説明する。 

「ふるさと・紀州学」では、地域における、現状の健康・福祉・医療について地域が直面

する問題を取り上げ、地域の理解を深める。地域創生を概念に持ち専門職として何ができ

るかの探索し授業を展開する。授業内容はグループワークでの課題解決に導けるよう組み

立てる。これにより地域もおける関連領域の現状を認識し対応についてグループで討論し

問題解決を考える授業科目であり、各専攻の DP5 に対応する。 

 

「地域における健康支援を考える」は、地域社会における健康や予防に関する取り組みを

調査・研究する授業科目である。現状を調査し、実際にボランティア等として参加するこ

とも含めて体験する。その中で、その課題を発見し解決策を考案しレポートを作成する。

この演習により狙いを達成し、各専攻の DP3、5 に対応する授業科目である。 

 

「組織論」では、経済学を通して組織における仕事の分担の仕方、協働の仕方を研究し、

そのなかで管理の重要性を理解し、具体的方法について学修する。特に強制的な管理方法

と配慮型の管理方法について理解を深め、現場における応用力を高める授業科目であり、

組織管理・協働の方法論等を学修することにより、各専攻の DP3 に対応する。 

 

「地域活性企業論」では、地域活性化で注目を集めた地域の取り組みと、そのなかで企業

はどのようにして、その役割を果たしてきたかを検証する。地域の特性を十分理解したう

えで、具体的な地域活性の道を探り、自治体と企業に提案していけるような人材の養成を

行う授業科目であり、各専攻の DP5 に対応する。 

 

「リーダーシップ論」で、各々の領域において、関連分野の多職種と連携して問題解決や

新たな課題に取り組んでいくためには、リーダーシップが重要である。市町村または地域

包括支援センターが主催する地域ケア会議において、難渋する事例のケアプランの検討に

おいて、評価・介入・支援を PDCA サイクルにより実施して質の向上を図ってきた理学

療法士・作業療法士のリーダーシップが、主催者から大きな期待がかけられている。リー
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ダーシップは社会生活において身近なテーマでありながら、自ら行おうとすると複雑な人

の心理や行動を科学することも必要な深遠な要素を含んでいる。リーダーシップはその時

代状況や社会環境を反映し、変化と進化を続けてきた。過去から現在までのリーダーシッ

プの変遷を整理しつつ、これから未来へ続く変化に対応できるリーダーシップについて、

講義の他、常に自らの問題として捉える演習を行いながら学ぶ授業科目であり、先に例示

したように保健医療福祉の発展と向上に寄与する能力開発のための授業科目であり、各専

攻の DP2、3 に対応する。 

 

 

2．選択展開科目（12 科目中 5 科目選択） 

各専攻の履修モデルにより選択科目は異なり、各々の履修モデルの学修にとって有用な

科目を配置している。選択展開科目は、共通科目であり、関連領域の専門的知識を学ぶこ

とにより専門職の見識を広げることができる特色ある科目を設定し、40 人クラスで開講

され、各専攻の学生が混在して同じクラスで学ぶことにより、相互の専門性を理解しつつ

連携・協調への発展と新たな発想への転換をねらう。 

以下、選択展開科目について説明する。 

 

「経営と会計」は、経営者としての知識を身につけることを目標に、経営と会計を学ぶ科

目である。地域領域で通所介護、訪問看護ステーション、就労支援事業所を開設する等の

場合に、特に有用となる科目である。当該分野の発展に資する専門的内容の授業科目であ

り、各専攻の DP4 に対応する。 

 

「医療経済論」は、経済学の基礎を学びながら、医療に関わる経済の考え方を学ぶ科目で

ある。基礎科目には無い科目であり、かつ、医療領域で働きながら、自らの部門が当該組

織や機関で果たす役割を経済的な面から考える専門的知識として有用な授業科目であり、

各専攻の DP3 に対応する。 

 

「地域防災論」は、和歌山県での防災に関する知識と DMAT、JMAT、JRAT の役割、具

体的活動を学ぶ科目である。多職種間の連携、災害時に理学療法士、作業療法士が果たす

役割、地域防災への貢献を学ぶ内容の授業科目であり、各専攻の DP3、DP4、DP5 に対

応する。 

 

「支援ロボット論」は、リハビリテーション場面においてロボット技術を用い、より適切

な生活支援技術を学ぶ科目である。高度な専門知識と実践力につながる内容の授業科目で

あり、各専攻の DP2 に対応する。 

 

「産業保健論」は、働く人々の健康を維持・増進し、快適な職場環境を形成するための知
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識を学ぶ。理学療法士、作業療法士に求められるヘルスプロモーションについて関連職種

との連携・協働も含めて、より深い専門的知識を学ぶ授業科目であり、各専攻の DP2、3

の高度な専門知識の修得に対応する。 

 

「地方自治と生活」は、地方自治についての多様な知識を学び、地域の具体的・現実的な

課題について自ら何ができるかを考える授業科目である。各専攻の DP5 に対応し地域へ

の貢献への応用力を養成する。 

 

「生涯スポーツ論」は、現代の社会・生活構造を踏まえ、人生プラン的視点からスポーツ

について学び、体験して理解を深める科目である。理学療法学専攻、作業療法学専攻の基

礎知識を基に、対象者の人生の中でのスポーツの位置づけを理解し、専門知識を生かして、

より良い生活プランの提案を考える内容として、創造性と応用力が求められる授業科目で

あり、各専攻の DP3 と DP4 に対応する。 

 

「ソーシャルスキル論」は、ソーシャルスキルとは社会の中で自立し主体的であるととも

に、他の人との協調を保って生きるために必要とされる、地域の保健、医療、福祉、介護、

および行政と連携協力する能力を養う授業科目である。多職種と連携・協力する内容であ

り、各専攻の DP3 に対応する。 

 

「医用・福祉工学論」は、医科・福祉の中で工学的知識を利用するための基礎的知識と倫

理的知識を学ぶ。この科目は、医療、福祉の中で工学的な内容を、より深く追求していく

ための、必要不可欠な内容を網羅している。理学療法学、作業療法学の各分野のより深い

学びと発展に資する内容の授業科目であり、各専攻の DP4 に対応する。 

 

「発達障害児・者の現状と課題」は、発達障害児の地域での生活とその中での課題につい

て、主にフィールドワークで検討し、考える科目である。地域の現場で調査し、柔軟に考

えるトレーニングをする授業科目であり、各専攻の DP3、5 に対応する。 

 

「地域連携研究」は、和歌山を中心として、地域の連携を「観光」「都市づくり」「海外交

流」の面から持続可能な街づくりについて連携と課題を学ぶ科目である。和歌山の学舎で

学び卒業する者として知っておくべき知識と、地域への貢献を考える基礎と応用の授業科

目として、各専攻の DP5 に対応する。 

 

「アンチエイジング」は、超高齢社会の中で、老化のメカニズムと健康寿命の延伸のため

の知識を学ぶ科目である。理学療法学専攻および作業療法学専攻の、健康維持・増進に関

するより深い専門的知識を学ぶ授業科目であり、各専攻の DP2 に対応する。 
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表．展開科目とその科目に対応するディプロマ・ポリシーおよび科目内容の要点一覧 

 

 

4．総合科目 

それまでの授業などで身につけた知識や技術などを生かしながら取り組む総まとめの

科目と位置付けて配置した。 

 

【理学療法学専攻】 

培った知識は理学療法における業務遂行能力の育成に加え、高度な「実践力」や豊かな「創

造性」を培う教育に重点を置くためである。長期の実習が終了した後により実践的な教育

を行うため、応用理学療法演習Ⅰ、応用理学療法演習Ⅱ、理学療法総合演習を配置した。

また、選択科目では、専門職連携総合演習 A（急性期）、専門職連携総合演習 B（回復期）、

専門職連携総合演習 C（生活期）の 3 科目中 1 科目選択必修とし、理学療法学専攻、作業

療法学専攻合同でグループディスカッションを中心に行い、職種への理解を深めるととも

に、チームにおける理学療法の役割を認識しどのような活動が望ましいのかをチームによ

る模擬症例検討を通して学修するよう配置した。 
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【作業療法学専攻】 

培った知識は作業療法における業務遂行能力の育成に加え、高度な「実践力」や豊かな「創

造性」を培う教育に重点を置くためである。長期の実習が終了した後により実践的な教育

を行うため、応用作業療法演習Ⅰ、応用作業療法演習Ⅱ、作業療法総合演習を配置したま

た、選択科目では、専門職連携総合演習 A（急性期）、専門職連携総合演習 B（回復期）、

専門職連携総合演習 C（生活期）の 3 科目中 1 科目選択必修とし、作業療法学専攻、理学

療法学専攻合同でグループディスカッションを中心に行い、職種への理解を深めるととも

に、チームにおける理学療法の役割を認識しどのような活動が望ましいのかをチームによ

る模擬症例検討を通して学修するよう配置した。 

  

5．2 職種間の相互理解を目指す教育 

理学療法士、作業療法士の職務を考えると、2 職種間の相互理解と連携が非常に大切で

ある。リハビリテーション専門職として関連する 2 職種間の相互理解と連携の必要性･重

要性を踏まえて、授業を通して繋がる機会を持ち、共通知識とともに学生同士が他者との

人間関係を構築することが大切であるとの考えから、2 専攻の配置としている。 

学問領域の基礎が共通であることのメリットとしては、医療組織として仕事をする場合で

は、当然ながら上司や部下、他部門、そして同期同士などと情報共有しながら業務を進め

ていく必要がある。これらの接点は患者を中心とし、すべての部署で知識を共通して活用

できれば、業務時間の短縮ができる。また、医療福祉関係資格（理学療法士・作業療法士・

言語聴覚士、看護師、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士等）関連する職種間の相

互理解のためにも、学問領域の基礎が共通であることを理解することが重要となる。 

こうした共通の知識とともに、関連する職種間の相互理解と連携の必要性･重要性を理解

するために、学生同士が授業を通して繋がる機会を持ち、他者との人間関係を構築するこ

とが重要である。２専攻での共同学修が、互いに補完・連携しながらニーズに対応するこ

とのできる質の高い人材を育成できるものと考えたことが、２専攻とした理由である。 

 教育課程において、両専攻の学生が交流できる講義としては、基礎科目で「生物学」「プ

ログラミング」「IoT 入門」「社会学」「法学」、職業選択科目から「チーム医療論」「地域

環境活動演習」「地域包括ケア演習」「トータルヘルスプロモーション」「応用評価学演習」

「専門手技療法学演習」「高次脳機能障害の治療法」「認知症の理解とその支援」「レクリ

エーション活動演習」の 9 科目、展開科目は 17 教科すべての授業、総合科目では「専門

職連携総合演習 A」「専門職連携総合演習 B」「専門職連携総合演習 C」のうち、1 科目選

択で理学療法学専攻、作業療法学専攻合同の選択科目としている。 
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理学療法学専攻・作業療法学専攻合同授業科目一覧 

 

選択科目は理学療法学専攻 40 名、作業療法学専攻 40 名、計 80 名で選択し、40 名の 2

クラスで実施する合同科目となっており、両専攻の学生同士互いに交流するようになって

いる。基礎科目を合同の選択科目にする理由としては、リハビリテーションの共通分野で

科目区分 授業科目の名称 配当年次 必修/選択 単位数

プログラミング 1前 選択 1

ＩoT入門 1後 選択 1

社会学 1前 選択 1

法学 1後 選択 1

地域環境活動演習 4前 選択 1

地域包括ケア演習 4前 選択 1

トータルヘルスプロモーション 2後 選択 1

応用評価学演習 3後 選択 1

専門手技療法学演習 3後 選択 1

高次脳機能障害の治療法 3後 選択 1

認知症の理解とその支援 3後 選択 1

レクリエーション活動演習 3後 選択 1

ふるさと・紀州学　 2前 必修 2

地域における健康支援を考える 3前 必修 2

組織論 2後 必修 2

地域活性企業論 2後 必修 2

リーダーシップ論 2後 必修 2

経営と会計 2前 選択 2

医療経済論 2前 選択 2

地域防災論 3後 選択 2

支援ロボット論 3後 選択 2

産業保健論 3前 選択 2

地方自治と生活 2後 選択 2

生涯スポーツ論 3後 選択 2

ソーシャルスキル論 2後 選択 2

医用・福祉工学論 3前 選択 2

障害児･者の現状と課題 3前 選択 2

地域連携研究 3後 選択 2

アンチエイジング 3後 選択 2

専門職連携総合演習A 4前 選択 1

専門職連携総合演習B 4前 選択 1

専門職連携総合演習C 4前 選択 1

基礎科目

職業専門科目

展開科目

総合科目
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ある基礎知識の共有化を図り、他者との人間関係を構築することが目的である。職業専門

科目の合同選択科目を設置した理由としては、互いの治療技術や知識の共通理解と同時に、

患者を通して共通する治療方針の確立が行えるためである。展開科目を合同選択科目に設

置した理由としては、本学のディプロマ・ポリシーである専門職分野における新たなサー

ビスの創造に向けて柔軟な発想を有し、意欲的に取り組む能力を身につけていることを基

準とし、3 年間で培った知識・技術を基に、今までとは異なる視点で医療・介護・福祉な

どさまざまな領域を切り開くセラピストの育成を目指すべく、両専攻の専門性をいかし、

同じ視点に立ちアイデアを生み出せるようにするためである。総合科目の合同選択科目を

設置した理由は、本学のディプロマ・ポリシーにある保健医療福祉分野の発展・向上に寄

与する高度な専門知識・技能および実践力を身につけることを目標とし、授業内容は患者

の想定を行い、治療プログラムの立案や社会復帰に向けて、さらには社会資源や地域活性

まで視野を広げた学習を行うために、理学療法学・作業療法学それぞれの視点からアイデ

アを出し、共通した問題点に対しさまざまな解決策を引き出すためである。このように他

専攻と交流することで、自身の専攻する職務の共通性を見出し、ひいてはチームワークに

つながると考える。 

 

6．多職種協働理解を目指す教育 

具体的には、授業科目でリハビリテーション概論、社会福祉学、チーム医療論、地域環

境活動演習、地域包括ケア論がそれにあたる。 

授業科目の概要より 

リハビリテーション概論；授業目標は、リハビリテーション概念と流れの理解、障害モ

デルの理解、関係職種の役割の理解とする。授業内容はリハビリテーションの概念をもと

に健康と障害について教示し、特に ICIDH や ICF といった障害モデルについて理解を深

める。また、医療チームとしての関連職種を知ることでリハビリテーションの全体像を把

握していく内容とする。 

社会福祉学；授業目標は、社会福祉に関する基本的知識の獲得である。前半は講義を中

心とし基本的知識（歴史、理念、法体系、社会資源、その他）をテーマとする。後半はグ

ループワークを用い、各グループで関心のある社会福祉のテーマを決め、そのプレゼンを

することで理解を深める。 

チーム医療論；授業目標は、多職種で協働し連携していくために必要なチームワークの

基礎を学習する。そのために、第一に人と人が協働して物事を達成することの基本を学ぶ。

次に、保健医療の歴史と現状を概観することを通じて、協働や連携がどのような過程で発

展してきたかについて理解を深める。また、医療福祉現場で起こりうる連携の問題を身近

な例を通して理解できるようにする。 

地域環境活動演習； 授業目標は、地域で行われる活動に対して理学療法士・作業療法

士の観点から多職種連携方法の検討を行う。地域には、さまざまな活動が身近にあり、自

治団体などの活動方法やボランティア活動も注目されており、自分の人生を豊かにするだ

けでなく、活力ある地域づくりにもつながる。その方法を演習形式で議論し、様々な問題
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に対しての解決方法を模索する。 

地域包括ケア論；現在、 日本は人口の減少と少子高齢化が進む中で、住み慣れた地域

で医療と福祉サービスが提供される地域包括ケアシステムの構築が課題となっている。地

域包括ケア論では、その地域包括ケアシステムの制度や地域の現状と課題の理解を深め実

践の在り方について理解することを授業目標とする。授業内容として、現在の日本や地域

社会の現状、地域包括ケアシステムの概念と制度、地域包括ケアを支える専門職と地域住

民の役割、地域包括ケアセンターの機能と役割、各地の地域包括ケアシステムの現状と課

題、事例を通して地域ケア包括システムの構築に向けた方法を学習する。 

としている。 

リハビリテーション概論はリハビリテーションに特化したチーム医療を中心に多職種

の協働であることを理解する。社会福祉学では想定される患者の社会資源を中心に多職種

の協働の大切さを理解する。チーム医療論では医学概論よりも具体的に多職種で協働し連

携していくために必要なチームワークの基礎を学習する。また医療福祉現場で起こりうる

連携の問題を身近な例を通して理解できるようにする。地域包括ケア論では地域に特化し

て多職種の協働の理解・推進を推し量るように編成している。 

 

7．健康に資する教育課程方針 

学部を「健康科学部」と名称した。これは本学の建学精神である「Live Longer Better」

いつまでも うつくしく輝いて 生きる）ことを具現化するために、本学の定めた卒業認定

に必要な所定の単位を取得し、医療人に求められる次の能力を身につけた学生に「学士」

の称号を授与し、リハビリテーション分野において急速に進む多様化、複雑化、国際化等、

時代の一歩先を視野に入れ、これからの社会に真に貢献できるリハビリテーション専門の

職業人を養成し、人々の健康寿命延伸に寄与することを目標としているからである。 

具体的に健康に資する教育課程は基礎科目の「健康科学」と展開科目（共通）の「アンチ

エイジング」にあたる。また関連領域として、職業専門科目（専攻共通）の「予防医学」、

展開科目（理学療法学専攻）の「地域における健康支援を考える」「生涯スポーツ」がこ

れにあたる。 

各授業の概要について、「健康科学」はスポーツ、栄養、教育心理の 3 つの観点から学

ぶ。健康維持にとってのスポーツの役割を正しく把握し、健康管理のための運動法を研究

する運動健康学、栄養が身体にもたらす働きについて学び、よりよい栄養摂取を研究する

栄養管理学、健康を保つために必要な心のケアや、指導法を研究する健康心理学・健康教

育学などを概要として理解する。「アンチエイジング」は世界有数の長寿国の日本は、余

命だけでなく健康寿命が価値をもつ意味が大きく取り上げられる。この授業科目では加齢

に伴う自らの身体の変化を理解するとともに他者の加齢変化に対する理解も重要となっ

ている。そこで身体内部のミクロレベルの変化、地域、国レベルで見る環境を理解しなが

ら、自ら積極的に健康を維持するために方策についての理解を深めることを目的とする。

「地域における健康支援を考える」は地域社会における健康や予防に関する取り組みを調

査・研究し、実際にボランティア等として参加することも含めて体験する。その中で、そ
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の課題を発見し解決策を考案しレポートを作成する授業科目である。「予防医学」は現在

の日本では、ライフスタイルの変化、高齢化、ストレス過剰、環境汚染などを背景として

生活習慣病や心の病が増加している。予防医学は、健康維持・増進や疾病の発症・再発の

予防に向けて、その考え方や知識、方法や施策について理解を深めることを授業目標とす

る。授業内容として、健康増進と予防医学の概念、健康問題と施策、高齢化社会と介護予

防、生活習慣と予防、運動と予防、ストレスとメンタルヘルスなどを学習する。「生涯ス

ポーツ」は生涯にわたるスポーツをテーマとしてとらえ、子供から高齢者までの人生プラ

ン的視点から授業を行う。現代の社会・生活構造の変化を踏まえて多様化するスポーツの

諸相について概説する。主として生涯スポーツの観点から、地域スポーツ、ニュースポー

ツの創造、総合型地域スポーツクラブ、スポーツと環境問題、グローバル世界とスポーツ

について取り上げ基礎的に理解を深める。とあり、健康に関する授業が多く存在し、それ

ぞれの授業を履修することで人の健康に関して資すると捉えている。 

 

8．リハビリテーションと第４次産業革命 

新しい時代を切り開いて行くには、強い信念と情熱が求められる。 

ICT とビッグデータが第４次産業革命を推進している事は論を俟たない。その分野を理解

するには、IT 関連の基礎的知識と技術を修得することが肝要である。（基礎科目）に「情

報処理Ⅰ」を必修とし、さらに中級レベルの「情報処理Ⅱ」「プログラミング」「IoT 入門」

の３科目を選択科目として配置した。 

 既に AI やビッグデータは、世界の各方面、勿論リハビリテーション分野に於いても応

用化され実用化されている。めまぐるしく変化していく様々な社会的ニーズに即応して、

新事業や新製品を開発する汎用的能力を培うべく、（展開科目）として「支援ロボット論」

「医療・福祉工学論」を配置した。 

担当教授の一人は、大学で教授として長く教鞭をとり、現在は、リハビリウエアー「パワ

ースーツ」を商品化し販売している、大学研究者マインドを持った起業家である。大学で

の学修の中で、着想が醸成され、それが具体的なモノや製品になるまでを、俯瞰的に解説

し、実践的手法を教授する。 

 

9．理学療法学専攻・作業療法学専攻の履修モデル（＊１３資料） 

 理学療法学専攻、作業療法学専攻の養成する人材像およびディプロマ・ポリシーを達成

することが出来るように各専攻 2 つの履修モデルを編成した。これらの履修モデルは、専

攻ごとの養成する人材像と学生の進路先等の顕在・潜在ニーズを十分に踏まえ、カリキュ

ラム･ポリシーに準拠して、学生が自ら学習計画を実施することによりディプロマ・ポリ

シーに到達できるように編成している。 

 

〔理学療法学専攻の履修モデル〕 

① 医療系理学療法履修モデル 

② 生活支援系理学療法履修モデル 
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どちらの履修モデルにおいても、理学療法士としての特性に応じた、倫理と教養、専門

科目の修得、知識と分析能力、学び研究する姿勢、地域貢献および多職種連携・協業を修

得することが求められている点は同じである。相違点としては、①は、医学的な専門分野

（スポーツ障害等を含む）や疾患・外傷の急性期から維持期までの専門性・特殊性が高い

こと、②では理学療法の対象が広範囲におよび、健康支援から生活全般におよぶ理学療法

の幅広い知識と多様性と応用力が要求されていることである。これらは、2 つの履修モデ

ルとも、カリキュラム･ポリシー1～5 に基づいて、理学療法学専攻の必修科目とその履修

モデルに沿って最適な選択科目を全て修得することによってディプロマ・ポリシー1～5

に到達し、理学療法学士（専門職）の学位を取得して、理学療法士国家試験に合格、卒業

し、理学療法士として臨床現場において即戦力として活躍出来るようにデザインした。 

 

① 医療系理学療法履修モデル 

医療分野は年々進歩し高度になり専門化しており、こうした情況に対応できる優秀な理

学療法士の必要性は年々高まっている。少子化・超高齢化が進む一方で、医療が高度化し

治療費が高額化する現在から将来を見据え、社会保障費の伸びをどのように抑制していく

のか大きな社会問題となり国民的課題となっている。こうした社会情勢の中で、理学療法

士が医療分野において、いかに対応していけば良いのか、医学の進歩に対応できるように

関連領域の知見を学び、応用力と創造性に優れた理学療法学の発展が必要である。目指す

のは、医療分野における、運動器、脳血管障害、神経・筋疾患、内部疾患（心臓・呼吸・

循環・代謝）などの認定・専門理学療法士であり、または、物理療法や徒手療法などの特

殊テクニックのスペシャリストである。専門領域に特化して研究を推進していくこともで

きるようにその基礎的素養を身につける。また、スポーツの分野では、オリンピックなど

世界大会ではいまや国際標準となっている「救命救急のできるスポーツ理学療法士」の養

成が問われており、新指定規則の中にようやく「救命救急及び予防の基礎」が位置づけら

れた。この履修モデルの中には、医療分野に留まらず「スポーツ理学療法士」への素養が

身につけられる科目群も網羅されている。 

授業科目の配置は、必修科目の他に、基礎科目の選択では、いのちの大切さと医療職と

しての倫理観を見つめ直す「生命倫理」と、機器を操作して多用な情報を利活用するに必

要な基本的知識をえる「情報処理Ⅱ」、職業専門科目の選択では、医療場面においてチー

ムで協働することの必要から「チーム医療論」、スポーツ障害への理学療法の応用を実習

する「スポーツ障害理学療法学実習」、障害者スポーツの意義と理念を理解し、実技・演

習を交えて学ぶ「障害者スポーツ演習」。物理療法の疾患・症状への応用を演習する「応

用物理療法学演習」、痛みなどの治療のための特殊テクニックを学ぶ「系統別・治療手技

演習」の 7 科目を配置した。 
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選択展開科目（5 科目）：「医療経済論」、「ソーシャルスキル論」、「生涯スポーツ論」 

「医用・福祉工学論」、「アンチエイジング」 

これらの選択展開科目により、医療における経済学を理解し、医療・福祉分野に関連す

る工学を学び、アンチエイジングを理解し、ソーシャルスキルを備えた理学療法士を目指

す。総合科目では、以上の学びから作業療法学専攻の学生と共にチーム連携を学び、症例

への支援方法を検討する演習を行う「専門職連携総合演習Ａ」を選択して実践方法を学修

する。 

 

② 生活支援系理学療法履修モデル 

理学療法を用いて地域社会に暮らす人々の生活支援を行うことを志向する履修モデル

である。地域社会では、少子化・超高齢化などの社会的問題に留まらず、感染症や気候変

動の影響による災害はその規模の増大も含めて、子どもから老人まですべての人々の生活

と疾病・障害・介護・福祉への対策が課題となっている。政府は、強力に地域包括支援シ

ステムを定着・発展させていこうとしており、地域における理学療法士は、地方行政をは

じめ多職種・他部門の専門職と連携し、応用力と創造力をもって、不足している分野があ

れば補完してつないでいけるように課題に取り組む社会的要請がある。目指すのは、それ

らに応えて、乳児から高齢者まですべての人々の健康的な生活を守れるように、総合的に

理学療法を活用できるゼネラリストへの基礎的素養を身につけることである。将来は、地

域連携の隙間を埋める支援システム等の研究・開発が手がけられる創造力や応用力も期待

される。 

授業科目の配置は、必修科目の他に、基礎科目の選択では、生活支援において多様な業

務考案し対応するために「プログラミング」、「IoT 入門」を、複雑な人間社会を理解する

ための基礎を養う「社会学」を学ぶ。職業専門科目の選択は、地域における多職種との連

携や協働のために「チーム医療論」、「地域環境活動演習」、働く人すべてを対象にした心

とからだの健康づくり運動を理解する「トータルヘルスプロモーション」を学ぶ。「認知

症の理解とその支援」、「レクリエーション活動演習」により、地域における多様な生活支

援に対応する専門的知識・技術を習得できるように 7 科目を配置した。 

選択展開科目（5 科目）：「経営と会計」、「地方自治と生活」、「地域防災論」 

「発達障害児・者の現状と課題」、「地域連携研究」 

これらの選択展開科目を学ぶことにより、医療関係機関・施設の中だけでなく、今後、

益々変化していく、社会情勢の変化や医療・介護保健制度の改定も視野に入れて、地域福

祉・環境保全と言った地域の具体的、現実的な課題や、将来発生すると予測される災害に

対する地域特有の課題やその対策についても把握していくことができる人材が地域で求



46 
 

められている。また、これまで積極的に社会参加できなかった心身の障害を抱えた子ども

や高齢者も参加できる共生社会を構築していくために必要不可欠な知識として、多職種と

適切な共通言語で情報を共有できる知識を蓄え、新しいツールを開発・研究していくこと

ができる人材の育成を目指す。総合科目では、以上の学びから作業療法学専攻の学生と共

にチーム連携を学び、症例への支援方法を検討する演習を行う「専門職連携総合演習 C」

を選択して実践方法を学修する。 

 

〔作業療法学専攻の履修モデル〕 

① 心身機能支援履修モデル 

② 地域生活支援履修モデル 

2 つの履修モデルのどちらにおいても、作業療法士としての特性に応じた、倫理と教養、

専門科目の修得、知識と分析能力、学び研究する姿勢、地域貢献および多職種連携・協業

を修得することが求められている点は同じである。相違点としては、①は、医学的な専門

分野において、疾患や障害の程度・進行状況により、状態に応じた作業方法や応用的動作

能力への対処において専門性が要求され、②においては、幅広い対象への対応が必要で、

健康支援から生活全般におよぶ作業療法の幅広い知識と多様性と応用力が要求され、生き

がい支援も求められていることである。どちらの履修モデルとも、CP1～5 に基づいて、

作業療法学専攻の必修科目とその履修モデルにしたがって最適な選択科目を全て修得す

ることによって DP1～5 に到達し、作業療法学士（専門職）の学位を取得して国家試験合

格、卒業し、作業療法士として臨床現場において即戦力として活躍出来るようにデザイン

した。 

 

① 心身機能支援作業療法履修モデル 

医療の視点から健康・医療課題を捉え、疾病・障害を予防し、心身機能および社会生活

活動の支援やその分野の探求心や研究心を養うモデルとして掲げている。 

現代の医療分野は年々進歩し高度専門化しており、リハビリテーション場面でも高度な

知識、技術が必要とされ、同時に超急性期からの対応が求められている。作業療法でも、

身体障害領域、発達障害領域のみならず、精神障害領域に於いても、この傾向は顕著にな

っている。また、日々高度化する医用・福祉機器に対応できる知識も必要とされている。

少子化・超高齢化が進む中で、基礎的な医学・医療の知識のみならず、関連領域の知見を

学び、応用力と創造性に優れた作業療法士が求められている。このような作業療法士が臨

床場面で活躍することができれば、ボトムアップ的な手法によって作業を用いて対象者の

心身機能を改善することにより、生活満足度の向上と、将来の介護予防、医療費・社会保
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障費の伸びを抑制することに繋がることが考えられる。延いては、作業療法の発展に寄与

することを目指している。本モデルでは主に、医療機関で身体・認知機能や生活・社会行

為の支援を中心に履修する科目を設定している。目標とするのは、日本作業療法士協会の

認定作業療法士のみならず、手外科、高次脳機能障害、精神科急性期、摂食障害等の専門

作業療法士である。 

授業科目の配置では、必修科目の他に、社会規範を遵守した上で心身機能を主な対象と

するための基礎科目として「生物学」と「法学」を、より高度な支援が可能となることを

目的とした職業専門科目の選択として、チーム医療を学ぶ「チーム医療論」、高次脳機能

障害について、病巣や症状を理解するし注意事項やアプローチ方法を学ぶ「高次脳機能障

害の治療法」、対象者の健康と幸福を促進する「レクリエーション活動演習」、作業療法の

スキル向上のために「ハンドセラピー演習」と認知症を症状や社会背景等から理解しその

支援について学ぶ「認知症の理解とその支援」の 7 科目を設定した。 

選択展開科目（5 科目）：「医療経済論」、「産業保健論」、「生涯スポーツ論」 

「医用・福祉工学論」、「アンチエイジング」 

以上を踏まえ、総合科目で「専門職連携総合演習 A」を選択して理学療法との連携を学

ぶことで、医療へ貢献でき、作業療法の発展に寄与することのできる作業療法士を目指す。 

 

② 地域生活支援作業療法履修モデル 

地域の中で生活する対象者の抱える様々な問題に対応でき、人々が生きがいを持ちなが

ら生活を継続できる事を、作業の視点から考え、多職種と共同して支援するための探求心

や実践力を養うモデルとして掲げている。 

少子・超高齢社会の中、地域では子供から大人、高齢者まで、さまざまな人々が障害を

抱えて生活をしている。障害に関わって発生する問題は、発達障害の子供に対する支援施

設や障害を持って生活する人々の繋がる場の不足、障害者雇用が進まない現実や就労支援

事業所の不足、「ひきこもり」と言われる人々に関わる「8050 問題」、超高齢化による介

護予防と介護、認知症の問題などが知られている。これらの問題に対し、政府は地域包括

支援システムを打ち出し、発展させることを目指している。また、感染症や気候変動によ

る災害は、社会的交流機会の減少、避難所や仮の住宅での生活などの居住環境の変更を余

儀無くされる人々を生み出している。これ等の様々な問題に対応するために、リハビリテ

ーション職種、特に、その人らしい生活を支援することのできる作業療法士が求められて

いる。地域包括支援システムを基にこれ等の様々な問題に柔軟に対応していくには、基礎

から応用までの豊富な知識を柔軟に活用し、対象者の困りごとを基に、トップダウンの思

考方法で問題解決を導く力と、その解決方法を共同で行う多職種に関する知識とコミュニ
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ケーション力が必要になる。また、難病などコミュニケーションに困難を抱える人々の問

題について、支援機器を柔軟に使える力も重要である。このような作業療法士が地域で活

躍することができれば、対象者の生活行為能力や生活満足度の向上と、将来の介護予防、

医療費・社会保障費の伸びを抑制することに繋がることが考えられる。 

本モデルでは、これらの問題に対応でき、人々が生きがいを持ちながら生活を継続でき

る事を、作業の視点から考え、支援できるための科目を設定している。目標とするのは、

日本作業療法士協会の認定作業療法士のみならず、福祉用具、認知症、特別支援教育、訪

問作業療法、就労支援の専門作業療法士である。 

授業科目の配置では、必修科目の他に、基礎科目の選択として、対象者の生活を幅広い

視点から考え対応するために「哲学」と「生命倫理」を、職業専門科目の選択では、地域

包括ケアに基づいて多職種と共同した支援ができるようになるために「チーム医療論」と

「地域包括ケア演習」、多様な場面や人々に対応できるように作業療法評価の応用について

学ぶ「応用評価学」、認知症を症状や社会背景等から理解しその支援について学ぶ「認知

症の理解とその支援」、対象者の健康と幸福を促進する「レクリエーション活動演習」の 7

科目を配置した。 

選択展開科目（5 科目）：「経営と会計」、「地域防災論」、「支援ロボット論」 

「発達障害児・者の現状と課題」、「地域連携研究」 

以上を踏まえ、総合科目では「専門連携職総合演習 C」を選択して理学療法との連携を

学ぶことで、地域に貢献でき、作業療法の発展と守備範囲の拡大についても検討できる、

応用力を持つ作業療法士を養成する。 

 

体系的な教育課程において授業科目とディプロマ・ポリシーの関連性を明確にするため、

別途資料カリキュラムマップおよびディプロマ・ポリシー及びカリキュラム･ポリシーと

授業科目の対応表に示す（＊１４資料） 
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第5 教員組織の編成の考え方及び特色 

Ⅰ．教員配置 

専門職大学設置基準（平成29年文部科学省令第33号・第34号）に則り、健康科学部リハ

ビリテーション学科の専任教員は、全専任教員中、実務教員を4割以上、そのうち研究能力

を有する者を半数で構成している。全専任教員は28名で、うち博士号若しくは修士号を有

する25名で構成することとした。専任教員には、当該分野の著書・学術論文などにより研

究業績が認められる者、また、専門とする分野で相応の教育実績及び臨床経験を有する者

を、教授、准教授、講師、助教として適切に配置している。実務教員は９名で構成し、９

名中５名が研究能力を有する者である。理学療法士および作業療法士の国家試験資格を持

ち、５年以上の臨床経験を有するものは理学療法士７名、作業療法士８名とした。 

 

Ⅱ．リハビリテーション学科理学療法学専攻 

 1．専任教員の構成と年齢構成 

理学療法学専攻専任教員は15名である。完成時における年齢構成は、40歳代が２名、50

歳代が３名、65歳から69歳までが１名、70歳以上が７名である。特に、65歳以上の教員が

８名在職することについては、専門職大学の設置につき、本学の設置の趣旨に即した質の

高い教育研究の展開と実績を積み上げるために、研究業績が顕著で、専門とする分野での

豊富な教育経験と臨床経験を有する教員を必要としたためである。 

 

 2．教員組織編成の将来構想 

 1）専任教員は、大学発足時の令和3年4月までに13名を確保し、完成時までに２名を採用

し15名の体制とする。 

 2）本学の完成時に満65歳を超えて在職する専任教員８名は、教養科目及び理学療法学専

攻を担当する。この８名の退職時期は学内の状況を配慮して決定するが、本学は定年

制を取っていない。完成年度以降に整備していく予定である。 

 3）この後任者の採用は、以下に示す方針で行う。 

・採用は、バランスのとれた年齢構成となるよう年齢も考慮する。 

・退職者が単年度に集中しないよう、また教育研究の継続を図るため、既存の授業科目

は変更せずに、その科目を担当するに適した教員を採用する。 

・教員の採用に当たっては、本学の設立趣旨を深く理解し、賛同できるものを中心に、

教育研究の維持・向上のために、公募により広く候補者を求め、適任者を確保する。 
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○発足時の年齢構成 

人 

 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳以上 計 

教授 ― ― 3 2 4 9 

准教授 ― ― 1 ― ― 1 

講師 ― 1 1 ― 1 3 

助教 ― ― ― ― ― ― 

合計 ― 1 5 2 5 13 

 

○完成年次時の年齢構成 

人 

 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳以上 計 

教授 ― ― 1 3 6 10 

准教授 ― ― 1 ― ― 1 

講師 ― 1 1 ― 1 3 

助教 ― 1 ― ― ― 1 

合計 ― 2 3 3 7 15 

 

 

Ⅲ．リハビリテーション学科作業療法学専攻 

 1．専任教員の構成と年齢構成 

作業療法学専攻専任教員は13名である。完成時における年齢構成は、40歳代が１名、50

歳代が５名、60歳から64歳までが１名、65歳から69歳までが２名、70歳以上が４名である。

特に、65歳以上の教員が６名在職することについては、専門職大学の設置につき、本学の

設置の趣旨に即した質の高い教育研究の展開と実績を積み上げるために、研究業績が顕著

で、専門とする分野での豊富な教育経験と臨床経験を有する教員を必要としたためである。 

 

 2．教員組織編成の将来構想 

 1）専任教員は、大学発足時の令和３年４月までに10名を確保し、完成時までに３名を採

用し13名の体制とする。 

 2）本学の完成時に満65歳を超えて在職する専任教員６名は、教養科目及び作業療法学専

攻を担当する。この６名の退職時期は学内の状況を配慮して決定するが、本学は定年

制を取っていない。完成年度以降に整備していく予定である。 

 3）この後任者の採用は、以下に示す方針で行う。 

・採用は、バランスのとれた年齢構成となるよう年齢も考慮する。 

・退職者が単年度に集中しないよう、また教育研究の継続を図るため、既存の授業科

目は変更せずに、その科目を担当するに適した教員を採用する。 

・教員の採用に当たっては、本学の設立趣旨を深く理解し、賛同できるものを中心に、
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教育研究の維持・向上のために、公募により広く候補者を求め、適任者を確保する。 

・教員の教育研究等の評価としてア）学生による授業評価、イ）研究業績の評価、ウ） 

大学の管理運営面への貢献、エ）地域活動を中心に評価制度を導入する。（大学教育

職員の評価に関する規程（案））また完成年度以降の定年制度の導入にあたっては①

教員の教育研究等の評価制度を基本に健康面からの教育・研究等への取り組みにつ

いて教員と面接等を行い、教育研究等に支障が出ないよう評価制度の導入を図る考

えである。 

・教員評価制度の導入に当たっては学長の諮問機関として教員の評価制度に関する委

員会を設け実施する。 

 

○発足時の年齢構成 

人  
 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳代 計 

教授 ― ― ― 3 2 5 

准教授 ― ― 1 1 ― 2 

講師 ― 1 1 ― ― 2 

助教 ― 1 ― ― ― 1 

合計 ― 2 2 4 2 10 

 

○完成年次時の年齢構成 

人 

 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳代 計 

教授 ― ― ― 2 3 5 

准教授 ― ― 1 1 ― 2 

講師 ― 1 2 ― 1 4 

助教 ― ― 2 ― ― 2 

合計 ― 1 5 3 4 13 

 

Ⅳ．専任教員の配置 

本学は、リハビリテーション分野の専門職大学として設立するため、より実践的な職業

教育を行う。基礎分野に関しては、カリキュラム・ポリシーから理学療法士・作業療法士

としての豊かな人間性と倫理観を育むため、幅広い知識の学修をするため、また臨床現場

を想定した学修を行う実習等の実践的な授業科目につながる基礎的な知識と技術を修得す

るための科目に関しては、主に主要授業科目として専任教員を配置した。これによりディ

プロマ・ポリシーにある医療分野における高い倫理観を有し、幅広い一般教養を身につけ、

保健医療福祉分野の発展・向上に寄与する高度な専門知識・技能および実践力を学修する。

専門職における専門分野の学問の概念に関する科目では、専攻ごとのディプロマ・ポリシ

ーから「保健医療福祉分野の発展・向上に寄与する理学療法士・作業療法士として高度な
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専門知識・技能および実践力」、「健康と医療・介護に関わる関連職種や多職種と連携・協

調し、理学・作業療法分野における新たなサービスの創造に向けて柔軟な発想を有し、意

欲的に取り組む能力」、「リハビリテーション専門分野を生涯にわたって学び、創造的かつ

応用的に実践し、理学・作業療法を発展させる姿勢を身につけている。」「理学療法士・作

業療法士として、地域社会への貢献を視野に入れ、リハビリテーションの多様なニーズに

応える探究心や研究心を身につけている。」を目的にした内容とすることとし、両学科の基

本的な評価及び治療に関する科目と、解剖学や運動生理学、運動学等の医学に関する科目

については、主に主要授業科目として教授・准教授を配置する。演習・実習等の実践的な

授業科目については、講師・助教を配置することを基本方針としている。 

 

１）基礎科目 

理学療法士・作業療法士としての豊かな人間性と倫理観を育むため、幅広い知識の学修

をするし、医療分野における高い倫理観を有し、幅広い一般教養を身につけるべく、各専

門分野の研究実績や教育実績を有する専任教員や兼任教員を配置している。 

 

２）職業専門科目 

国家資格取得で重要となる科目群であり、専攻共通と専攻別の科目群から構成している。

専門共通では人体の構造と機能及び心身の発達、疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促

進、保健医療福祉とリハビリテーションの理念に関する 3 つの科目区分が配置されており、

主に専任教員が担当する。理学療法学専攻では、疾病による身体障害やスポーツ障害の予

防・回復に関する理学療法の専門的な知識と技術を身につけ、社会復帰や社会参加を目指

す人々を支援する能力を修得、理学療法士として主体的に取り組むため地域住民の健康面

での特性や課題、地域社会のニーズなどを的確に把握すること。他の保健医療、福祉、な

どと連携、協力しながら問題解決能力を高め、リハビリテーション並びに理学療法学を実

践研究し、将来、教育及び研究の分野において指導的役割を担える基礎的能力を高め、疾

病治療にとどまらず社会的ニーズである将来介護が必要となる人々や、障害を持つおそれ

のある人々に対する予防を目的にした内容としている。作業療法学専攻では作業療法の対

象者を尊重し、科学的な探究心を持つとともに、健康の維持・増進、疾病の治療、障害の

発生予防などに寄与できる能力を高め、作業療法士として主体的に取り組むため地域住民

の健康面での特性や課題、地域社会のニーズなどを的確に把握すること。他の保健医療、

福祉、などと連携、協力しながら問題解決能力を高め、リハビリテーション並びに作業療

法学を実践研究し、将来、教育及び研究の分野において指導的役割を担える基礎的能力を

高め、疾病治療にとどまらず社会的ニーズである将来介護が必要となる人々や、障害を持

つおそれのある人々に対する予防を目的にした内容としている。 

 

３）展開科目 

理学療法士・作業療法士の知識・分析能力をさらに深化させ、他分野の知識等とも結び

つけて新たなアイデアを生み、それらを社会に貢献する高度な実践力と豊かな創造力を養
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うため、各関連で活躍している兼任教員や研究業績並びに教育実績を有する専任教員が担

当する。 

 

４）総合科目 

それまでの授業などで身につけた知識や技術などを生かしながら取り組む総まとめの

科目と位置付けて配置しており、専任教員で教授を 1 名配置し、その教授が単位認定者

としての役割を持ち、教員複数で受け持つこととした。 
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第 6 教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

Ⅰ．教育方法 

 1．クラス担任制の導入 

原則として同一の専任教員でクラス担任制導入する。毎年5月と11月に定期的な個人面

談行い、学生の学校生活全般及び学業面における学生の状況を把握、必要に応じたサポー

ト及び指導を行う。個人面談結果や特記事項はデータベースで管理し、学生の状況などの

情報は関係する教職員間で共有することにより、対応を統一できるよう配慮する。また、

担任教員による学生への関わり方に偏りが生じないよう、週1回の教員会議にて客観的立場

から関わる機会を設けるなどの体制をとる 

 

 2．個人面談の指導・助言  

毎年５月と11月に定期的な個人面談をクラス担任により行う。個人面接の中で学生の具

体的な学習方法について、クラス担任の教員は、学生の学習への取り組み状況や学業成績

を把握して、個人面談によりフィードバックを行い、学習方法に関する改善策を具体的に

助言する。自己学習時間の十分な確保、勉強時間の有効な使い方、生活習慣の是正の必要

性に関して、到達すべき学習レベルの目標を具体的に示して指導する。その後も、望まし

い学習習慣が定着しているか個人面談により定期的に確認する。 

 

 3．動機付け教育 

一般社団法人 実践行動学研究所による実践行動学プログラムの実施を行う。実践行動学

プログラムとは４月から５月にかけて、事例を通して過去の自分を振り返り、現在・近未

来の自分について考えながら短期目標を設定する。自己発見や目標達成力アップのために、

アクティブラーニングを取り入れた、事例研究、ゲーム、ロールプレイ、ディスカッショ

ンなどを行い各専攻分野における動機づけの教育を行う。 

 

 4．学生相談  

課題を持つ学生を早期に発見し、相談体制を整えることが重要であることから、学生相

談所を開設する。複雑な案件にも対応するためや担任や教員の介在を望まない学生や家族

からの相談を受ける体制を整備するため、週１回、臨床心理士を招聘する。  

 

 5．能動的学習法を修得できるサポート 

講義での疑問点や関心のある問題への取り組み方などの勉学に関すること、そのほか学

生生活に関することなど相談事があれば、本学の専任教員と直接話し合い、指導を受ける

ことができるよう時間帯をオフィスアワーとしてあらかじめ学生に明示する。学生が教員

と気軽に質問や相談、議論などを行えるように環境を整備する。 

 

 6．配当年次の考え 

1年次は「教養と医学の基礎知識の履修」と位置づけ学生に周知徹底する。履修科目は主
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に基礎科目と職業専門科目の専門基礎科目を中心に授業を行う。２年次は「各専攻の基礎

知識の履修」と位置づけ学生に周知する。主に職業専門科目の専門基礎科目を中心に各専

攻の基礎となる内科学、整形外科学、神経内科学などの医学基礎教科と理学療法評価法・

作業療法評価法などの専門基礎教科の履修が主となる。３年次では「臨床的技術・知識を

実践的の履修」と位置づけ学生に周知徹底する。各専攻の治療法など具体的な臨床科目が

多く、より実践的な知識・技術の習得を目指し授業する。４年次は「知識・技術の応用と

展開」と位置づけ前期は臨地臨床実習をメインとし、後期は展開科目を主としている。こ

のように学生に年次の継続的な履修を周知し理解することでスムーズな教育を行う。 

 

 7．履修モデルの導入（＊１３資料） 

 

理学療法学専攻、作業療法学専攻の養成する人材像およびディプロマ・ポリシーを達成

する出来るように各専攻 2 つの履修モデルを編成した。これらの履修モデルは、専攻ごと

の養成する人材像と学生の進路先等の顕在・潜在ニーズを十分に踏まえ、カリキュラム･ポ

リシーに準拠して、学生が自ら学習計画を実施することによりディプロマ・ポリシーに到

達できるように編成している。 

 

〔理学療法学専攻の履修モデル〕 

① 医療系理学療法履修モデル 

② 生活支援系理学療法履修モデル 

どちらの履修モデルにおいても、理学療法士としての特性に応じた、倫理と教養、専門

科目の修得、知識と分析能力、学び研究する姿勢、地域貢献および多職種連携・協業を修

得することが求められている点は同じである。相違点としては、①は、医学的な専門分野

（スポーツ障害等を含む）や疾患・外傷の急性期から維持期までの専門性・特殊性が高いこ

と、②では理学療法の対象が広範囲におよび、健康支援から生活全般におよぶ理学療法の

幅広い知識と多様性と応用力が要求されていることである。これらは、2 つの履修モデルと

も、カリキュラム･ポリシー1～5 に基づいて、理学療法学専攻の必修科目とその履修モデル

に沿って最適な選択科目を全て修得することによってディプロマ・ポリシー1～5 に到達し、

理学療法学士（専門職）の学位を取得して、理学療法士国家試験に合格、卒業し、理学療

法士として臨床現場において即戦力として活躍出来るように編成した。 

 

① 医療系理学療法履修モデル 

 医療分野は年々進歩し高度になり専門化しており、こうした情況に対応できる優秀な理

学療法士の必要性は年々高まっている。少子化・超高齢化が進む一方で、医療が高度化し

治療費が高額化する現在から将来を見据え、社会保障費の伸びをどのように抑制していく

のか大きな社会問題となり国民的課題となっている。こうした社会情勢の中で、理学療法

士が医療分野において、いかに対応していけば良いのか、医学の進歩に対応できるように
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関連領域の知見を学び、応用力と創造性に優れた理学療法学の発展が必要である。目指す

のは、医療分野における、運動器、脳血管障害、神経・筋疾患、内部疾患（心臓・呼吸・

循環・代謝）などの認定・専門理学療法士であり、または、物理療法や徒手療法などの特

殊テクニックのスペシャリストである。専門領域に特化して研究を推進していくこともで

きるようにその基礎的素養を身につける。また、スポーツの分野では、オリンピックなど

世界大会ではいまや国際標準となっている「救命救急のできるスポーツ理学療法士」の養

成が問われており、新指定規則の中にようやく「救命救急及び予防の基礎」が位置づけら

れた。この履修モデルの中には、医療分野に留まらず「スポーツ理学療法士」への素養が

身につけられる科目群も網羅されている。 

 授業科目の配置は、必修科目の他に、基礎科目の選択では、いのちの大切さと医療職と

しての倫理観を見つめ直す「生命倫理」と、機器を操作して多用な情報を利活用するに必

要な基本的知識をえる「情報処理Ⅱ」、職業専門科目の選択では、医療場面においてチーム

で協働することの必要から「チーム医療論」、スポーツ障害への理学療法の応用を実習する

「スポーツ障害理学療法学実習」、障害者スポーツの意義と理念を理解し、実技・演習を交

えて学ぶ「障害者スポーツ演習」。物理療法の疾患・症状への応用を演習する「応用物理療

法学演習」、痛みなどの治療のための特殊テクニックを学ぶ「系統別・治療手技演習」の 7

科目を配置した。 

選択展開科目（5 科目）：「医療経済論」、「ソーシャルスキル論」、「生涯スポーツ論」 

「医用・福祉工学論」、「アンチエイジング」 

これらの選択展開科目により、医療における経済学を理解し、医療・福祉分野に関連する

工学を学び、アンチエイジングを理解し、ソーシャルスキルを備えた理学療法士を目指す。

総合科目では、以上の学びから作業療法学専攻の学生と共にチーム連携を学び、症例への

支援方法を検討する演習を行う「専門職連携総合演習Ａ」を選択して実践方法を学修する。 

 

② 生活支援系理学療法履修モデル 

 理学療法を用いて地域社会に暮らす人々の生活支援を行うことを志向する履修モデルで

ある。地域社会では、少子化・超高齢化などの社会的問題に留まらず、感染症や気候変動

の影響による災害はその規模の増大も含めて、子どもから老人まですべての人々の生活と

疾病・障害・介護・福祉への対策が課題となっている。政府は、強力に地域包括支援シス

テムを定着・発展させていこうとしており、地域における理学療法士は、地方行政をはじ

め多職種・他部門の専門職と連携し、応用力と創造力をもって、不足している分野があれ

ば補完してつないでいけるように課題に取り組む社会的要請がある。目指すのは、それら

に応えて、乳児から高齢者まですべての人々の健康的な生活を守れるように、総合的に理
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学療法を活用できるゼネラリストへの基礎的素養を身につけることである。将来は、地域

連携の隙間を埋める支援システム等の研究・開発が手がけられる創造力や応用力も期待さ

れる。 

授業科目の配置は、必修科目の他に、基礎科目の選択では、生活支援において多様な業

務考案し対応するために「プログラミング」、「IoT 入門」を、複雑な人間社会を理解するた

めの基礎を養う「社会学」を学ぶ。職業専門科目の選択は、地域における多職種との連携

や協働のために「チーム医療論」、「地域環境活動演習」、働く人すべてを対象にした心とか

らだの健康づくり運動を理解する「トータルヘルスプロモーション」を学ぶ。「認知症の理

解とその支援」、「レクリエーション活動演習」により、地域における多様な生活支援に対

応する専門的知識・技術を習得できるように 7 科目を配置した。 

選択展開科目（5 科目）：「経営と会計」、「地方自治と生活」、「地域防災論」 

「発達障害児・者の現状と課題」、「地域連携研究」 

これらの選択展開科目を学ぶことにより、医療関係機関・施設の中だけでなく、今後、

益々変化していく、社会情勢の変化や医療・介護保健制度の改定も視野に入れて、地域福

祉・環境保全と言った地域の具体的、現実的な課題や、将来発生すると予測される災害に

対する地域特有の課題やその対策についても把握していくことができる人材が地域で求め

られている。また、これまで積極的に社会参加できなかった心身の障害を抱えた子どもや

高齢者も参加できる共生社会を構築していくために必要不可欠な知識として、多職種と適

切な共通言語で情報を共有できる知識を蓄え、新しいツールを開発・研究していくことが

できる人材の育成を目指す。総合科目では、以上の学びから作業療法学専攻の学生と共に

チーム連携を学び、症例への支援方法を検討する演習を行う「専門職連携総合演習 C」を選

択して実践方法を学修する。 

 

〔作業療法学専攻の履修モデル〕 

① 心身機能支援履修モデル 

② 地域生活支援履修モデル 

2 つの履修モデルのどちらにおいても、作業療法士としての特性に応じた、倫理と教養、

専門科目の修得、知識と分析能力、学び研究する姿勢、地域貢献および多職種連携・協業

を修得することが求められている点は同じである。相違点としては、①は、医学的な専門

分野において、疾患や障害の程度・進行状況により、状態に応じた作業方法や応用的動作

能力への対処において専門性が要求され、②においては、幅広い対象への対応が必要で、

健康支援から生活全般におよぶ作業療法の幅広い知識と多様性と応用力が要求され、生き

がい支援も求められていることである。どちらの履修モデルとも、CP1～5 に基づいて、作
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業療法学専攻の必修科目とその履修モデルにしたがって最適な選択科目を全て修得するこ

とによって DP1～5 に到達し、作業療法学士（専門職）の学位を取得して国家試験合格、

卒業し、作業療法士として臨床現場において即戦力として活躍出来るように編成した。 

 

① 心身機能支援作業療法履修モデル 

 医療の視点から健康・医療課題を捉え、疾病・障害を予防し、心身機能および社会生活

活動の支援やその分野の探求心や研究心を養うモデルとして掲げている。 

現代の医療分野は年々進歩し高度専門化しており、リハビリテーション場面でも高度な

知識、技術が必要とされ、同時に超急性期からの対応が求められている。作業療法でも、

身体障害領域、発達障害領域のみならず、精神障害領域に於いても、この傾向は顕著にな

っている。また、日々高度化する医用・福祉機器に対応できる知識も必要とされている。

少子化・超高齢化が進む中で、基礎的な医学・医療の知識のみならず、関連領域の知見を

学び、応用力と創造性に優れた作業療法士が求められている。このような作業療法士が臨

床場面で活躍することができれば、ボトムアップ的な手法によって作業を用いて対象者の

心身機能を改善することにより、生活満足度の向上と、将来の介護予防、医療費・社会保

障費の伸びを抑制することに繋がることが考えられる。延いては、作業療法の発展に寄与

することを目指している。本モデルでは主に、医療機関で身体・認知機能や生活・社会行

為の支援を中心に履修する科目を設定している。目標とするのは、日本作業療法士協会の

認定作業療法士のみならず、手外科、高次脳機能障害、精神科急性期、摂食障害等の専門

作業療法士である。 

授業科目の配置では、必修科目の他に、社会規範を遵守した上で心身機能を主な対象と

するための基礎科目として「生物学」と「法学」を、より高度な支援が可能となることを

目的とした職業専門科目の選択として、チーム医療を学ぶ「チーム医療論」、高次脳機能障

害について、病巣や症状を理解するし注意事項やアプローチ方法を学ぶ「高次脳機能障害

の治療法」、対象者の健康と幸福を促進する「レクリエーション活動演習」、作業療法のス

キル向上のために「ハンドセラピー演習」と認知症を症状や社会背景等から理解しその支

援について学ぶ「認知症の理解とその支援」の 7 科目を設定した。 

選択展開科目（5 科目）：「医療経済論」、「産業保健論」、「生涯スポーツ論」 

「医用・福祉工学論」、「アンチエイジング」 

以上を踏まえ、総合科目で「専門職連携総合演習 A」を選択して理学療法との連携を学ぶこ

とで、医療へ貢献でき、作業療法の発展に寄与することのできる作業療法士を目指す。 

 

② 地域生活支援作業療法履修モデル 
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地域の中で生活する対象者の抱える様々な問題に対応でき、人々が生きがいを持ちなが

ら生活を継続できる事を、作業の視点から考え、多職種と共同して支援するための探求心

や実践力を養うモデルとして掲げている。 

少子・超高齢社会の中、地域では子供から大人、高齢者まで、さまざまな人々が障害を

抱えて生活をしている。障害に関わって発生する問題は、発達障害の子供に対する支援施

設や障害を持って生活する人々の繋がる場の不足、障害者雇用が進まない現実や就労支援

事業所の不足、「ひきこもり」と言われる人々に関わる「8050 問題」、超高齢化による介護

予防と介護、認知症の問題などが知られている。これらの問題に対し、政府は地域包括支

援システムを打ち出し、発展させることを目指している。また、感染症や気候変動による

災害は、社会的交流機会の減少、避難所や仮の住宅での生活などの居住環境の変更を余儀

無くされる人々を生み出している。   

これ等の様々な問題に対応するために、リハビリテーション職種、特に、その人らしい

生活を支援することのできる作業療法士が求められている。地域包括支援システムを基に

これ等の様々な問題に柔軟に対応していくには、基礎から応用までの豊富な知識を柔軟に

活用し、対象者の困りごとを基に、トップダウンの思考方法で問題解決を導く力と、その

解決方法を共同で行う多職種に関する知識とコミュニケーション力が必要になる。また、

難病などコミュニケーションに困難を抱える人々の問題について、支援機器を柔軟に使え

る力も重要である。このような作業療法士が地域で活躍することができれば、対象者の生

活行為能力や生活満足度の向上と、将来の介護予防、医療費・社会保障費の伸びを抑制す

ることに繋がることが考えられる。 

本モデルでは、これらの問題に対応でき、人々が生きがいを持ちながら生活を継続できる

事を、作業の視点から考え、支援できるための科目を設定している。目標とするのは、日

本作業療法士協会の認定作業療法士のみならず、福祉用具、認知症、特別支援教育、訪問

作業療法、就労支援の専門作業療法士である。 

授業科目の配置では、必修科目の他に、基礎科目の選択として、対象者の生活を幅広い

視点から考え対応するために「哲学」と「生命倫理」を、職業専門科目の選択では、地域

包括ケアに基づいて多職種と共同した支援ができるようになるために「チーム医療論」と

「地域包括ケア演習」、多様な場面や人々に対応できるように作業療法評価の応用について

学ぶ「応用評価学」、認知症を症状や社会背景等から理解しその支援について学ぶ「認知症

の理解とその支援」、対象者の健康と幸福を促進する「レクリエーション活動演習」の 7 科

目を配置した。 

選択展開科目（5 科目）：「経営と会計」、「地域防災論」、「支援ロボット論」 

「発達障害児・者の現状と課題」、「地域連携研究」 
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以上を踏まえ、総合科目では「専門連携職総合演習 C」を選択して理学療法との連携を学

ぶことで、地域に貢献でき、作業療法の発展と守備範囲の拡大についても検討できる、応

用力を持つ作業療法士を養成する。 

 

Ⅱ．履修指導方法 

 1．履修ガイダンスの実施 

入学時及び2年次、3年次の学期当初に履修ガイダンスを実施し、担任より授業科目の履

修を提示する。その際に教育目標の提示、各年次の継続的な履修を確認させることで学期

の初めに学生自身の目標を再確認させる。また、学期の注意事項等もガイダンス時に伝達

する。 

 

 2．臨床実習前ガイダンスの実施 

1年次に「理学療法見学実習」「作業療法見学実習」、2年次に「理学療法体験実習」「作

業療法体験実習」、3年次に「理学療法評価実習」「作業療法評価実習」、4年次に「理学

療法総合臨床実習」「作業療法総合臨床実習」を実施する。臨床実習前に必ずガイダンス

を行う。ガイダンスでは実習要項を参照し、本学の理念、各年次の実習方法と心構え、成

績評価方法、事故の対処法や感染予防、個人情報の取り扱いについて説明や指導を行う。 

 

Ⅲ．成績評価 

 1．単位の取得 

 学則に基づき、各授業科目を履修した者には、評価のうえ単位を認定する。認定の方法

は、各種試験、グループワーク、発表、レポート等の成果物、授業への取組み方、実習・

演習などにより、各授業科目担当者が科目の特性を考慮して定める。 

 

 2．授業への出席 

社会人としての態度や心構えを培う意味においても、授業や関連行事等への出席は重要

である。しかし、成績評価の指標はあくまで学修の到達度において判断するため、出席の

有無を評価指標として取り扱わない。 

 

 3．成績の評価 

本学では、成績評価に応じて下記の通りポイント（4.0～0.0pt）で表し、平均値で表す

GPA（Grade Point Average）制度を導入する。この GPA 制度を導入することで、ただ

単に進学や卒業に必要な単位を取得するのではなく、学生が主体的かつ充実した学習効果

をあげることが可能となる。各授業科目の成績評価は、S（100 点～90 点以上）、A（90 

点未満～80 点以上）、B（80 点未満～70 点以上）、C（70 点未満～60 点以上）、D（59 

点以下）の５つの分類をもって表し、C 以上を合格とする。また、授業への出席に関する

取り扱いについてであるが、学生が履修した当該授業科目の単位の認定を受けるためには、

授業時間数の70％の出席を原則とし、オリエンテーションや授業初回時のガイダンス、学
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生便覧等において、学生にその考え方を明確に伝え、理解させることとする。GPA は学

生の履修状況を見る指標にもなるため、未履修科目が多い学生への履修指導にも利用して

いく予定である。 

さらに学生の自発的な学習時間を確保することを目的として、CAP制を導入する。 

CAP制は、単位制度を実質化（1単位当たり必要な45時間の学修時間を確保）し、学修

すべき授業科目を精選することで十分な学修時間を確保し、授業内容を深く真に身につけ

ることを目的として、学生が履修科目として登録することができる単位数の上限を定め、

各年次にわたって適切に授業科目を履修してもらうためのものである。なお、所定の単位

を優れた成績をもって修得した学生については、単位数の上限を超えて履修登録を認め、

また、成績の状況が十分でない学生については、逆に、履修登録の単位数の上限を制限す

ることとなる。 

 

 

 

 

 

グレートポイント 評  価 点  数 

4.0 S 90 点以上 

3.0 A 80 点以上 

2.0 B 70 点以上 

1.0 C 60 点以上 

0.0 D 59 点未満 

0.0   規定出席数不足 

 

 

履修登録単位数の上限設定については、次のとおり取り扱う。 

（成績の評価方法及び履修登録単位数の上限並びに修学指導等に関する取扱要項） 

1．各学期の履修登録単位数の上限を25単位とする。 

ただし、当該学期の直前の学期のGPAに基づき、次のとおり単位数の上限を変更して取

り扱う。 

（1）直前の学期の GPA が 3.0 以上の者       29 単位 

（2）直前の学期の GPA が 2.5 以上 3.0 未満の者   27 単位 

（3）直前の学期の GPA が 1.5 以上 2.5 未満の者   25 単位 

（4）直前の学期の GPA が 1.5 未満の者       23 単位 

ＧＰＡ ＝

（グレードポイント × 各科目の単位数）の合計

履修登録単位数の合計 
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2．休学や病気欠席等のやむを得ない事由により、その学期のすべての授業科目を履修で

きなかった者の履修登録単位数の上限は、上記1．（4）にかかわらず、26単位とする。 

3．下記に掲げる科目は、CAP制に含まないものとする。 

① 集中講義による授業科目 

② 再試験登録科目 

 

Ⅳ．卒業要件 

卒業認定は下記の通り定める。 

 1．本学に４年以上在学し、所定の 137 単位以上を修得しなければならない。 

 
理学療法学専攻  作業療法学専攻 

基礎科目 20 単位以上 基礎科目 20単位以上 

職業専門科目 92 単位以上 職業専門科目 92単位以上 

展開科目 20 単位以上 展開科目 20単位以上 

総合科目 5単位 総合科目 5単位 

合 計 137 単位以上 合 計 137 単位以上 

 
 
 2．卒業と認定された者に対して卒業証書・学位記並びに学士の学位を授与する。（学則第

16 条及び第 17 条） 

3．修業年限は、４年とする。在学期間は、休学期間を除き、８年を越えないものとする。（学

則第４条） 

4．学位は、リハビリテーション学科理学療法士専攻卒業生には理学療法学士（専門職）を

作業療法士専攻卒業生には、作業療法学士（専門職）を付記しそれぞれに授与する。（学

則第 17 条） 
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第 7 教育課程連携協議会について 
Ⅰ．教育課程連携協議会の設置 
教育課程連携協議会は、専門職大学設置基準第 11 条、教育課程連携協議会規程に定めると

ころにより設置する。 
① 目的 

本学の教育について、建学の精神を踏まえ、適切に運営され、成果が上げられてい

るか等について、教育課程の実施状況及び編成について評価・点検を行い、適宜、学

長に助言や提言を行うとともに改善を求めることができるものとする。 
② 学内における位置づけ 

本教育課程連携協議会は、学長の直属の諮問機関とする。構成委員メンバーは、別

途、学則規則に定める。 
教育課程連携協議会は、原則として年１回実施する。また、必要に応じて学長が随時、

招集し開催できるものとする。 
③ 学内における役割 

学内だけでなく、広く産業界及び地域社会の有識者の連携授業の実施、より効果的

な授業科目の開発、教育課程の編成の見直し等により、学問的な成果とともに、社会

の期待に応えられる教育の実現に努める。 

 

Ⅱ．審議事項 
教育課程連携協議会は、以下の事項について審議する。 

1．産業界および地域社会との連携による授業科目の開設および開発、教育課程の編成に関

する基本的な事項 

2．産業界及び地域社会との連携による授業の実施、教育課程の実施に関する基本的な事項

及びその実施状況の評価に関する事項 

 
Ⅲ．構成員 
教育課程連携協議会は、以下の者で構成する。任期は 1 年とし、再任を妨げない。 

1．学長が指名する教員その他の職員 
2．本学の課程に係る職業についている者又は関連する事業を行う者による団体のうち、

広範囲の地域で活動するものの関係者であって、実務に関し豊富な経験を有するもの 
3．地方公共団体の職員、地域の事業者による団体の関係者その他の地域の関係者 
4．臨地実務実習その他の授業科目の開設又は授業の実施において本学と協力する事業者 
5．本学の教員その他の職員以外の者であって学長が必要と認めるもの 

 
  構成員メンバーは専門職大学設置基準第 11 条第 2 項第 1 号 5 号に規定する各区分の要

件に合致した構成員を選んでいる。教職員区分から本学健康科学部講師を、職業区分から病

院勤務の理学療法士であり、公益社団法人和歌山県理学療法士協会理事病院勤務の作業療法

士である一般社団法人和歌山県作業療法士会理事兼事務局長を 1 名ずつ、地域区分から和歌
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山市市長公室長を、協力区分から理学療法及び作業療法の臨地実務実習施設の代表者を、そ

の他区分から学長が必要と認める構成員を選んでいる。 

  なおその他区分の構成員として就任した田端弓子氏は県内に書道教室を複数カ所運営す

る「煌陽会」の代表者であり、書道家であるが、国際ソロプチミスト和歌山紀ノ川 アシス

タントトレジャラーも務めており、社会福祉等様々な奉仕活動、女性の地位向上等をめざす

国際ソロプチミスト会員活動経験を活かして、理学療法及び作業療法の総合科目である応用

実習においてグローバルな視野と女性の視点から地域社会における生活の場の様々な課題

解決の学修に向けて提言を行う。また、女性の理学療法士・作業療法士育成の観点から、社

会福祉学、地域環境活動演習等において女性の地位向上、高齢者や障害者・障害児の自立を

地域社会において学修することに対して指導・助言を行う。 

  以上の観点から学長が構成員メンバーに選んだ。 

 

Ⅳ．開催回数 

原則として年 1 回開催することを原則とする。 

 

Ⅴ．役割・権限 

教育課程連携協議会は、産業界と連携した教育の推進に寄与する役割が求められており、教

育課程連携協議会における授業科目の開発、教育課程の編成及びそれらの見直しに関して学長

に進言された意見は、教授会にて審議され教育課程に反映される。 
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第 8 施設、設備等の整備計画 
Ⅰ．校地、運動場の整備計画 

 本学キャンパスは、「和歌山市の玄関口」南海電気鉄道和歌山市駅から西方へ徒歩約 5 分に

ところに位置し、和歌山県和歌山市が、37 年にわたり和歌山市民の文化・教養活動の拠点とし

て利用されてきた「和歌山市民図書館」を耐震改修したものである。 

 和歌山市は、紀伊半島の北西部に位置し、北はみどり豊かな和泉山脈ののどかな山並みに囲

まれ、西は風光明媚な紀淡海峡に面し、紀の川の河口に位置する和歌山県の県都である。江戸

時代には御三家のひとつである紀州徳川家が治める紀州藩の城下町として栄え、「若山」とも

表記された。面積は 208.84  で、和歌山県の面積の約 4％ほどであるが、県人口の約 40％が

暮らしている中核都市である。 

 キャンパスの位置は、市街地の中心部に位置している。 また交通は、南海和歌山市駅は南

海電気鉄道の南海本線と和歌山港線の他、JR 西日本の紀勢本線が乗り入れているため、学生

にとっても通学するのに便利な場所である。 

 JR和歌山駅から本学へのアクセスは、車で約 5分、路線バスも約 10分間隔で運行している。 

 以上のとおり、キャンパスは住宅地の中心にあり、大学の設置場所としては最適の環境であ

る。 

 

 校地等は、下表のとおりであり、一体的に活用できる要件を満たしている。 

校地の種別 面積（㎡） 備 考 

校舎敷地 4951.61 研究等、空地等 
和歌山市との借用

契約 20 年以上。 

（体育館） （敷地 18127 ㎡. 

建物 4059.12 ㎡. 

アリーナ 1499.74 ㎡）

（和歌山市民体育館を代替

体育館として使用）球技、

軽運動、各種トレーニング 

（駐車場 180 台収

容、体育館内にトレ

ーニングルーム、更

衣室を設備） 

合 計 4951.61   

 

なお、校舎敷地内にある空地には、ベンチや桜等の樹木や季節の草花を配した花壇を配し、

学生の交流や休息の場として憩える空間を確保している。 

 また、運動場については、本学が中心市街地内にあることから、体育施設として必要な運動

用地の取得や借入れが困難であるため、及び授業科目にないため、当面、運動場は持たないこ

ととするが、完成年度までには校地の一部を整備して造る予定である。体育館については、南

海和歌山市駅から南海加太線東松江駅（所要時間 7 分）にて下車約 15 分のところにある和歌

山市民体育館を借りて課外活動に使用することとする。なお、和歌山市との協議により空地部

分に関しては、令和 3 年 11 月まで隣地にある和歌山市民会館の駐車場として和歌山市が一部

使用することとし、和歌山市民会館【取り壊されて移転予定】が閉館後、新市民会館「（仮称）

市民文化交流センター」が完成して以降は、和歌山市民会館の駐車場として一部使用していた

部分は和歌山リハビリテーション専門職大学の広場として校地を段階的に整備する予定であ
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る。 
 
校舎前の敷地の一部 330 ㎡を運動場として令和 4 年 4 月に竣工となる。仕様についてはマサ

土を搬入し、敷均する（資料 運動場の仕様参照）。運動場整備工事期間については、令和 3
年 9 月 1 日から 9 月 7 日まで行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

運動場整備工事工程表 
 
 体育館は専門職大学として体育は授業科目にないため、和歌山市民体育館を課外活動として

のみ使用する。利用時間と回数についてはあらかじめ和歌山市と調整会議の中で協議をし、決

めていくこととなっている。一般の公開より前に日程を押さえるための調整会議を事前に確実

に開催する。なお調整会議の開催時期は調整し、和歌山市と本学が話し合って決める。具体的

には調整会議の中で決めていくが、今のところ、学生の利用は週 2 回を予定としているので、

毎週火曜日と金曜日の 17 時 30 分 19 時まで優先して使用する方向で調整している。また、

実際どの程度学生が体育館利用をするのかがわからないため、学生の希望があれば、週 2 回を

想定している以上の利用は可能としている。 
 
Ⅱ．校舎等施設の整備計画 
 1．全体計画 

大学の校舎として活用する建物（鉄筋・鉄骨コンクリート造 地上 4 階建て地下 1 階）

は、昭和 56 年、和歌山市民図書館として建設されたものであって、現在も和歌山市民図

書館として使用しており、この現存する延床面積 5.282.22 ㎡（必要校舎面積の減算 15％
により校舎基準面積を上回る）の建物を演習室、研究室、実習室、講義室、自習室、医務

室、コンピュータ室、事務室、教員研究室、会議室、図書館等として活用するための耐震
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を含めた改修及び整備を行う。 

施設の整備については、令和 3 年度中に計画的に行う。 

校舎各室等の状況は、下記に示す。 

  

 2．講義室等 

講義室は、学科単位での授業、専攻単位での授業に対応する大小の講義室を設置し、理

学療法学専攻（40 名）及び作業療法学専攻（40 名）の学生の授業の学習が能率的に行う

ことが可能である。また、学生の自習・研究を促進し指導を行うためスペースを確保した。 

   

 3．実習室 

実習室は、理学療法士作業療法士養成施設指導要領に記載されている教育上必要な機械

器具を中心に、設備等の充実を図った。なお、実習の態様や学生数に応じた広さを確保し

ており、実習等に支障が生じないように整備している。また、作業療法実習室(2)と作業療

法実習室(3)の壁に関しては、可動式の間仕切り（壁）を採用し、広い空間を必要とする実

習において対応することが可能となる。 

  

 4．研究室等 

教員研究室は、個室の他、共同の研究室 3 室（327.44 ㎡）を確保している。なお 3 階の

個人研究室 10 部屋に、学部長 1 名（玉井）、学科長 1 名（田中）、両専攻長 2 名（吉崎、

長辻）と教授 7 名（碓井、岡安、松永、幸福、渡辺、新宅、鍵井）を配置する。3 階の共

同研究室（3）は教授 4 名（八木、京、大泉、薮内）、共同研究室（4）は准教授 2 名（栗

川、山田）講師 2 名（中川、柏木）、の計 4 名。1 階の共同研究室（1）は准教授 1 名（大

松）、講師 2 名（川、井口）、助教 2 名（石渡、小島）計 5 名を配置し、共同研究室（2）

は講師 3 名（久禮、松井、河西）、助教 1 名（福井）の計 4 名とする。共同研究室は 1 名

15m 以上になるようパーティションで個人スペースを作りプライベートに配慮する。必要

な机・椅子・書棚、電話、パソコン及びミーティングセットを整備して研究室にふさわし

い教育研究環境を整える。また鍵付きのキャビネットを配置して個人のプライバシーや研

究にかかわる個人情報の保護に努める。 

 

 5．その他の施設 

上記施設の外、健康管理、学生の自習、昼食などに対応し、また、学生生活に潤いと安

らぎを享受できるよう、整備する。具体的には、校舎一階に医務室を設け体調不良時や急

病時に対応する。また、 3 階に学生控室を設け、談話や休憩などに活用する。 

 

個人面談室を 2 階に 1 部屋、3 階に 2 部屋、計 3 部屋設け、また 3 階の学生相談室の 1 室

に防音を配慮したパーティションを設置し 1 室に 3 つのスペースを作ることで 5 か所（3

階面談室 A、B、C、3 階相談室、2 階学生面談室）の個人相談スペース場所を確保した。

オフィスアワーを考えると、個室研究室を除く教員は 17 名であり、オフィスアワー時の
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利用で月~金までの週 5 日間のうち 1 教員 1 回と考えれば４～５か所の個人相談スペース

があれば機能すると考える。 

 

学生自習室について 

 

図書室のスペースをすべて閲覧室兼学生自習室にした。266ｍ2のスペースから約 120 席

の自習机を準備する。また 2 階にも約 140ｍ2の自習スペース（40 席）を設けている。自

習室には Wi-Fi 設備を完備し、ホワイトボード、コンセント、ごみ箱等を設置し、自習し

やすいスペースにするよう配慮する。また実技等で自習する際には使用教室スケジュール

を確認し、事務にて実習室のレンタルを受け付ける。実習室の管理は、鍵の受け渡し時に

学年、学籍番号、氏名を申し込み用紙に記入の上、申請しなければならないものとする。 

 

学生控室について 

 

学生控室は、長椅子の設置により、約 20 名の座るスペースを用意する。また、飲み物など

の自動販売機およびごみ箱を設置する予定であり、学生の憩いの場としての活用を期待す

る。 

 

6. 演習室が整備されないことに対しての対応 

演習室について 

本学の授業で行われる演習科目とそれに対応する教室は以下の通りである。 

 

基礎科目（専攻共通） 

  プログラミング・・・・・・・・情報処理・語学学習室 

IoT 入門・・・・・・・・・・ 情報処理・語学学習室 

職業専門科目（専攻共通） 

体表解剖学演習・・・・・・・・治療室 

職業専門科目（理学療法学専攻） 

  系統別・治療手技演習・・・・・・・治療室 

  障害者スポーツ演習・・・・・・治療室 

応用物理療法学演習・・・・・・治療室 

専門手技療法学演習・・・・・・治療室 

レクレーション活動演習・・・・レクリエーション室 

職業専門科目（作業療法学専攻） 

  障害者スポーツ演習・・・・・・治療室 

ハンドセラピー演習・・・・・・治療室 

専門手技療法学演習・・・・・・治療室 

レクレーション活動演習・・・・レクリエーション室 
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総合科目（理学療法総合科目）

専門職連携総合演習 A・・・・・作業療法実習室（1）（2）（3） 

専門職連携総合演習 B・・・・・作業療法実習室（1）（2）（3） 

専門職連携総合演習 C・・・・・作業療法実習室（1）（2）（3） 

応用理学療法演習Ⅰ・・・・・・機能訓練室、基礎医学実習室、治療室

応用理学療法演習Ⅱ・・・・・・機能訓練室、基礎医学実習室、治療室

総合科目（作業療法総合科目）

専門職連携総合演習 A・・・・・作業療法実習室（1）（2）（3） 

専門職連携総合演習 B・・・・・作業療法実習室（1）（2）（3） 

専門職連携総合演習 C・・・・・作業療法実習室（1）（2）（3） 

応用作業療法演習Ⅰ・・・・・・作業療法実習室（1）（2）（3） 

応用作業療法演習Ⅱ・・・・・・作業療法実習室（1）（2）（3） 

それぞれ時間割を調整し、授業で各実習室がかぶらないように工夫し、教育研究上支障が

ないように配慮する。また放課後など学生が自主的に演習を行う場合は、鍵の管理のもと

各実習室の貸し出しを行う。

Ⅲ．教育上必要となる機械器具等の現況と整備計画（＊１５資料）

健康科学部リハビリテーション学科に教育上必要な機械器具、標本模型について、106 種、

750 点を整備してあるので、既設転用して対応する。 

 整備する機械器具等は、理学療法学専攻は既設転用を中心で一部を購入し、作業療法学専攻

については、新規に設置していく。教具については、理学療法士作業療法士学校養成施設指

定規則に従って整備した結果、各専攻別の内容は下記の通りとなる。

機械器具備品 既設転用： 750 点、 新規：2,739 点（令和 2 年度中に整備） 

合計 3,489 点 内訳 理学療法専攻教具 239 点 

作業療法専攻教具 320 点 

理学療法作業療法共通教具 648 点 

共通の校具備品 2,282 点 

（教具の内容については、リストを別紙で追加）

標本模型 既設転用：24 種 36 点 、新規：0 種 0 点 （令和 2 年度中に整備）

（上記理学療法作業療法共通教具に含まれる） 

 なお、授業で使用する機械・器具の劣化・破損は、事故につながるものであるため、使用前

後の点検確認を行う。

 既設転用の機械器具・標本模型については、耐用年数などにも配慮し、厳密に点検確認を行

う。
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Ⅳ．図書等の資料及び図書館の整備計画 

 1．図書館施設 

図書館は、令和 2 年度中に整備する校舎部分の１階に整備し、図書等を整備充実してい

く。 

・図書館（面積 457.20 ㎡） 

・閲覧席 80 席（収容定員：320 人の 25％） 

・蔵書検索のためのパソコン等設置 

・図書管理システム導入 

 

 他館との協力体制については、蔵書検索システム WebOPAC で全国の大学図書館、各研究機

関などと相互協力を行い、迅速な資料提供を行う体制を早期に整える。 

  

 

2．図書等の資料の整備計画 

理学療法士及び作業療法士を養成する大学として必要な図書・雑誌等の学術資料の整備

を進めていく。図書は、専門学校和歌山国際厚生学院の蔵書を引き継ぐため、今後はカリ

キュラムに沿った整備をすすめ、充実させていく。 

 〇専門学校の蔵書を専門職大学に引き継ぐ図書等 

1）蔵書数 ：6,285 冊 

（内訳）一般図書 ：830 冊 

専門図書 ：5,455 冊（うち外国図書 693 冊） 

内訳 理学療法学専門図書 1,811 冊 

作業療法学専門図書   0 冊 

共通専門図書 3,644 冊 

2）学術雑誌 ：134 種類（うち外国雑誌 5 種類） 

3）電子ジャーナル ：1 種類 

 〇令和 2 年度中に新規に整備する図書は次のとおり。 

専門図書 ：300 冊（うち外国図書 33 冊）、電子ジャーナル 8 種類、 

データベース 2 種類 

内訳 理学療法学専門図書  92 冊 

作業療法学専門図書  136 冊 

共通専攻図書     72 冊 

このため、開設前年度（令和 2 年度）までに、6,585 冊（うち外国図書 726 冊）の蔵書とな

る。 

 

1）図書等の整備 

学年進行に合わせて専門図書及び各関連分野の共通図書を整備していく。カリキュラ

ムに沿って下表により、段階的に整備する。 
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区分 開設前年度 開設年度 2 年次 3 年次 4 年次 合計 

理学療法学 

専門図書 
92 冊 5 冊 20 冊 39 冊 59 冊 215 冊 

作業療法学 

専門図書 
136 冊 405 冊 389 冊 389 冊 172 冊 1,491 冊 

共通 

専門図書 
72 冊 12 冊 16 冊 16 冊 11 冊 127 冊 

（内 外国図

書） 
(33 冊) (10 冊) (10 冊) (10 冊) (0 冊) (63 冊) 

合  計 300 冊 422 冊 425 冊 444 冊 242 冊 1,833 冊 

 

 〇完成年度の図書は次のとおりとする。 

         一般図書      ：830 冊 

専門図書   ：7,288 冊（うち外国図書 756 冊） 

電子ジャーナル９種類 

データベース２種類、学術雑誌 134 種類（うち外国雑誌 5 種類） 

内訳 理学療法学専門図書 2,026 冊 

作業療法学専門図書 1,491 冊 

共通専門図書    3,771 冊 

     情報を収集する仕組みとして、幅広い学術文献の検索を可能とするため、データベ

ースとして医学中央雑誌 Web、メディカルオンラインを採用している。これと、蔵書

検索システム WebOPAC により、迅速な資料提供を受けられるようにしていく。 
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第 9 入学者選抜の概要 

Ⅰ．入学者選抜の指針及びアドミッション・ポリシー 

本学は、厚生（医療、保健、福祉）におけるリハビリテーションの総合的な教育研究の充実・

発展に貢献することを目標に、深く人を理解し、高度の専門知識と技術をもって、厚生チーム

の一員として対象者や地域・社会の多様なニーズに応えて活躍したいと志望している人を選抜

することを目的とする。 

健康科学部 アドミッション・ポリシー（AP） 

 

AP1 本学の建学の理念を深く理解している人 

AP2 本学を修了する為に必要な基礎学力を有する人 

AP3 社会に共生する人間としての自覚を有し自律的に行動出来る人 

AP4 他者を思いやることが出来、他者と協調し協働できる人 

AP5 地域に暮らしている人々の豊かな生活実現に向けて、強い目的意識と情熱を持ち続け

られる人 

 

AP1 に関しては、DP2「保健医療福祉分野の発展・向上に寄与する高度な専門知識・技能およ

び実践力を身につけていること」と DP5「地域社会への貢献を視野に入れ、リハビリテーショ

ンの多様なニーズに応える探究心や研究心を身につけていること」を達成するための能力とな

る。また本学の建学の精神でもあり、主体性を持って、和歌山のために貢献する礎となる。 

AP2 に関して、DP1 の「医療分野における高い倫理観を有し、幅広い一般教養を身につけて

いること。」を達成するための基礎能力となる。専門職大学では幅広い知識を学習するため、

自己学習能力が必要となる。 

AP3 に関して、DP3 の「理学療法および作業療法に関わる関連職種や多職種と連携・協調し、

リハビリテーション専門職分野における新たなサービスの創造に向けて柔軟な発想を有し、意

欲的に取り組む能力を身につけていること。」を達成するための基盤となる。特に多職種連携

や協調については社会に共生する人間としての自覚を有する必要がある。 

AP4 に関しては、DP1 の「医療分野における高い倫理観を有し、幅広い一般教養を身につけ

ていること」と DP3 の「理学療法および作業療法に関わる関連職種や多職種と連携・協調し、

リハビリテーション専門職分野における新たなサービスの創造に向けて柔軟な発想を有し、意

欲的に取り組む能力を身につけていること」を達成するための能力である。医療分野において

は、高い倫理観と協調性が必要であり、そのためには表現力等も重要であり、入学前に有する

べきであると考える。 

AP5 に関して DP5「地域社会への貢献を視野に入れ、リハビリテーションの多様なニーズに

応える探究心や研究心を身につけていること。」を達成するための資質である。主体性を持っ

て地域社会のかかわり方を研鑽するための重要な要素である。 

 

また、各専攻のアドミッション・ポリシーを下記に示す。 
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リハビリテーション学科理学療法学専攻 アドミッション・ポリシー（AP） 

 

AP1 理学療法士を強く志し、建学の理念を理解している人 

AP2 本学を修了する為に必要な基礎学力を有する人 

AP3 社会に共生する人間としての自覚を有し自律的に行動出来る人 

AP4 他者を思いやることが出来、他者と協調し協働できる人 

AP5 地域に暮らしている人々の豊かな生活実現に向けて、強い目的意識と情熱を持ち続け 

られる人 

 

リハビリテーション学科作業療法学専攻 アドミッション・ポリシー（AP） 

 

AP1 作業療法士を強く志し、建学の理念を理解している人 

AP2 本学を修了する為に必要な基礎学力を有する人 

AP3 社会に共生する人間としての自覚を有し自律的に行動出来る人 

AP4 他者を思いやることが出来、他者と協調し協働できる人 

AP5 地域に暮らしている人々の豊かな生活実現に向けて、強い目的意識と情熱を持ち続け

られる人 

 

 

Ⅱ．入学試験受験資格 

入学試験受験資格は各専攻とも以下のとおりである。 

1．高等学校又は中等教育学校を卒業した者、及び卒業見込みの者 

2．通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者、及び修了見込みの者 

3．外国において、学校教育における 12 年の学校教育を修了した者又はこれに準ずるもの

で文部科学大臣の指定したもの 

4．文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在学教育施設

の当該課程を修了した者、及び修了見込みの者 

5．専修学校の高等課程（修業年限が 3 年以上であること、その他の文部科学大臣が定める

基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定め

る日以後に修了した者 

6．文部科学大臣の指定した者 

7．高等学校卒業程度認定試験規程による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程

による大学入学資格検定に合格した者を含む。） 

8．本学において、個別の入学試験審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力が

あると認めた者で、18 歳に達したもの 
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Ⅲ．入試区分と募集定員 

大きく分けて （１）一般選抜、（２）学校推薦型選抜、（３）社会人選抜、（４）総合型選

抜の 4 区分を設定する。 

 

 （１）一般選抜（Ⅰ－Ⅲ期選抜及び専門高校選抜）：各専攻 定員 10 人 

 次のいずれかに該当する者 

① 高等学校（専門高校入試の場合、専門高等学校）又は中等教育学校を卒業した

者、及び卒業見込みの者 

② 通常の課程による 12 年の学校教育（専門高校入試の場合、専門高等学校）を修

了した者、及び修了見込みの者 

③ 学校教育法施行規則第 150 条の規定により高等学校（専門高校入試の場合、専

門高等学校）を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者及び入学年

度の前年度 3 月末までにこれに該当する見込みの者 

④ 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校（専門高校入試の場合、

専門高等学校）を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、入学年度

の 4 月 1 日現在 18 歳に達したもの 

（目的および合否判断） 

アドミッション・ポリシーに基づいて、大学の授業を理解する基礎学力とともに

本学の教育課程を学修するに足る資質・能力を有する者を入学させることを目的に、

入試において、国語・英語の２科目を必修および数学ⅠＡ・物理Ⅰ・化学Ⅰ・生物

Ⅰから１科目選択の合計３科目並びに面接、専門高校は、国語・英語から１科目選

択および数学ⅠＡ・物理Ⅰ・化学Ⅰ・生物Ⅰから１科目選択の合計２科目並びに面

接から学力を総合判定する。 

加えて、面接において、リハビリテーションの分野で、人々の豊かな生活の実現

に向けて強い意欲と情熱を持ち続けられるか否か判定した上で、受け入れ学生を決

定することを目的とする。 

 

 

（２）学校推薦型選抜（指定校、学校長、専門高校・総合学科卒業生対象） 

：各専攻 定員 20 人 

【学校推薦型選抜】和歌山県内、大阪府南部の高等学校を中心に指定校を選定する。 

（受験資格） ① 学業人物とも優秀であり、出身高等学校長より推薦された入学年度の

前年度 3 月に卒業見込みの者 

 ② 調査書の評定平均値が本学指定以上の者 

 ③ 合格した場合は必ず入学する者 

（目的および合否判定） 

本学と信頼関係のある県内の高等学校を中心とした各学校を指定校に選定し、出

身学校長から推薦された者で、調査書の評定平均値が本学の指定以上を有する者を
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対象に、医療分野と福祉・保健への興味・関心、健康を科学的に考え、究明する意

欲や向上心等について 60 分 800 字程度の小論文および面接を課して、総合的に受

け入れ学生を決定する。 

 

（３）社会人選抜：各専攻 定員若干名 

  ※ただし、（２）の一般選抜の定員の中に含む 

＜社会人の定義＞ 

次の①に該当する者で、なおかつ②または③に該当する者 

① 入学年度の 4 月 1 日現在満 23 歳以上で、かつ、1 年以上の社会経験のある者（主

婦、家事手伝い、アルバイトなども可） 

② 高等学校を卒業した者または学校教育法施行規則第 150 条の規定により高等学

校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者 

③ 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上

の学力があると認めた者 

（目的および合否判定） 

社会人の定義で定められた者で、社会において一定の職業に従事する中で、健康

はじめ医療、福祉・保健等の大切さに気づき、リハビリテーションに興味・関心を

抱いた者を対象に、次の試験科目を課す。 

アドミッション・ポリシーの理念を踏まえ、「健康寿命の延伸にかかる自然およ

び社会環境、食糧、医薬等」の各分野における具体的な課題について 60 分 800 字

の小論文および社会人として他者と協調・協働できる一般教養試験、医療人として

地域・社会に貢献への目的意識等についての面接および調査書内容を総合的に判断

し受け入れ学生を個別に決定する。 

 

（４）総合型選抜：各専攻 定員 10 人 

合格した場合は必ず入学する意思のある者で、次の何れかに該当する者 

① 高等学校又は中等教育学校を卒業した者、及び卒業見込みの者 

② 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者、及び終了見込みの者 

③ 学校教育法施行規則第 150 条の規定により高等学校を卒業した者と同等以上の

学力があると認められる者及び入学年度の前年度末までにこれに該当する見込

みの者 

④ 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上

の学力があると認められる者で、入学年度の 4 月 1 日現在 18 歳に達したもの 

（目的および合否判定） 

上記に定められた開設 2 年目以降における総合型選抜出願資格を有する者で、リ

ハビリテーション分野を通して医療・福祉の充実・発展、人々の健康寿命延伸に寄

与したいと希望している者を対象に、他者との協調・協働について適正検査を行い、

面接および調査書内容を総合的に判断し受け入れ学生を個別に決定する。 
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（５）募集定員 

＊社会人選抜の募集定員の若干名は一般入試の定員に含まれる。 

 

（６）外国籍の入学希望者の取り扱い 

 外国籍を有する入学希望者については、別途定める規定に則り取り扱う 

 

Ⅳ．入学試験科目等 

（１）一般選抜 

① Ⅰ－Ⅲ期入試：国語（古文、漢文を除く）、コミュ英Ⅰの２科目必修及び数学Ⅰ、物理

基礎、化学基礎、生物基礎から 1 科目選択の計３科目並びに面接 

② 専門高校入試：国語（古文、漢文を除く）、コミュ英Ⅰの２科目必修及び数学Ⅰ、物理

基礎、化学基礎、生物基礎から 1 科目選択の計３科目並びに面接 

 

（２）学校推薦型選抜 

小論文と面接及び調査書 

 

（３）社会人選抜 

小論文、面接及び調査書 

 

（４）総合型選抜 

小論文、書類審査、面接及び活動検査 

 

Ⅴ．合否判定 

試験区分 合 否 判 定 

・一般選抜 

（Ⅰ－Ⅲ期入試） 

（専門高校入試） 

科目試験と面接結果を点数化し成績上位

者順に合格者を決定する。 

・学校推薦型選抜 

調査書内容を中心に小論文及び面接の結

果を点数化したものを総合的に判断し、

合否を判定する。 

・社会人選抜 

小論文及び面接の結果を点数化したもの

と調査書内容を総合的に判断し、合否を

判定する。 

・総合型選抜 

小論文、活動検査及び面接の結果を点数

化したものと調査書内容を総合的に判断

し、合否を判定する。 

 入学定員 学校推薦型選抜 総合型選抜 一般選抜 社会人選抜 

理学療法学専攻 40 人 20 人 10 人 10 人 若干名 

作業療法学専攻 40 人 20 人 10 人 10 人 若干名 
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Ⅵ．入試及び募集要項の広報活動 

和歌山県中心に周辺の他府県から広く人材を集めるため、高校訪問を中心にしながらも進学

雑誌、進学説明会、オープンキャンパス（年 8 回程度開催）で、またラジオ・新聞等のメディ

ア、ホームページを使い積極的に広報活動を展開し、認知度を高めていく。 

 1．和歌山県の全域へ高校訪問：入試広報委員を中心に和歌山県の高校を訪問し、進路担当

者へ詳細な説明を実施する。 

 2．大学案内・学園報・募集要項・オープンキャンパスポスター等の配布 

毎年 5 月以降に和歌山県の高校及び要項請求者へこれらの資料を送付し、また、高校訪

問時やオープンキャンパス参加者へこれらの資料を配布するなど認知度アップに努める。 

 3．地元和歌山新報、ニュース和歌山を中心に年数回新聞広告を掲載する。 

 4．和歌山県で開催される業者主催の進路説明会に積極的に参加し、また近隣地区で実施さ

れる高校内ガイダンスには、全会場に参加して説明に当たる。 

 5．インターネット上で本学のホームページを、また業者の Web サイト上にも本学の情報を

掲載する。 
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第 10 取得可能な資格 

 Ⅰ．リハビリテーション学科を履修すると理学療法士、作業療法士各々国家試験受験資格を

得る。 

 Ⅱ．福祉住環境コーディネーター２級に対応した授業の実施、資格試験の案内。 
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第 11 臨地実務実習の具体的計画 

Ⅰ．臨地実務実習の目的及び概要 

本校では、診療参加型臨床実習を採用する。診療参加型臨床実習の主旨は、学生が診療チー

ムに参加し、その一員として診療業務を分担しながら理学療法士及び作業療法士の職業的な知

識・思考法・技能・態度の基本的な部分を学ぶことにある。臨床実習では学内教育で修得した

知識や技術について、学内教育では経験し得ない臨床の場で自ら実施することを通して、より

一層の理解を深め、技術修得を図る教育機会の場であると考える。「知っている」「理解してい

る」という知識や技術の段階から、「使う」「実践できる」というコンピテンシーとしての修得

を図ることが必要であると考える。 

また、理学療法実践に不可欠な資質・態度についても修得することも求めている。実習生は、

臨床実習を通じて、専門職としての役割や責務を果たす能力、チ－ム内で連携をとるためのコ

ミュニケ－ション能力を修得していくことになる。したがって、理学療法の実践能力を培うに

は、実習は極めて重要である。本校の診療参加型実習は、認知的徒弟制と正統的周辺参加を学

習理論に据えた「見学 模倣 実施」という診療参加過程での実践指導を基盤にし、指導者は学

生に対して、対象者の全情報と指導者の考えや方針を全て開示して共有することから始まる。

その上で、学生には実施可能な項目の指導を、計画的・意図的・継続的に進めている。実習で

は、実習地のスタッフの一員として迎え入れ、共に考え、共に悩み、共に喜び、理学療法の面

白さを共感できるような配慮が必要である。また、臨床実習教育を学内教育の体験学習である。

そこで、臨床実習の指導方法は、学内教育内容と関連した内容であることが大切であり、学内

教育では、１年次に医療人としての心構えの形成。２年次には専門基礎の学習と理学療法・作

業療法評価学の一部の習得。３年次には専門分野である理学療法・作業療法評価法と理学療

法・作業療法治療学の一部の習得。４年次に理学療法・作業療法治療学を習得するようにして

いる。１年次から４年次にかけ、継続的な臨地実務実習を行えるよう、患者さんへのかかわり

方から適切な問診から専門的評価、動作分析による具体的な問題点の抽出、それに対する治療

プログラムの立案、実施の過程を段階的に重視して指導している。具体的な内容は下記の 4つ

とした。 

 

1 理学療法・作業療法の対象者との関係性構築 

対象者を尊重し、共感的態度をもって、より良い・善い人間関係を構築できること。 

 

2 チーム内での多職種との関係性および理学療法士・作業療法士としての役割の理解 

職場における理学療法士・作業療法士の役割と責任について理解し、その一員としての自覚

のある言動をとることができる。 

 

3 理学療法及び作業療法プロセスの理解 

実習生の見学・模倣に際して、理学療法・作業療法の流れを理解するとともに、臨床内容の

意義を理解した言動をとることが求められる。認知スキルについては、状況に応じて自らの考

えを模倣的に発する経験を積めるようにすることを目標とし、そのためには、まず、チーム職
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種の考え、行動を理解することを求める。 

 

4 対象者に対する理学療法・作業療法の実践 

臨床実習指導者の監督・指導の下で実施すべき基本的な理学療法及び作業療法をと実施する。 

 

 

学年別、体形的な履修概要（下図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 各専攻の学修の積み上げによる体系的な履修概要 

 

1 理学療法・作業療法の対象者との関係性構築 

1 年次（見学実習）：理学療法士、作業療法士の治療場面など、実際に対象者の関わる場面

を見学し、関係性の構築を学ぶ。 

2 年次（体験実習）：理学療法士、作業療法士と共同参加にて、対象者と問診、授業で履修

している理学・作業療法評価を行い、関係性の構築を体験する。 

 

2 チーム内での多職種との関係性および理学療法士・作業療法士としての役割の理解 

1 年次（見学実習）：理学療法士、作業療法士の現場を見学し、多職種との関係を学ぶ。 

2 年次（体験実習）：ケースカンファレンス等、実際に行われる多職種との連携している場

面に参加する。 

3 年次（評価実習）：理学療法士、作業療法士監視のもと、多職種への情報収集を行う。 

 

1年生（見学実習） 2年生（体験実習） 3年生（評価実習） 4年生（総合実習）

1 理学療法・作業療法の対象者との

関係性構築

2 チーム内での多職種との関係性および理学療法士・

作業療法士としての役割の理解

3 理学療法及び作業療法プロセスの理解

4 対象者に対する理学療法・作業療法の

実践
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3 理学療法及び作業療法プロセスの理解 

2 年次（体験実習）：理学療法士、作業療法士の情報収集に始まり、治療に至るまでのプロ

セスを体験を通じて理解する。 

3 年次（評価実習）：理学療法及び作業療法の情報収集から評価に至るまでを、実習指導者

と協同参加にてプロセスを学ぶ。 

4 年次（総合実習）：理学療法及び作業療法の情報収集から治療に至るまでを、実習指導者

と協同参加にてプロセスを学ぶ。 

 

4 対象者に対する理学療法・作業療法の実践 

3 年次（評価実習）：理学療法及び作業療法の情報収集から評価に至るまでを、実習指導者

監視のもと実践する。 

4 年次（総合実習）：理学療法及び作業療法の情報収集から治療に至るまでを、実習指導者

監視のもと実践する。 

 

各専攻の学修の積み上げによる体系的な履修概要をもって、理学療法学専攻のディプロマ・

ポリシー「保健医療福祉および関連分野の発展・向上に寄与する理学療法士として、健康の増

進及び運動機能の回復と疾病・障害の予防を実践する高度な専門知識・技能および実践力を身

につけていること。」、作業療法学専攻のディプロマ・ポリシー「医療、保健、福祉、その他関

連領域の発展・向上に寄与する作業療法士として、作業に基づいた治療・指導・援助と生きが

いを支援できる高度な専門知識・技能および実践力を身につけていること。」に対応する。 

 

 

〇 理学療法学専攻 

1 年次： 

 【授業科目】理学療法見学実習 

 【単位数】 1単位 

 【実習時期】８月下旬から１週間 

【実習目的】医療人としての接遇・態度を身につけること、そして理学療法の対象となる人

や疾患像を明確にすること、理学療法における施設特性を理解することである。

実習内容は、臨床実習指導者の指導の下で、理学療法過程と対象者の関わり方

を見学する。また、その施設の関連職種の業務や患者・利用者への関わり方の

違いやチームアプローチについて理解する。その経験内容は日々の課題として

蓄積していくように進める。 

【実習施設】病院又は診療所 

【学生数】 1施設に対し 2～4名 

【教員実習訪問】 なし 
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【成績評価】臨床実習終了時、総合評価における成績判定（優、良、可、不可）は原則、本

学がおこなう。実習指導者による本学規定の臨床実習報告書、実習中レポート、

終了後まとめレポート及び発表会にて行う。 

 

2 年次：  

 【授業科目】理学療法体験実習 

 【単位数】  2 単位   

 【実習時期】8 月下旬から 2 週間 

【実習目的】学内外で学んだ内容を活かし、臨床実習指導者の指導の下で、見学と対象者と

の会話等においての体験を行う。また、チームの一員として問診、授業で履修

している理学療法評価を共同参加により理学療法過程を体験する。その経験内

容は日々の課題として蓄積していくように進める。その内の 1 週間は、通所リ

ハビリテーション又は訪問リハビリテーションにおいて行う（1単位）。 

【実習施設】前半 通所リハビリテーション又は訪問リハビリテーション施設 

後半 病院又は診療所 

【学生数】 前半 1施設に対し 10名 

      後半 1施設に対し 2～3 名 

【教員実習訪問】 なし 

【成績評価】臨床実習終了時、総合評価における成績判定（優、良、可、不可）は原則、本

学がおこなう。実習指導者による本学規定の臨床実習報告書、実習中レポート、

終了後まとめレポート及び発表会にて行う。 

 

３年次： 

 【授業科目】理学療法評価実習 

 【単位数】 4単位 

 【実習時期】8月下旬から 4週間 

【実習目的】学内で学んだ各種理学療法評価とその考え方をベースにし、理学療法における

臨床思考過程を学ぶこととする。特に、理学療法評価後の目標設定や治療プロ

グラムの立案にあたっては臨床実習指導者の思考過程を具体的に提示しても

らうなかで理解を進める。実習内容は、臨床実習指導者の下で体験学習を中心

として、理学療法対象者への評価の実施方法や考え方を学んでいくこととする。

また、実習半ばに学生の中間評価を設け、学生と指導者とともに振り返りと以

降の課題を共有できるようにする。 

【実習施設】病院又は診療所もしくは介護老人保健施設 

【学生数】 1施設に対し 1～2名 

【教員実習訪問】 教授 3名、准教授 1名、講師 2名、助手 1 名 
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【成績評価】臨床実習終了時、総合評価における成績判定（優、良、可、不可）は原則、本

学がおこなう。 

実習生の技術等に関して、評価実習前に実技試験等による評価を行い、直接

患者に接するに当たり、総合的知識及び基本的技能・態度を備えていること

を確認し、その評価を踏まえた教育を臨床実習施設で行い、その判定を臨床

実習後の評価等で行うこと目的としている。 

 成績判定の資料として本学の評定表に加え、臨床実習報告書、臨床実習経

験表、凝縮ポートフォリオを参考に、実習後発表会及び口頭試問にて判定す

る。 

 

４年次①： 

【授業科目】理学療法総合臨床実習 1 回目  

【単位数】 16 単位中 8単位 

【実習時期】 1回目 6 月下旬から 9 週間 

【実習目的】理学療法における評価・治療を含む一連のプロセスを踏まえた臨床思考過程と

実践方法を学ぶこととする。実習内容として、臨床実習指導者の下で、診療参

加型の体験学習を中心として、理学療法対象者への評価介入の一連の実施方法

や考え方を学んでいくこととする。また、実習半ばに学生の中間評価を設け、

学生と指導者とともに振り返りと以降の課題を共有できるようにする。最終的

な評価方法は情意面・知識面・技術面として実習施設と検討の上で決定してい

く。 

【実習施設】病院又は診療所 

【学生数】 1施設に対し 1～2名  

【教員実習訪問】 教授 3名、准教授 1名、講師 2名、助教 1 名 

 

 

 

 

 

 

担当人数 1週目 2週目 3週目 4週目 5週目

松永秀俊 6

吉崎邦夫 5

鍵井一浩 4

栗川幹雄 6

松井有史 7

河西紀秀 6

福井直樹 6

理学療法評価実習
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４年次②： 

【授業科目】理学療法総合臨床実習  2 回目 

【単位数】 16 単位中 8単位 

【実習時期】2回目 8 月下旬から 9 週間 

【実習目的】診療参加型臨床実習Ⅳを踏まえた臨床思考過程と実践方法を学ぶこととする。

実習内容として、臨床実習指導者の下で、診療参加型の体験学習を中心として、

理学療法対象者への評価で出た問題点に対し治療介入の一連の実施方法や考

え方を学んでいくこととする。また、実習半ばに学生の中間評価を設け、学生

と指導者とともに振り返りと以降の課題を共有できるようにする。最終的な評

価方法は情意面・知識面・技術面として実習施設と検討の上で決定していく。 

【実習施設】病院又は診療所 

【学生数】 1施設に対し 1～2名  

【教員実習訪問】 教授 3名、准教 1名、講師 2 名、助教 1名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【成績評価】臨床実習終了時、総合評価における成績判定（優、良、可、不可）は原則、本

学がおこなう。 

成績判定の資料として本学の評定表に加え、臨床実習報告書、臨床実習

経験表、凝縮ポートフォリオを参考に、実習後発表会及び実習前後 OSCE に

て判定する。 

 

 

 

担当人数 1週目 2週目 3週目 4週目 5週目 6週目 7週目 8週目 9週目

松永秀俊 6

吉崎邦夫 5

鍵井一浩 5

栗川幹雄 6

松井有史 5

河西紀秀 7

福井直樹 6

理学療法臨床総合実習

担当人数 1週目 2週目 3週目 4週目 5週目 6週目 7週目 8週目 9週目

松永秀俊 6

吉崎邦夫 5

鍵井一浩 5

栗川幹雄 6

松井有史 5

河西紀秀 7

福井直樹 6

理学療法臨床総合実習



85 
 

〇 作業療法学専攻 

1 年次： 

 【授業科目】作業療法見学実習 

 【単位数】 1単位 

 【実習時期】８月下旬から１週間 

【実習目的】医療人としての接遇・態度を身につけること、そして作業療法の対象となる人

や疾患像を明確にすること、作業療法における施設特性を理解することである。

実習内容は、臨床実習指導者の指導の下で、作業療法過程と対象者の関わり方

を見学する。また、その施設の関連職種の業務や患者・利用者への関わり方の

違いやチームアプローチについて理解する。その経験内容は日々の課題として

蓄積していくように進める。 

【実習施設】病院又は診療所 

【学生数】 1施設に対し 2～4名 

【教員実習訪問】 なし 

【成績評価】臨床実習終了時、総合評価における成績判定（優、良、可、不可）は原則、本

学がおこなう。実習指導者による本学規定の臨床実習報告書、実習中レポート、

終了後まとめレポート及び発表会にて行う。 

 

2 年次：  

 【授業科目】作業療法体験実習 

 【単位数】 前半 2 単位    

 【実習時期】8 月下旬から 2 週間 

【実習目的】学内外で学んだ内容を活かし、臨床実習指導者の指導の下で、見学と対象者と

の会話等においての体験を行う。また、チームの一員として問診、授業で履修

している作業療法評価を共同参加により作業療法過程を体験する。その経験内

容は日々の課題として蓄積していくように進める。その内の 1 週間は、通所リ

ハビリテーション又は訪問リハビリテーションにおいて行う（1 単位）。 

【実習施設】前半 通所リハビリテーション又は訪問リハビリテーション施設 

後半 病院又は診療所 

【学生数】 前半 1 施設に対し 6 名 

      後半 1 施設に対し 2～3 名 

【教員実習訪問】 なし 

【成績評価】臨床実習終了時、総合評価における成績判定（優、良、可、不可）は原則、本

学がおこなう。実習指導者による本学規定の臨床実習報告書、実習中レポート、

終了後まとめレポート及び発表会にて行う。 

 

３年次： 

 【授業科目】作業療法評価実習 
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 【単位数】 4単位 

 【実習時期】8月下旬から 4週間 

【実習目的】学内で学んだ各種理学療法・作業療法評価とその考え方をベースにし、作業療

法における臨床思考過程を学ぶこととする。特に、作業療法評価後の目標設定

や治療プログラムの立案にあたっては臨床実習指導者の思考過程を具体的に

提示してもらうなかで理解を進める。実習内容は、臨床実習指導者の下で体験

学習を中心として、作業療法対象者への評価の実施方法や考え方を学んでいく

こととする。また、実習半ばに学生の中間評価を設け、学生と指導者とともに

振り返りと以降の課題を共有できるようにする。 

【実習施設】病院又は診療所もしくは介護老人保健施設 

【学生数】 1施設に対し 1～2名 

【教員実習訪問】 教授 2名、准教 3名、講師 2 名、助教 1名 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

【成績評価】臨床実習終了時、総合評価における成績判定（優、良、可、不可）は原則、本

学がおこなう。 

実習生の技術等に関して、実習前に実技試験等による評価を行い、直接患者に

接するに当たり、総合的知識及び基本的技能・態度を備えていることを確認し、

その評価を踏まえた教育を臨床実習施設で行い、その判定を臨床実習後の評価

等で行うこと目的としている。 

 成績判定の資料として本学の評定表に加え、臨床実習報告書、臨床実習経験

表、凝縮ポートフォリオを参考に、実習後発表会及び口頭試問にて判定する。 

 

４年次①： 

【授業科目】作業療法総合臨床実習（1 回目） 

【単位数】 16 単位中 8単位 

【実習時期】1回目 6 月下旬から 9 週間 

【実習目的】作業療法における評価・治療を含む一連のプロセスを踏まえた臨床思考過程と

実践方法を学ぶこととする。実習内容として、臨床実習指導者の下で、診療参

加型の体験学習を中心として、作業療法対象者への評価介入の一連の実施方法

や考え方を学んでいくこととする。また、実習半ばに学生の中間評価を設け、

担当人数 1週目 2週目 3週目 4週目 5週目

長辻永喜 5

幸福秀和 5

井口知也 5

川　雅弘 5

小島徹也 5

石渡香住 5

山田隆人 5

大松慶子 5

作業療法評価実習
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学生と指導者とともに振り返りと以降の課題を共有できるようにする。最終的

な評価方法は情意面・知識面・技術面として実習施設と検討の上で決定してい

く。 

【実習施設】病院又は診療所 

【学生数】 1施設に対し 1～2名  

【教員実習訪問】 教授 2名、准教 3名、講師 2 名、助教 1名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４年次②： 

【授業科目】作業療法総合臨床実習（2 回目） 

【単位数】 16 単位中 8単位 

【実習時期】2回目 8 月下旬から 9 週間 

【実習目的】診療参加型臨床実習Ⅳを踏まえた臨床思考過程と実践方法を学ぶこととする。

実習内容として、臨床実習指導者の下で、診療参加型の体験学習を中心として、

作業療法対象者への評価で出た問題点に対し治療介入の一連の実施方法や考

え方を学んでいくこととする。また、実習半ばに学生の中間評価を設け、学生

と指導者とともに振り返りと以降の課題を共有できるようにする。最終的な評

価方法は情意面・知識面・技術面として実習施設と検討の上で決定していく。 

【実習施設】病院又は診療所 

【学生数】 1施設に対し 1～2名  

【教員実習訪問】 教授 2名、准教 3名、講師 2 名、助教 1名 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当人数 1週目 2週目 3週目 4週目 5週目 6週目 7週目 8週目 9週目

長辻永喜 5

幸福秀和 5

井口知也 5

川　雅弘 5

小島徹也 5

石渡香住 5

山田隆人 5

大松慶子 5

作業療法臨床総合実習

担当人数 1週目 2週目 3週目 4週目 5週目 6週目 7週目 8週目 9週目

長辻永喜 5

幸福秀和 5

井口知也 5

川　雅弘 5

小島徹也 5

石渡香住 5

山田隆人 5

大松慶子 5

作業療法臨床総合実習
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【成績評価】臨床実習終了時、総合評価における成績判定（優、良、可、不可）は原則、本

学がおこなう。成績判定の資料として本学の評定表に加え、臨床実習報告書、

臨床実習経験表、凝縮ポートフォリオを参考に、実習後発表会及び実習前後

OSCE にて判定する。 
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和歌山リハビリテーション専門職大学 週間実習計画 

 

理学療法学専攻 

 

理学療法見学実習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理学療法体験実習 
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理学療法評価実習 
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理学療法総合臨床実習（1回目） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

理学療法総合臨床実習（1回目）前に実習前ＯＳＣＥを行う 
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理学療法総合臨床実習（2回目） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
理学療法総合臨床実習（2回目）後に実習後ＯＳＣＥを行う 
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作業療法学専攻 

 
作業療法見学実習 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
作業療法体験実習 
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作業療法評価実習 
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作業療法総合臨床実習（1回目） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

作業療法総合臨床実習（1回目）前に実習前ＯＳＣＥを行う 
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作業療法総合臨床実習（2回目） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

作業療法総合臨床実習（2回目）後に実習後ＯＳＣＥを行う 
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Ⅱ．実習先の確保の状況 

 全施設 105 件、うち病院 62 件、診療所 16 件、老健施設、福祉施設等 11 件、理学療法専攻

の実習地は 63 施設、作業療法士専攻の実習地は 42 施設となる。３施設以外すべて和歌山県内

での実習地であり、今後は県内県外を含め、拡大している予定である。 

 

Ⅲ．実習地の契約内容 

 各実習地においては本学と病院・施設との間で実習計画、実習期間、実習費、個人情報の保

護、機密情報の保護、実習中の事故及びその損害賠償、予防接種等を盛り込んだ覚書等を取り

交わす。特に危機管理に関しては、実習中の交通事故、医療事故感染症罹患、個人情報の漏え

い、ハラスメント等について、その防止及び発生時の連絡経路、対策本部の設置等を記載した

実習要項の中に含めて作成し、実習施設と指導教員、学生に配布し、管理体制を整備する。 

 

Ⅳ．実習水準の確保の方策 

 臨床経験５年以上の有資格者である臨床実習指導者が在籍する施設に対して実習契約を結

び、実習施設における指導体制の水準の確保をはかる。また、臨床実習指導者は厚生労働省が

指定した臨床実習指導者講習会（仮称）を受講したものを優先とし、実習水準の確保にあたる。 

各臨床実習の実施にあたっては、実習開始前に当該臨床実習に対応するオリエンテーション

を設定して、その後に行われる臨床実習にて、より良い学習が行われるよう、対応する。  

実習開始にあたっては、本学と病院・施設との間で実習計画、実習期間、実習費、個人情報

の保護、機密情報の保護、実習中の事故及びその損害賠償、予防接種等を盛り込んだ覚書等を

取り交わす。特に危機管理に関しては、実習中の交通事故、医療事故感染症罹患、個人情報の

漏えい、ハラスメント等について、その防止及び発生時の連絡経路、対策本部の設置等を記載

した実習要項を作成して、実習施設と指導教員、学生に配布し、管理体制を整備する。加えて、

実習中における各種傷害（感染事故含む）や各種賠償（個人情報漏えい、器物損壊等含む）に

ついては、全学生が適用対象となる保険契約を保険会社と締結し、想定されるあらゆる事故等

へ可能な限り対応する。  

各実習施設には、必要な経験年数を有する理学療法士または作業療法士が配置され、本学科

の教員（教授、准教授、講師、助教）は診療参加型臨床実習 I を除いた各実習期間中に実習先

を訪問し、巡回指導を行う。訪問による巡回指導は各実習施設につき原則として１回行い、さ

らに実習の進行状況や臨床実習指導者の要請に対応して随時再訪問することとする。また要請

があれば、臨床見学実習においても訪問による実習指導を行う。   

また、実習生受入を承諾している延 105 施設のうち、97.1％和歌山県内で比較的移動に負担の

かからない近隣を優先的に選択し、本学専任教員の負担軽減を図る。 

 

Ⅴ．実習先との連携体制 

実習施設との連携体制を維持するため、本学担当教員と実習指導者は綿密な連絡を取り合い、

学生指導及び臨床実習全般に関する調整を行う。  

臨床実習の教育効果を高め、本学と実習施設との相互協力体制を構築するため、実習指導者
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と本学担当教員が実習指導を含む全般について協議する場として、理学療法学専攻臨床実習指

導者会議及び作業療法学専攻実習指導者会議をそれぞれ年１回開催する。また、実習施設から

要請があれば、同会議をその都度開催する。  

本会議では主に次の事項について説明及び意見交換、実習施設及び実習指導者の要望聴取を

行う。  

 実習指導者会議の内容は以下の通りである。 

 1）今期 臨床評価実習および臨床総合実習の状況報告 

 2）来年度 臨床評価実習および臨床総合実習の概要説明 

 3）来年度 臨床評価実習および臨床総合実習の実習評価表の説明 

 4）臨床実習に関する質疑応答 

 5）来年度 新４年生臨床実習生について 

 6）臨床実習指導者と新４年生の面談 

 7）来年度年度 新３年生臨床実習生について 

 8）臨床実習指導者と新３年生の面談 

 9）意見交換 

 

実習巡回指導についても、実習施設と本学との情報交換、連携が十分はかれる体制をとる。

実習施設の巡回については、臨床見学実習を除き、実習中に１回、必要によりそれ以上の巡回

を予定している。また要請があれば、臨床見学実習においても訪問による実習指導を行う。教

員は、実習中の学生の相談に応じ、実習中の学習に関するサポートも行う。実習施設巡回では、

実習中の学生の課題や進捗状況を臨床実習指導者と共有し、臨床実習指導が円滑に進むよう臨

床実習指導者をサポートする。また、実習期間中、学生が抱える問題・課題などについては、

巡回時のみならず e-mail などを活用したタイムリーな指導・援助を行う。 

 

Ⅵ．実習前の準備状況（感染予防対策・保険等の加入状況） 

学生の臨床実習中における安全の確保は、大学、学生及び実習施設 、対象者、その他関係

者にとって重要なことである。このため、学生は、発生しやすい事故の例とその防止策、事故

が発生した場合の対応、感染症に対する認識とその予防策、感染した場合の対応などについて、

２年次前期の「チーム医療論」及び臨床実習前のセミナーで学習し、事故や感染症に対する適

正な対応を身につける。このほか、事故・感染等の防止と事故や感染症が発生した場合の対応

は下記の通り。 

 

実習時の事故の対応について 

 1．事故発生の報告と対応の流れ 

 1）実習中に事故が発生した場合は、落ち着いて速やかに臨床実習指導者に報告・連絡・

相談し、その判断を仰ぐ。 

 2）一時的な緊急対応が終了した時点で、原則として（※）学生本人が、速やかに学校（実

習担当教員もしくは担任）に事故が発生した旨を電話にて連絡する。なお、緊急性・
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重大性の高い事故については直ちに実習施設関係者に連絡し、指示を仰ぐ。 

 3）学生からの電話連絡を受けた後、直ちに学校側（実習担当教員もしくは担任）は臨床

実習指導者へ連絡し、事故に対しての対処方法について協議し、対応策を決定する。

状況により当校教員が実習施設に急行し対応に当たる。 

 4）学生は事故発生報告書（別紙参照）を臨床実習指導者に提出し、署名捺印を受ける。 

 5）実習終了後、学校に上記書類を提出する。 

 ※やむを得ない事情で、学生本人が事故発生の件について、学校へ電話連絡できない状

況の場合は、実習施設（臨床実習指導者）より学校へ電話連絡を依頼。 

 2．賠償責任について 

本校では「臨床実習」等で発生した事故に対応するため、全学生に学生保険の加入を義

務付けている。 

<補償内容> 

1）学校賠償責任保険 

① 身体障害てん補限度額：１名、１事故 １億円（免責金額なし） 

② 財物損壊てん補限度額：１事故・保険期間中 1,000 万円（免責金額 5,000 円） 

2）学生賠償責任保険 

①身体障害・財物損壊共通てん補限度額：１事故 300 万円（免責金額なし） 

3）学生傷害保険 

① 死亡後遺障害保険金額 ：853,000 円 

② 入院保険金日額 ：2,000 円 

③ 通院保険金日額 ：1,000 円 

 3．適用例 

1）学生が実習中誤って患者様に怪我を負わせ、患者様から賠償請求を受けた場合など 

2）学生が実習中誤って備品を破損させ、実習施設から賠償請求を受けた場合など  

3）学生が通学途中に自転車で人に衝突し、怪我を負わせた場合など 

4）学生が通学途中でバイクにはねられ怪我をした場合など 

 

Ⅶ．成績評価体制及び単位認定方法 

1）臨床実習報告書 

臨床実習の成績評価は、臨床実習指導者からの評価と本学専任教員からの評価を総合して

臨床実習成績とする。臨床実習指導者の評価は１年次の診療参加型臨床実習Ⅰでは情意面の

「態度」「意欲・関心」の２項目。２年次の診療参加型臨床実習Ⅱでは１年次の項目に加え、

知識および技術領域の「基本情報把握」「検査測定技術」の２項目。３年次の診療参加型臨

床実習Ⅲでは、１・２年次の評価に加え、評価技術より「動作観察・分析」「統合と解釈」

の２項目。４年次の診療参加型臨床実習Ⅳ及びⅤは１～３年次に加え治療技術より「理療プ

ログラムの立案」「治療実施と検証」の２項目の構成とし、それぞれの項目で合格基準（60 点）

とし、総合の平均を臨床実習指導者の評価とする。各項目は細分化されそれぞれの目標にあ

わせた小項目を作成し、小項目の評価として A・B・C・D・F の５段階とした。A は 95 点。
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B は 85 点。C は 75 点。D は 65 点。F は 35 点とする。臨床実習への出席と課題提出が守

られていることは、臨床実習が最低限円滑に運営されていると判断できると考えている。ま

た、臨床実習指導者が合格基準に満たないとする学生の成績評価は、臨床実習指導者だけで

判断するのではなく、施設担当教員と協議して評価の妥当性もあわせて判断する。単位認定

基準は、前述した臨床実習評価とするために、臨床実習評価で不合格と判断する場合は厳密

に行うこととする。 

また本学では、実習評価は、出席表ならびに評価表を加味し、また、実習の評価結果は、

出席表と臨床実習報告書に基づき各学生が学んだ領域での客観的臨床能試験（Objective 

Structured Clinical Examination，OSCE）を 4 年次の理学・作業療法総合臨床実習前後 2

回実施し、学習効果判定を行う。その評価結果につきましては担当施設にご連絡するとして

おり、より学習効果を明確にできるよう配慮している。 

 

2）客観的臨床能試験 

● 客観的臨床能力試験 Objective Structured Clinical Examination（OSCE） 

１．ステーション数と課題 

  ステーション数は下記の 2 か所とする。 

① 脳血管障害リハビリテーション  

課題 

ⅰ 患者設定（90 パターン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ 課題内容 

 教員は「患者名」「患者年齢」「診断名」「病期」「問題点（動作）」を伝える 

 学生は 5 分問診、15 分動作観察、評価、5 分問題点についてディスカッションの時

間配置において実施する。 
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② 運動器リハビリテーション  

  課題 

  ⅰ 患者設定（4 パターン） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ 課題内容 

 教員は「患者名」「患者年齢」「診断名」「病期」「問題点（動作）」を伝える 

 学生は 5 分問診、15 分動作観察、評価、5 分問題点についてディスカッションの時

間配置において実施する。 

 

  患者役は理学療法学専攻学生の場合は作業療法学専攻の専任教員、作業療法学専攻学生の

場合は理学療法学専攻の専任教員が務める。 

 

2．ＯＳＣＥの工程 

  受験者は①→②もしくは②→①の順番にステーションを回る。タイムキーパーの合図で提

示された課題について実技を開始し、次の合図で終了して、直ちに次のステーションに移動

する。 
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テストの時間設計 

  2 名の受験者が各ステーションに入り、25 分間（5 分間質疑応答含む）の OSCE を実施す

る。ステーション間の移動は 5 分とする。2 名の受験者が 2 か所のステーションを回り終え

る時間は、25 分×2 ステーション＋5 分移動時間＝55 分とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．評価の方法と内容 

① 実習前 OSCE 評価 

受験者は行動（技術と態度）を評価者が評定尺度を用いて測定する。（各ｽﾃｰｼｮﾝ 50 点満点） 

  １）患者さんとコミュニケーションする能力   7 点 

  ２）患者さんに検査測定について説明する能力  7 点 

  ３）検査測定を選択・実施する能力  8 点 

時刻 名前 時刻 名前

学生　１ 学生　21

学生　２ 学生　22

学生　３ 学生　23

学生　４ 学生　24

学生　５ 学生　25

学生　６ 学生　26

学生　７ 学生　27

学生　８ 学生　28

学生　９ 学生　29

学生　１０ 学生　30

学生　１１ 学生　31

学生　１２ 学生　32

学生　１３ 学生　33

学生　１４ 学生　34

学生　１５ 学生　35

学生　１６ 学生　36

学生　１７ 学生　37

学生　１８ 学生　38

学生　１９ 学生　39

学生　２０ 学生　40

1日目

OSCE　工程表

17：50～18：40
①　→　②

17：50～18：40
①　→　②

②　→　① ②　→　①

16：55～17：45
①　→　②

16：55～17：45
①　→　②

②　→　① ②　→　①

②　→　①

16：00～16：50
①　→　②

16：00～16：50
①　→　②

②　→　① ②　→　①

①　→　②
14：10～15：00

①　→　②

②　→　① ②　→　①

15：05～15：55
①　→　②

15：05～15：55
①　→　②

②　→　①

12:40～13：30
①　→　②

12:40～13：30
①　→　②

②　→　① ②　→　①

休憩 休憩

14：10～15：00

11：45～12：35
①　→　②

11：45～12：35
①　→　②

②　→　① ②　→　①

10：50～11：40
①　→　②

10：50～11：40
①　→　②

②　→　① ②　→　①

①　→　②

②　→　① ②　→　①

9：55～10：45
①　→　②

9：55～10：45
①　→　②

②　→　① ②　→　①

　【ステーション】
①脳血管障害　②運動器

2日目

9:00～9：50
①　→　②

9:00～9：50
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  ４）検査測定を解釈する能力  8 点 

  ５）検査結果を統合する能力  10 点 

  ６）治療を計画する能力    10 点 

 

② 実習後 OSCE 評価 

受験者は行動（技術と態度）を評価者が評定尺度を用いて測定する。（各ｽﾃｰｼｮﾝ 50 点満点） 

  １）患者さんとコミュニケーションする能力   6 点 

  ２）患者さんに検査測定について説明する能力  6 点 

  ３）検査測定を選択・実施する能力  8 点 

  ４）検査測定を解釈・統合する能力 10 点 

  ５）治療を計画する能力  10 点 

  ６）治療を実施する能力    10 点 

 

4．実技ステーションでの評価者 

  受験者の行動を測定する実技ステーションに評価者をおく。評価者は本校 1~2 名の専任教

員である。適正な評価と評価マニュアルによって評価を行う。また評価者は事前に各採点基

準を確認し信頼性のある評価に努める。 

 

Ⅷ．臨床実習指導体制 

 １）大学側  

臨床実習担当者 教授、准教授、講師、助教が担当し、臨床実習の計画・実施・評価、臨床

実習指導体制の構築、臨床実習施設との連絡や調整、臨床実習指導者と臨床実習内容・方法

に関する協議・調整等の役割がある。  

２）病院・施設側 臨床実習指導者  

臨床実習指導者は、理学療法士養成施設においては、理学療法に関し相当の経験を有する理

学療法士、作業療法士養成施設においては、作業療法に関し相当の経験を有する作業療法士

とし、免許を受けた後５年以上業務に従事した者であり、かつ厚生労働省が指定した臨床実

習指導者講習会受講者、または厚生労働省及び公益財団法人医療研修推進財団が実施する理

学療法士・作業療法士・言語聴覚士養成施設教員等講習会受講者、 一般社団法人日本作業

療法士協会が実施する臨床実習指導者中級・上級研修受講者と設定した。 

 

Ⅸ．臨床実習巡回計画 

臨床実習施設との連絡・連携体制を維持するため、大学臨床実習担当教員と臨床実習指導

者は適宜連絡を取り合い、学生指導及び臨床実習全般の実習実施状況の調整を行う。臨床実

習担当者 による臨床実習巡回指導では、大学と臨床実習施設との情報交換、連携が十分に

図れる体制をとる。臨床実習施設への訪問は原則として 1・2 年次の臨床実習を除き、各臨

床実習期間中に 1 回、あるいは要請もしくは必要に応じて複数回の訪問を行う。 臨床実習

巡回指導では学生からの相談に応じ、実習の進行状況の確認、学生の自己効力感の確認、臨
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床実習中の学修に関するサポートも行い、学生の健康状態を確認する。学生一人に対する巡

回指導時間は、臨床実習中の学生の状況に合わせて、必要な時間を確保する。臨床実習を確

実に履行できるよう、専任教員は巡回指導時以外にも臨床実習指導者ならびに学生と 1・2

週間に 1 回程度定期的に連絡をとり、臨床実習の状況を確認するとともに、学生及び臨床

実 習指導者が抱える悩みや問題等について指導・援助できる体制をとる。連絡の手段とし

て、臨床実習指導者については電話を、学生については電話及びメールを使用し、 専任教

員は施設での臨床実習及び自宅学習の状況の把握に努め、臨床実習施設に訪問して指導する

必要があると判断した場合には、巡回指導の時期を早める等の変更、複数回の巡回を行うよ

うにする等、速やかに対応する。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当人数 1週目 2週目 3週目 4週目 5週目

長辻永喜 5

幸福秀和 5

井口知也 5

川　雅弘 5

小島徹也 5

石渡香住 5

山田隆人 5

大松慶子 5

担当人数 1週目 2週目 3週目 4週目 5週目 6週目 7週目 8週目 9週目

長辻永喜 5

幸福秀和 5

井口知也 5

川　雅弘 5

小島徹也 5

石渡香住 5

山田隆人 5

大松慶子 5

作業療法評価実習

作業療法臨床総合実習

担当人数 1週目 2週目 3週目 4週目 5週目

松永秀俊 6

吉崎邦夫 5

鍵井一浩 4

栗川幹雄 6

松井有史 7

河西紀秀 6

福井直樹 6

担当人数 1週目 2週目 3週目 4週目 5週目 6週目 7週目 8週目 9週目

松永秀俊 6

吉崎邦夫 5

鍵井一浩 5

栗川幹雄 6

松井有史 5

河西紀秀 7

福井直樹 6

理学療法評価実習

理学療法臨床総合実習
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専任教員を配置し、各臨床実習期間の中期に臨床実習巡回指導を実施する。その際には、

臨床実習目標の達成度や顕在化した課題の明確化を図り、学生、大学、臨床実習指導者の相

互認識のもと一貫した指導体制をとる。また、臨床実習巡回指導教員は臨床実習開始前に決

定し、臨床実習開始時には臨床実習指導者と連絡をとり開始時の学生の状況について把握し、

講義に無理のないように円滑な指導ができる体制をとっている。  

臨床実習の巡回訪問指導については、専任教員が臨床実習施設を分担し、実務家教員を中

心とした配置構成で、一人あたり概ね 6 施設程度を担当する。和歌山県内の臨床実習施設は

１日以内、高知県以外の遠隔地の臨床実習施設については、各施設への移動時間を減らすた

め、専任教員の担当施設を地域ごとに区分し、1泊 2日以内の日程で巡回できるようにする。

専任教員は、臨床実習開始時に担当する臨床実習施設の臨床実習指導者と連絡をとり、巡回

指導の日程について調整を行う。この際には、専任教員の授業に支障がないように設定する。

巡回指導における移動手段は、和歌山県内は自家用車もしくは公用車を使用し、それ以外の

地域は原則として公共交通機関を使用する。 専任教員の担当施設は、大学近隣の施設と遠

隔地の施設を組み合わせるものとする。また、公共交通機関の乗り継ぎ等で、片道半日以上

かかる臨床実習施設への巡回については、巡回期間が長期化しないよう十分に留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

理学療法学専攻・作業療法学専攻の専任教員で授業以外の時間として、少なくとも午前・

午後合わせて、3 日分程度確保できる。この時間を使用して、臨地実務実習の巡回指導が可

能であることや研究に取り組む時間が確保されていることが明確である。（＊１６資料） 

 

 

 

理学療法学専攻 前期 理学療法学専攻　後期

AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM

松永 秀俊 教授 ③ ① ② ② ①① 松永 秀俊 教授 ② ③
吉崎 邦夫 教授 ③③ ② 吉崎 邦夫 教授 ③ ② ③
鍵井 一浩 教授 ② ③ 鍵井 一浩 教授 ③ ③ ③ ③④ ②
栗川 幹雄 准教授 ③ ③ 栗川 幹雄 准教授 ② ③ ①
松井 有史 講師 ② ①④ 松井 有史 講師 ①① ①① ④ ②③
河西 紀秀 講師 ② ② ③ 河西 紀秀 講師 ③
福井 直樹 助教 ③ 福井 直樹 助教 ③ ③ ③

作業療法学専攻　前期 作業療法学専攻　後期

AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM

長辻 永喜 教授 ③ ③ 長辻 永喜 教授 ③ ③
幸福 秀和 教授 ② ② ③ ① 幸福 秀和 教授 ② ① ③
山田 隆人 准教授 ③ ③ 山田 隆人 准教授 ③ ③ ② ③④ ②
大松 慶子 准教授 ③ 大松 慶子 准教授 ③ ①
井口 知也 講師 ③ ② 井口 知也 講師 ②
川 雅弘 講師 ② ② 川 雅弘 講師 ③ ③ ④

石渡　香住 助教 ③ ① 石渡　香住 助教 ③
小島 徹也 助教 小島 徹也 助教 ③

金

和歌山リハビリテーション専門職大学　専門専任教員授業予定表

○は授業、○内の数字は授業担当学年

氏　名
月 火 水 木 金

氏　名
月

氏　名
月 火 水 木 金

火 水 木 金

氏　名
月 火 水 木
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実習訪問時指導体制 

 

臨床実習巡回指導では学生の状況に合わせて、必要な時間を確保する。概ね 1 時間半程度と考

える。実習訪問時の指導内容は概ね都合がつかない場合以外は、①実習指導者との面談、②学

生との面談、③実習指導者と学生の情報共有の順で行う。面談場所は実習施設の1室を借りる。

できれば学生が話しやすい環境を提供するために個室を依頼する。 

 

① 実習指導者との面談 

実習指導者との面談では下記の項目を確認および決定する。 

・実習指導者からみた学生の様子（健康面等） 

・実習の進行状況 ；チェックシートで確認する 

・学生の実習態度や患者、スタッフ間での対応について 

・学生に対しての指導内容 

・学生の良いところ。 

・学校側への要望 

・残りの実習に対しての課題 

・その他、伝えたいこと 

 

② 学生との面談で確認すること 

学生との面談では下記の項目を確認、伝達および相談に応じる。 

 ・健康面について（身体的、精神的の両方） 

 ・実習の進行状況 ；チェックシートを確認する。（指導者との差異はないか確認） 

 ・実習での積極性（進んで実習に取り組めているか） 

 ・実習指導者からの伝達事項（指導内容の確認、実習課題の確認） 

 ・実習地に対しての要望 

 ・学校に対しての要望 

 ・実習に対しての相談事項 

 ・その他、伝えたいこと 

 

③ 実習指導者と学生との情報共有 

学生が実習で学びを多くするために実習指導者と学生が情報共有し、課題を明確化し、残

りの実習を有意義にすべく、下記の項目を共有する。 

 【実習指導者へ】 

・学生からの要望 

・学校からの要望 

・必要であれば、次回の訪問予定の確認 

【学生へ】 

・残りの実習の課題の取り組み方の確認 



107 
 

 実習指導者から、学校への要望があり、訪問した教員個人で解決できない場合は、持ち帰り、

協議事項として適切な委員（教授会など）に報告し、対処の決定次第、速やかに実習指導者に

伝える。 
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第 12 管理運営 

Ⅰ．管理運営体制の概要 

大学の重要事項について、協議・連絡調整する組織として運営会議を、教育・研究に関する

事項のうち、学校教育法第93条第２項各号に掲げる事項について、学長に意見を述べるため、

また、学長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長の求めに応じて意見

を述べるため教授会を置く他、学長の決定を支援する等のため、専門的事項の調査・実施を検

討する各種委員会を置く。 

 

Ⅱ．運営会議 

本学の重要事項について協議・連絡調整するために「運営会議」を設置する。  

大学運営には迅速性及び円滑性が不可欠であるが、本学の学校法人は和歌山市中心部に位置

すること等から、定期的に学校法人と大学間の協議・連絡調整を行う場として、また、教授会

が審議した教員人事やカリキュラムの実行等、教学面の事柄についても、学校法人響和会理事

会の承認が必要となる経費・財源の問題に関わる等から理事、監事、学長、理事長、学部長、

学科長、学生相談室長、事務局長をもって構成される運営会議を 

開催し、学校法人側と教学面の管理運営課題について意思の疎通をはかる。  

会議は次の事項を協議する。  

・大学の組織に関する事項  

・予算に関する事項  

・教員人事の基本方針に関する事項  

・その他本学の管理運営に関し学長が諮問する事項  

会議は毎月１回の定例開催とし、運営会議での協議内容に関しては、必要に応じて教授会に

対して報告する。  

運営会議に関する必要事項は「運営会議規程」に定める 

 

Ⅲ．教授会 

本学は、学則（案）に基づき、教授会を置く。教授会の組織及び運営について必要な事項は、

「教授会運営規程」に定める。 

（1）構成員：教授会の構成員は、学長、副学長、学部長、教授、准教授、講師、助教をもっ

て組織する。 

（2）会議の招集等：教授会は、学長が招集する。  

（3）開催：教授会は、原則月１回開催することとする。 

（4）教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うにあたり審議するものとする。 

①学生の入学、卒業に関すること  

②学位の授与に関すること  

③教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が

定めるもの  

また、教授会は、(4)に掲げる事項のほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項につい
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て審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。 

なお、令和3年度から令和5年度までの３年間、専門学校の運営を継続するが、新たな入学は

なく、専門学校の在校生は、入学時に決定されている卒業までのカリキュラムに従って単位を

取得して卒業する。  

専門学校の学生が卒業するまで、専門学校の教育のために専任教員を置く。大学の教員もそ

の教育指導にあたる。本会議がその教育に関する重要事項を審議することになる。 

 

Ⅳ．各種委員会 

教授会のほか、学長の決定を支援する等、大学運営に必要な委員会として、自己点検・評価

委員会、FD委員会、研究委員会、研究倫理審査委員会、紀要委員会、広報委員会、入試委員

会を置く。  

このほか、教授会の下に教務委員会、学生委員会、研修委員会を置くとともに、必要に応じ

てその他の委員会を置く。  

それぞれの委員会の所掌事項は下表のとおりとし、運営に関する事項は、各委員会規程に定

める。 

 

 委員会名 所 掌 事 項 

① 自己点検・評価委員会 教育研究、組織運営等の自己点検・評価及び外部評価に

関する事項 

② 教務委員会 教務に関する事項 

③ 研究委員会 教員の学術研究活動の推進に関する事項  

④ 研究倫理審査委員会 人を直接対象とする研究に関する倫理的審査及び公正な

研究活動の推進や研究費の取り扱いに関する不正防止等

に関する事項 

⑤ 研修委員会 卒業生並びに教職員の生涯学習支援を促進に関する事項 

⑥ 入試委員会 入学者選抜要項の作成等、入学試験に係る事項 

⑦ 学生委員会 学生の厚生補導に関する事項 

⑧ 紀要委員会 紀要の編集に関する事項 

⑨ FD委員会 教員の資質向上等を図るためのファカルティ・ディベロ

プメント（FD）に関する事項 

⑩ SD委員会 管理職と事務職員の資質向上を図るためのスタッフ・デ

ィベロップメント（SD）に関する事項 

⑪ 広報委員会 大学広報・HPに関する事項 

⑫ ハラスメント対策委員会 ハラスメント対策に関する事項 

⑬ 教員活動評価委員会 教員活動評価に関する事項 
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Ⅴ．事務局体制 

事務局を設置して、事務局長を置き、総務グループ（人事給与、経理、諸会議、福利厚生、

施設管理、広報を所掌）、学務グループ（学生募集、入試事務、就職支援、奨学金、キャリア

アップ等の業務を所掌）、図書・情報センター（図書館管理の所掌）の２グループ、１センタ

ーの組織とし、専門学校及び大学の全体の事務を併せて担当する。  
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第 13 自己点検・評価 

本学は、学則第１条の規定に基づき、本学の教育理念を明らかにし、その社会的な使命を達

成するために、教育研究活動、地域連携活動等の状況について、自己点検・評価を実施する。 

自己点検・評価は、全教職員の共通理解のもとに、自己点検・評価委員会が定めた点検・評

価項目に従ってその実施状況等を自ら点検し、PDCAサイクル等の方法を適切に機能させ、目

標達成度等について、毎年評価を行う。 

その結果は、本学の教育研究、地域貢献に反映させ、教育研究等水準の向上や適正な管理運

営に活用し、本大学の質保証に取り組む。 

 

Ⅰ．自己点検・評価委員会の設置 

本学は、学則第40条に基づき、本学の教育研究活動等の状況について、自ら点検及び評価（以

下｢自己点検・評価｣という。）を行うため、「自己点検・評価委員会」を設置する。  

 

Ⅱ．自己点検・評価委員会の構成と任務 

自己点検･評価委員会の構成は、以下のとおりである。 

1） 学長（委員長） 

2） 学部長 

3） 学科長 

4） 学生相談室長 

5） 学外の有識者（若干名） 

 

Ⅲ．点検･評価項目等 

点検･評価項目等については、委員会は全体的な点検･評価を行い、報告書にまとめ、事務

局に保管するとともにホームページに公表する。 

自己点検･評価の項目は、次のとおりとする。（ ）内は、評価内容を示す。  

 1．建学の精神、基本理念並びに教育理念 

（教育理念・教育目標と人材育成の適切性） 

 2．教育活動に関する事項 

（教育課程の編成、履修指導、教育の方法、実習、卒業研究の指導、成績評価、教

育相談、教育改善への取り組み） 

 3．研究活動に関する事項 

（研究活動、学術論文の発表、学術誌への投稿、講演、学会活動、外部資金獲得の

状況など） 

 4．教員に関する事項 

（教員研究体制における教員配置数と配置の適切性） 

 5．学生に関する事項 

（国家試験合格者数、健康管理、生活相談、就職支援などの学生生活に関する事項

及び学生受入れ数など学生募集に関する事項など） 
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 6．地域貢献に関する事項 

  （教員と学生による地域住民との交流、地域関係機関との連携、公開講座・講演会、

大学施設の開放の状況、学び直しを希望する社会人の積極的な受け入れなど） 

 7．事務職員に関する事項 

  （事務執行体制の適切性など） 

 8．教育研究環境に関する事項 

  （教育研究環境としての人員配置、施設・設備の適切性、教育研究上の組織の適切

性など）  

 9．管理運営に関する事項 

  （大学の管理運営、図書館の運営、事務組織、安全管理、施設整備などの状況）  

 10．財政に関する事項 

  （大学財務の運営の適切性など） 

 11．国際交流に関すること 

  （急速に進む中国等アジアの高齢化を視野に入れ、アジア諸国への本学の指導者派

遣及びアジア等からの有能な研究者の招聘、リハビリテーションの知識、技能の修

得を目指す海外からの学生等の受け入れ） 

 12．その他 

  （情報公開、説明責任の透明性など） 

 

また、学校教育法施行令第40条に定める期間（７年以内）毎に、文部科学省認証評価機関に

よる認証評価を受けるものとする。  

自己点検･評価委員会に関する必要事項は、「自己点検･評価委員会規程」に定める。  
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第 14 情報の公表 

本学は、高齢化が急速に進む今日の社会を視野に入れ、障害を持つ患者さんや高齢者等にリ

ハビリテーション科学の知識に興味・関心を持ってもらい、全ての人の笑顔を取り戻すため、

より適切な支援を行い、医療や福祉の分野に貢献するため、教育研究等の一層の質の向上を図

ることを目的に、「Live Longer Better」の教育理念のもと、本学の建学の精神及び教育研究

活動に関する様々な情報を公表し、公的な教育機関としての責務と地域社会に対する説明責任

を果たす。 

これらの情報は本学のホームページ、大学の刊行物（大学案内、入試案内等）にて行う。 

開学時の本学のホームページは、「大学の紹介」、「大学の取り組み」、「情報公開」、「大

学広報」、「健康科学部リハビリテーション学科」、「就職支援」、「就職実績」、「取得可

能な資格」、「実習施設紹介」、「卒業後の進路」、「学生生活」、「定期試験情報」、「証

明書発行」、「各種手続・届出（学籍）」、「大学間交流」、「卒業・修了情報」、「奨学金」、

「刊行物」、「イベント」、「アクセスマップ」、「校舎・施設紹介」、「体験入学」、「入

試情報」、「学費（奨学金を含む）」、「キャンパスライフ」、「就職・資格について」、「お

問い合わせ」、「資料請求」のメニューを設け、それぞれの項目が検索しやすいよう分類し、

公表する。  

また、開学までの教育研究活動等の状況に関する情報については、令和2年（2020年）10月

中には、設置許可申請中として、大学の概要、設立趣旨、大学の理念と特色、学長（予定者）

メッセージ）、学部紹介等について公表し、令和3年（2020年）4月には、残りの情報を適宜公

開する。 

 

Ⅰ．広報委員会の設置 

本学は、学則第39条に基づき、教育研究活動の状況を広く周知を図るため、「広報委員会」

を設置する。 

 

Ⅱ．広報委員会の構成と任務 

広報委員会の構成は、以下のとおりである。 

1）学長（委員長） 

2）副学長 

3）学部長 

4）学科長 

5）学生相談室長 

6）事務局長 

 

広報委員会は情報の提供を統括し、各種の方法で積極的に公表する。 

公表する事項は以下のものとする。 

1）教育研究上の目的に関すること（大学の理念、教育方針等） 

  （公表方法：ホームページ、大学案内、入試案内） 
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2）教育研究上の基本組織に関すること（学部、学科、専攻等の名称、それぞれの収容定

員及び入学定員） 

  （公表方法：ホームページ、大学案内、入試案内） 

3）教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること。 

  （公表方法：ホームページ） 

4）入学者に関する受け入れ方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業

し又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数、その他進学及び就職等の状況に

関すること。 

  （公表方法：ホームページ、大学案内、入試案内） 

5）授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること（シラバス、授

業の内容と方法、年間事業計画） 

  （公表方法：ホームページ、大学案内） 

6）学修の成果に関わる評価及び卒業または修了の認定に当たっての基準に関すること。

（成績判定基準、必修科目、選択科目、必要単位数など） 

  （公表方法：ホームページ、大学案内） 

7）校地・校舎等の施設及び設備、その他学生の教育研究環境に関すること（校舎、施設、

設備、学習環境、交通手段など） 

  （公表方法：ホームページ、大学案内、入試案内） 

8）授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること。 

  （公表方法：ホームページ、大学案内、入試案内） 

9）大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に関わる支援に関すること（利用

できる奨学金、進路指導体制、医務室、定期健康診断など）  

  （公表方法：ホームページ、大学案内、入試案内） 

10）その他（教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報、学則等各

種規程、設置認可申請書、設置計画履行状況等報告書、自己点検・評価報告書、認証

評価の結果等） 

  （公表方法：ホームページ） 

 

Ⅲ．公表の方法 

情報の公表は、次に掲げる方法により広く提供する。 

1）ホームページへの掲載 

2）紀要の作成 

3）大学案内の作成 

4）民間の媒体の活用 

5）その他 

広報委員会に関する必要な事項は、「広報委員会規程」に定める。 
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第 15 教育内容等の改善を図るための組織的な研修等 

Ⅰ．ファカルティ・ディベロップメント（FD） 

本学は、学則第39条に基づき、「ファカルティ・ディベロップメント（FD）委員会」を設

置する。FD委員会は、学生による授業評価アンケートの結果に基づき、教育効果を高めるた

めに、教員の教育技能の向上、能力開発を図るものとする。その構成員は、学部長、学科長、

事務局長及び学部長が必要と認める者を持って構成する。  

教員、職員全員を対象として、管理運営から教育まで含めた資質向上のために、以下の活動

を行い、教職員の資質向上に役立てる。  

1．新任教員のための研修（着任時：教育理念、職務規程、施設、設備、年間授業・ 行事

計画、成績評価基準、担当業務、指導要領等について研修）  

2．新任教員以外の教員のための研修、教育方法改善のための研修会  

3．学生による授業評価アンケート調査と結果の報告  

4．担任教員による学生意識の把握  

5．実習施設へのアンケート調査  

 

研修学会等について、専任教員は、担当授業科目に関連する学会、その他自己啓発等含めた

各種研修会に可能な限り参加するよう努める。 

各学会等への参加毎に、今後の授業内容教材内容等の改善点あるいは研究のヒント発展性等

の観点を踏まえて報告書を記載し、その報告書は全教員へ回覧する。 

 

＜教育の質の向上を図るための教員の教育能力の開発＞ 

1．教員相互の授業参観の推奨 

教員の積極的な交流を推進する。そこでの意見交換や相互の交流を通して、教員がよ

り質の高い授業を実現することを目指し、すべての教員に対して各学期に一度、他の教

員の授業に参加するよう継続的な呼びかけを行う。 

2．教員参加のワークショップの開催 

全ての教員が設置理念と教育目標を正しく認識し、大学組織全体の教育水準の向上の

ための教員のスキルアップを目的とし、全教員を対象として、「専門職大学大学の理念・

目標」、「本学教育が目指す人材像」、「学生にわかりやすい授業」等をテーマとした

ワークショップを年に１回開催する。 

 

Ⅱ．スタッフ・ディベロップメント（SD） 

 本学は、学長・学部長等管理職を含む事務職員の職務と責任の遂行に必要な知識、能力及び

資質等の向上を図るために、SD委員会を設置し、SD活動を実施する。実施方法は、学内研修、

学外研究、自己啓発研修等々とする。 
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第 16 社会的・職業的自立に関する指導及び体制 

本学の健康科学部リハビリテーション学科の教育目標の中にある「リハビリテーション分野

だけに留まらず、培った知識・技術をいかし自由な発想を持って将来の職種の幅を広げ、新た

なサービスを創りだせる人材を目指す。」を踏まえ、学生が卒業後自らの能力を職業的な自立

はもちろんのこと、他の分野における社会的自立を図るために必要な能力を培うことができる

ように教育課程の内外を通じて行う。  

 

Ⅰ．教育課程内 

学内の教育課程について、基礎科目では豊かな人間性と幅広い教養と世界的研究・教育の拠

点、自由な発想を持って将来の職種の幅を広げ、新たなサービスを創りだせる人材の育成を視

野に入れ、学生自身が自覚できるよう、職業専門科目ではリハビリテーション医療従事者であ

る理学療法士・作業療法士の養成を目的とし、理学療法士の国家試験合格を目指すため、また

学問的探究心を備え、理学療法士としての最新の知識と高度な技術を備え、将来にわたりリハ

ビリテーション医療従事者としての専門性を探求していき、展開科目ではリハビリテーション

分野だけに留まらず、培った知識・技術をいかし自由な発想を持って将来の職種の幅を広げ、

新たなサービスを創りだせる人材の育成を目指し、世界的研究・教育の拠点、地域の生涯学習

機会の拠点の２つの機能を併せ持ち保健医療福祉の発展と向上に寄与できる人材を培うべく 、

総合科目ではそれまでの授業などで身につけた知識や技術などを生かしながら取り組む総ま

とめとしている。この教育課程を経て、社会的自立は、基礎科目・展開科目でより多くの知識

と幅の広い教養を身につけることで獲得し、職業的自立については、主に職業専門科目におい

て国家資格である理学療法士・作業療法士の免許を取得し、医療分野・福祉分野等での活躍が

期待される。 

 

Ⅱ．教育課程外 

 1．就職支援について 

学部長が指名する「就職支援担当教員」、事務長が指名する「就職支援担当事務員」を

置き、事務局に設置する「就職相談室」と連携の上、以下の取り組みを行う。  

・個別就職相談（面談）および指導（担任、就職支援担当者）  

・就職ガイダンス  

・卒業生との交流、研修会 （同窓会等） 

・採用試験対策講座 （小論文、面接、履歴書記入方法等） 

・履歴書の添削指導  

・教員による求人依頼（実習施設訪問時）  

・求人情報の提供（事務所にて掲示および求人票閲覧ファイル作成と閲覧場所の設定）  

 

本法人の専門学校の理学療法学科では、平成20年の開学以来平成30年度までに合わせて200

名の国家試験合格者を輩出し、そのうち、92％に当たる184名を和歌山県内の保健医療機関、

介護福祉施設等に排出している。 
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大学設置後もこの和歌山県内各地で活躍する卒業生のネットワークを最大限活用し、学生の

卒業後の職業生活への移行支援の一環として、卒業生が代表である同窓会を開催し、学生と卒

業生の交流することで職業生活に対する理解や療法士としての職業意識の向上を図る。  

 

2．卒業生の生涯学習支援 

キャリア形成を支援するために、生涯学習講座の開催を、研修委員会が企画し実施する。ま

た本学では、公益社団法人日本理学療法士協会および公益社団法人和歌山県理学療法士協会の

入会案内を行い、協会指定の新人プログラム等の履修を推奨する。 

 

Ⅲ．適切な体制の整備 

取り組みを円滑に進めるために、職業支援担当教員および就職支援担当事務が中心となり状

況の掌握しその結果を専任教員にグループメール等で周知する。また毎年５月に就職支援担当

教員と就職支援担当事務員は共同し、支援方針、計画、年間支援スケジュールを作成し学部長

と各学科長に報告する。必要に応じて学生就職会議を開き、会議メンバーは学部長を中心とし

て適宜決定する。 
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和歌山の位置

■ アジア圏の中の日本（ 和歌山県） の位置

＊序 資料＊１資料＊1 資料



■近畿地方の中の和歌山県の位置



■専門職大学和歌山国際厚生学院 近隣地図（ 広域）

南海電鉄 和歌山市駅

JR和歌山駅

和歌山城

■ 和歌山リハビリテーション専門職大学　近隣地図（広域）



■専門職大学和歌山国際厚生学院 近隣地図（ 拡大）

南海電鉄 和歌山市駅

■ 和歌山リハビリテーション専門職大学　近隣地図（拡大）
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H31（ R1)

平均

単位：人

３年生
専門

４年生
専門

私立
大学

国公立
大学

計

H24 21 42 62 2 127
H25 27 35 60 2 124
H26 26 40 66 4 136
H27 24 42 73 3 142
H28 26 30 53 3 112
H29 32 23 59 3 117
H30 32 35 54 3 124
H31（R1) 28 45 68 7 148
平均 27 37 62 3 129

県内高校生の理学療法士養成所への進学状況推移 R2.3
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県内高校生の作業療法士養成所への進学状況推移 R2.3
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３年生
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専門

私立
大学

国公立
大学

計

H24 10 9 11 2 32
H25 11 5 16 2 34
H26 9 5 31 4 49
H27 8 10 21 3 42
H28 25 1 23 4 53
H29 18 0 28 2 48
H30 10 2 35 4 51
H31（R1) 15 2 44 3 64
平均 13 4 26 3 47



＊７資料



































＊ ９資料

















































＊10資料



＊１２資料＊１１資料







































＊１２資料



























1年次 2年次 3年次 4年次 合計

○心理学（2）

〇物理学（1）

○統計学（2）

○健康科学（1）

○老年学（1）

※生命倫理（2）

○教育学Ⅰ（2）

○教育学Ⅱ（2）

○健康とスポーツ（1）

○情報処理Ⅰ（1）

※情報処理Ⅱ（1）

○英語Ⅰ（2）

○英語Ⅱ（2）

○人体構造学Ⅰ（1） ○体表解剖学演習（1）

○人体構造学Ⅱ（1） ○運動学実習（1）

○人体構造学Ⅲ（1）

○人体構造学実習（1）

○人体機能学（1）

○人体機能学（1）

○人体機能学実習（1）

○運動学Ⅰ（1）

○運動学Ⅱ（1）

○人間発達学（1）

○病理学（1） ○内科学（1）

○神経内科学Ⅰ（1）

○神経内科学Ⅱ（1）

○整形外科学Ⅰ（1） ○臨床薬理学（1）

○整形外科学Ⅱ（1） ○臨床・画像診断学（1）

○予防医学（1）

○小児科学（1）

○臨床心理学（1）

○精神医学（1）

○臨床栄養学（1）

○救急援助論（1）

○リハビリテーション概論（1） ※チーム医療論（1） ○地域包括ケア論（1）

○社会福祉学（1）

○理学療法概論（1） ○臨床理学療法学（1）

○基礎理学療法学Ⅰ（1） ○理学療法研究論（1） ○理学療法診断学（1）

○基礎理学療法学Ⅱ（1）

理学療法管理学 ○医療関連法規（1） ○理学療法管理学（1）

○理学療法評価学総論Ⅰ（1） ○理学療法評価学総論Ⅱ（1）

○身体機能評価学実習Ⅰ（1）

○身体機能評価学実習Ⅱ（1）

○理学療法評価学実習Ⅰ（1）

○理学療法評価学実習Ⅱ（1）

○運動療法学実習Ⅰ（1）

○運動療法学実習Ⅱ（1）

○物理療法学実習（1）

○運動療法学（1） ○義肢装具学Ⅱ（1）

○物理療法学（1） ○運動器障害理学療法学実習（2）

○義肢装具学Ⅰ（1） ※スポーツ障害理学療法学実習（1）

○日常生活活動学（1） ○発達障害理学療法学実習（1）

○中枢神経障害理学療法学実習（2）

○神経筋疾患理学療法学実習（1）

○内部障害理学療法学実習（2）

○日常生活活動学実習（1）

○生活環境学実習（1）

※応用物理療法学演習（1）

※系統別・治療手技演習（1）

※障害者スポーツ演習（1）

○地域理学療法学Ⅰ（1） ○地域理学療法学Ⅱ（1）

○地域理学療法学実習（1）

臨床実習 ○理学療法見学実習（1） ○理学療法体験実習（2） ○理学療法評価実習（4） ○理学療法総合臨床実習（16）

○ふるさと・紀州学（2）

○組織論（2） ○地域における健康支援を考える（2）

○地域活性企業論（2）

○リーダーシップ論（2）

※医療経済論（2） ※生涯スポーツ論（2）

※ソーシャルスキル論（2） ※医用・福祉工学論（2）

※アンチエイジング（2）

○応用理学療法演習Ⅰ（1） ※専門職連携総合演習A（1）

○応用理学療法演習Ⅱ（1） ○理学療法総合演習（2）

39単位 39単位 40単位 19単位 137単位

〇必修科目※選択科目

選択展開科目

理

学

療

法

展

開

科

目

展

開

科

目

必修展開科目
必修 5科目10単位
選択 5科目10単位

合計

総合
科目

理学療法
総合科目

必修 3科目 4単位
選択 1科目 1単位

理学療法評価学

理学療法治療学

必修36科目58単位
選択 4科目 4単位

職

業

専

門

科

目

専

門

基

礎

科

目

人体の構造と機能
及び心身の発達

必修29科目29単位
選択 1科目 1単位

疾病と障害の成り立ち
及び回復過程の促進

保健医療福祉と
リハビリテーショの理念

専

門

科

目

基礎理学療法学

地域
理学療法学

必修11科目17単位
選択 2科目 3単位

医療系理学療法履修モデル

基

礎

科

目

科学的思考の基礎

（健康科学部リハビリテーション学科　理学療法学専攻）
＊13資料 



1年次 2年次 3年次 4年次 合計

○心理学（2）

〇物理学（1）

○統計学（2）

○健康科学（1）

※プログラミング（1）

※ＩoT入門（1）

○老年学（1）

○教育学Ⅰ（2）

○教育学Ⅱ（2）

○健康とスポーツ（1）

※社会学（1）

○情報処理Ⅰ（1）

○英語Ⅰ（2）

○英語Ⅱ（2）

○人体構造学Ⅰ（1） ○体表解剖学演習（1）

○人体構造学Ⅱ（1） ○運動学実習（1）

○人体構造学Ⅲ（1）

○人体構造学実習（1）

○人体機能学（1）

○人体機能学（1）

○人体機能学実習（1）

○運動学Ⅰ（1）

○運動学Ⅱ（1）

○人間発達学（1）

○病理学（1） ○内科学（1）

○神経内科学Ⅰ（1）

○神経内科学Ⅱ（1）

○整形外科学Ⅰ（1） ○臨床薬理学（1）

○整形外科学Ⅱ（1） ○臨床・画像診断学（1）

○予防医学（1）

○小児科学（1）

○臨床心理学（1）

○精神医学（1）

○臨床栄養学（1）

○救急援助論（1）

〇リハビリテーション概論（1） ※チーム医療論（1） ○地域包括ケア論（1） ※地域環境活動演習（1）

○社会福祉学（1） ※トータルヘルスプロモーション（1）

○理学療法概論（1） ○臨床理学療法学（1）

○基礎理学療法学Ⅰ（1） ○理学療法研究論（1） ○理学療法診断学（1）

○基礎理学療法学Ⅱ（1）

○医療関連法規（1） ○理学療法管理学（1）

○理学療法評価学総論Ⅰ（1） ○理学療法評価学総論Ⅱ（1）

○身体機能評価学実習Ⅰ（1）

○身体機能評価学実習Ⅱ（1）

○理学療法評価学実習Ⅰ（1）

○理学療法評価学実習Ⅱ（1）

○運動療法学実習Ⅰ（1）

○運動療法学実習Ⅱ（1）

○物理療法学実習（1）

○運動療法学（1） ○義肢装具学Ⅱ（1）

○物理療法学（1） ○運動器障害理学療法学実習（2）

○義肢装具学Ⅰ（1） ○発達障害理学療法学実習（1）

○日常生活活動学（1） ○中枢神経障害理学療法学実習（2）

○神経筋疾患理学療法学実習（1）

○内部障害理学療法学実習（2）

○日常生活活動学実習（1）

○生活環境学実習（1）

※認知症の理解とその支援（1）

※レクリエーション活動演習（1）

○地域理学療法学Ⅰ（1） ○地域理学療法学Ⅱ（1）

○地域理学療法学実習（1）

臨床実習 ○理学療法見学実習（1） ○理学療法体験実習（2） ○理学療法評価実習（4） ○理学療法総合臨床実習（16）

○ふるさと・紀州学（2）

○組織論（2） ○地域における健康支援を考える（2）

○地域活性企業論（2）

○リーダーシップ論（2）

※経営と会計（2） ※地域防災論（2）

※地方自治と生活（2） ※発達障害児・者の現状と課題（2）

※地域連携研究（2）

○応用理学療法演習Ⅰ（1） ※専門職連携総合演習C（1）

○用理学療法演習Ⅱ（1） ○理学療法総合演習（2）

39単位 40単位 38単位 20単位 137単位

〇必修科目※選択科目

基

礎

科

目

科学的思考の基礎

人間と生活

社会の理解

合計

必修11科目17単位
選択 3科目 3単位

職

業

専

門

科

目

理学療法治療学

地域
理学療法学

展

開

科

目

理

学

療

法

展

開

科

目

必修展開科目

選択展開科目

専

門

基

礎

科

目

人体の構造と機能及び心身
の発達

生活支援系理学療法履修モデル

必修29科目29単位
選択 3科目 3単位

必修36科目58単位
選択 2科目 2単位

必修 5科目10単位
選択 5科目10単位

（健康科学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻）

必修 3科目 4単位
選択 1科目 1単位

総

合

科

目
理学療法
総合科目

疾病と障害の成り立ち及び回
復過程の促進

保健医療福祉と
リハビリテーションの理念

専

門

科

目

基礎理学療法学

理学療法管理学

理学療法評価学



1年次 2年次 3年次 4年次 合計

〇心理学（2）

※生物学（2）

〇物理学（1）

〇統計学（2）

〇健康科学（1）

〇健康とスポーツ（1）

〇教育学Ⅰ（2）

〇教育学Ⅱ（2）

〇老年学（1）

※法学（1）

〇情報処理Ⅰ（1）

〇英語Ⅰ（2）

〇英語Ⅱ（2）

〇人体構造学Ⅰ（骨・筋系）（1） 〇体表解剖学演習（1）

〇人体構造学Ⅱ（脈管・内蔵系）（1） 〇運動学実習（1）

〇人体構造学Ⅲ（神経系）（1）

〇人体構造学実習（1）

〇人体機能学Ⅰ（1）

〇人体機能学Ⅱ（1）

〇人体機能学実習（1）

〇運動学Ⅰ（1）

〇運動学Ⅱ（1）

〇人間発達学（1）

〇病理学（1） 〇内科学（1）

〇神経内科学Ⅰ（1）

〇神経内科学Ⅱ（1）

〇整形外科学Ⅰ（1） 〇臨床薬理学（1）

〇整形外科学Ⅱ（1） 〇臨床・画像診断学（1）

〇予防医学（1）

〇小児科学（1）

〇臨床心理学（1）

〇精神医学（1）

〇臨床栄養学（1）

〇救急援助論（1）

〇リハビリテーション概論（1） ※チーム医療論（1）

〇社会福祉学（1） 〇地域包括ケア論（1）

〇作業療法概論（1） 〇作業療法研究論（1） 〇基礎作業学実習Ⅱ（1）

〇基礎作業学（1） 〇基礎作業学実習Ⅰ（1）

作業療法管理学 〇医療関連法規（1） 〇作業療法管理学（1）

〇作業療法評価学総論Ⅰ（1） 〇作業療法評価学総論Ⅱ（1）

〇作業療法評価学実習（2）

〇作業療法評価学Ⅰ（1）

〇作業療法評価学Ⅱ（1）

〇福祉用具学（1） 〇身体障害作業療法学実習Ⅰ（1）

〇日常生活活動学（2） 〇身体障害作業療法学実習Ⅱ（1）

〇身体障害作業療法学Ⅰ（1） 〇作業療法義肢装具学（1）

〇身体障害作業療法学Ⅱ（1） 〇発達障害作業療法学Ⅰ（1）

〇発達障害作業療法学Ⅱ（1）

〇精神障害作業療法学Ⅰ（1）

〇精神障害作業療法学Ⅱ（1）

〇老年期障害作業療法学Ⅰ（1）

〇老年期障害作業療法学Ⅱ（2）

〇日常生活活動学実習Ⅰ（2）

〇日常生活活動学実習Ⅱ（1）

※高次脳機能障害の治療法（1）

※認知症の理解とその支援（1）

※レクリエーション活動演習（1）

※ハンドセラピー演習（1）

〇地域作業療法学Ⅰ（1） 〇地域作業療法学Ⅱ（1）

〇地域作業療法学実習（2）

臨床実習 〇作業療法見学実習（1） 〇作業療法体験実習（2） 〇作業療法評価実習（4） 〇作業療法総合臨床実習（16）

〇ふるさと・紀州学（2） ○地域における健康支援を考える（2）

〇組織論（2）

〇地域活性企業論（2）

○リーダーシップ論（2）

※医療経済論（2） ※産業保健論（2）

※生涯スポーツ論（2）

※医用・福祉工学論（2）

※アンチエイジング（2）

〇応用作業療法演習Ⅰ（1） ※専門職連携総合演習A（1）

〇応用作業療法演習Ⅱ（1） 〇作業療法総合演習（2）

38単位 39単位 41単位 19単位 137単位

心身機能支援作業療法履修モデル

基

礎

科

目

科学的思考の基礎

必修11科目17単位
選択 2科目 3単位人間と生活

社会の理解

（健康科学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻）

作業療法治療法

地域作業療法学

展

開

科

目

必修展開科目

必修 5科目10単位
選択 5科目10単位

選択展開科目

職

業

専

門

科

目

専

門

基

礎

科

目

人体の構造と機能及び
心身の発達

必修29科目29単位
選択 1科目 1単位

疾病と障害の成り立ち及び回
復過程の促進

保健医療福祉と
リハビリテーションの理念

専

門

科

目

基礎作業療法学

必修42科目58単位
選択 4科目 4単位

作業療法評価学

総

合

科

目
作業療法総合科目

必修 3科目 4単位
選択 1科目 1単位

合計

〇必修科目※選択科目



1年次 2年次 3年次 4年次 合計

〇心理学（2）

〇物理学（1）

〇統計学（2）

〇健康科学（1）

※哲学（1）

※生命倫理（2）

〇健康とスポーツ（1）

〇教育学Ⅰ（2）

〇教育学Ⅱ（2）

〇老年学（1）

〇情報処理Ⅰ（1）

〇英語Ⅰ（2）

〇英語Ⅱ（2）

〇人体構造学Ⅰ（骨・筋系）（1） 〇体表解剖学演習（1）

〇人体構造学Ⅱ（脈管・内蔵系）（1） 〇運動学実習（1）

〇人体構造学Ⅲ（神経系）（1）

〇人体構造学実習（1）

〇人体機能学Ⅰ（1）

〇人体機能学Ⅱ（1）

〇人体機能学実習（1）

〇運動学Ⅰ（1）

〇運動学Ⅱ（1）

〇人間発達学（1）

〇病理学（1） 〇内科学（1）

〇神経内科学Ⅰ（1）

〇神経内科学Ⅱ（1）

〇整形外科学Ⅰ（1） 〇臨床薬理学（1）

〇整形外科学Ⅱ（1） 〇臨床・画像診断学（1）

〇予防医学（1）

〇小児科学（1）

〇臨床心理学（1）

〇精神医学（1）

〇臨床栄養学（1）

〇救急援助論（1）

〇リハビリテーション概論（1） ※チーム医療論（1） 〇地域包括ケア論（1）

〇社会福祉学（1） ※地域包括ケア演習（１）

〇作業療法概論（1） 〇作業療法研究論（1） 〇基礎作業学実習Ⅱ（1）

〇基礎作業学（1） 〇基礎作業学実習Ⅰ（1）

作業療法管理学 〇医療関連法規（1） 〇作業療法管理学（1）

〇作業療法評価学総論Ⅰ（1） 〇作業療法評価学総論Ⅱ（1） ※応用評価学演習（1）

〇作業療法評価学実習（2）

〇作業療法評価学Ⅰ（1）

〇作業療法評価学Ⅱ（1）

〇福祉用具学（1） 〇身体障害作業療法学実習Ⅰ（1）

〇日常生活活動学（2） 〇身体障害作業療法学実習Ⅱ（1）

〇身体障害作業療法学Ⅰ（1） 〇作業療法義肢装具学（1）

〇身体障害作業療法学Ⅱ（1） 〇発達障害作業療法学Ⅰ（1）

〇発達障害作業療法学Ⅱ（1）

〇精神障害作業療法学Ⅰ（1）

〇精神障害作業療法学Ⅱ（1）

〇老年期障害作業療法学Ⅰ（1）

〇老年期障害作業療法学Ⅱ（2）

〇日常生活活動学実習Ⅰ（2）

〇日常生活活動学実習Ⅱ（1）

※認知症の理解とその支援（1）

※レクリエーション活動演習（1）

〇地域作業療法学Ⅰ（1） 〇地域作業療法学Ⅱ（1）

〇地域作業療法学実習（2）

臨床実習 〇作業療法見学実習（1） 〇作業療法体験実習（2） 〇作業療法評価実習（4） 〇作業療法総合臨床実習（16）

〇ふるさと・紀州学（2） ○地域における健康支援を考える（2）

〇組織論（2）

〇地域活性企業論（2）

○リーダーシップ論（2）

※経営と会計（2） ※地域防災論（2）

※支援ロボット論（2）

※発達障害児・者の現状と課題（2）

※地域連携研究（2）

〇応用作業療法演習Ⅰ（1） ※専門職連携総合演習C（1）

〇応用作業療法演習Ⅱ（1） 〇作業療法総合演習（2）

38単位 39単位 39単位 21単位 137単位

地域生活支援作業療法履修モデル

基

礎

科

目

科学的思考の基礎

必修11科目17単位
選択 3科目 3単位

社会の理解

人間と生活

（健康科学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻）

作業療法治療法

地域作業療法学

展

開

科

目

必修展開科目

必修 5科目10単位
選択 5科目10単位

選択展開科目

職

業

専

門

科

目

専

門

基

礎

科

目

人体の構造と機能及び心身
の発達

必修29科目29単位
選択 2科目 2単位

疾病と障害の成り立ち及び回
復過程の促進

保健医療福祉と
リハビリテーションの理念

専

門

科

目

基礎作業療法学

必修42科目58単位
選択 3科目 3単位

作業療法評価学

総

合

科

目
作業療法総合科目

必修 3科目 4単位
選択 1科目 1単位

合計

〇必修科目※選択科目



専門職連携
総合演習C

専門職連携
総合演習B

専門職連携
総合演習A

地域環境活動
演習

認知症の理解と 応用理学療法スポーツ障害理学
療法学実習 その支援

レクリエーション
活動演習 演習Ⅱ

応用物理療法学 高次脳機能障害 専門手技療法学 応用理学療法
演習 の治療法 演習 演習Ⅰ

系統別・治療手技
演習

発達障害理学 地域理学
療法学実習 療法学実習

神経筋疾患理学
療法学実習

運動療法学 日常生活活動学 発達障害児・者の
実習Ⅱ 実習 現状と課題

臨床・画像 運動療法学 地域理学
診断学 実習Ⅰ 療法学Ⅱ

理学療法評価学トータルヘルス
プロモーション 実習Ⅱ

理学療法評価学
実習Ⅰ

地域理学
療法学Ⅰ

身体機能評価学
実習Ⅱ

身体機能評価学
実習Ⅰ

理学療法評価学 地域における
総論Ⅱ 健康支援を考える

基礎理学 理学療法評価学
療法学Ⅱ 総論Ⅰ

基礎理学
療法学Ⅰ

リハビリテーション
概論

保健医療福祉とリハ
ビリテーションの理念

：必修科目

：選択科目

養成する人材像：「理学療法士として、高い倫理観と高度な専門知識と健康の増進及び運動機能の回復と疾病・障害の予防を推進する技術力を有し、それを発展させる創造力・応用力及び探求心を身につけ、多職種と連携・協調しながら地域社会に貢献できる人材」

理学療法学専攻アドミッション・ポリシー（AP)

AP1　理学療法士を強く志し、建学の理念を深く理解している人

AP2　本学を修了する為に必要な基礎学力を有する人

AP3　社会に共生する人間としての自覚を有し自律的に行動出来る人

AP4　他者を思いやることが出来、他者と協調し協働できる人

AP5　地域に暮らしている人々の豊かな生活実現に向けて、強い目的意識と情熱を持ち続けられる人
理学療法学専攻カリキュラム・マップ

基　礎　科　目
職　業　専　門　科　目

展　開　科　目 総　合　科　目
専　門　基　礎　科　目 専　門　科　目

応用評価学演習

選択展開科目 理学療法総合科目
回復過程の促進

基　礎　科　目
専　門　基　礎　科　目 専　門　科　目

展　開　科　目 総　合　科　目
職　業　専　門　科　目

必修展開科目

理学療法概論

科学的思考の基礎 人間と生活 社会の理解 人体の構造と機能及び心身の発達 疾病と障害の成り立ち及び 基礎理学療法学

生物学 哲学 社会学 運動学Ⅰ

理学療法管理学 理学療法評価学 理学療法治療法 地域理学療法学 臨床実習

理学療法見学実
習

健康科学 プログラミング 健康とスポーツ 英語Ⅱ 人体構造学Ⅰ

物理学 統計学 生命倫理 情報処理Ⅰ

人体構造学Ⅱ

1年次

後期

IoT入門

運動学実習 体表解剖学演習 社会福祉学 医療関連法規

病理学

教育学Ⅱ 英語Ⅰ 人体構造学Ⅲ 人体構造学実習 人体機能学Ⅱ

法学 運動学実習 人間発達学

老年学 情報処理Ⅱ 運動学Ⅱ 人体機能学実習

前期

教育学Ⅰ 人体機能学Ⅰ

心理学

ソーシャルスキル論

前期
小児科学

理学療法

体験実習

医療経済論

臨床心理学

経営と会計

整形外科学Ⅰ

内科学

神経内科学Ⅰ

ふるさと・紀州学

物理療法学実習

予防医学

2年次

後期

臨床栄養学 理学療法研究論 リーダーシップ論

救急援助論

3年次

後期
アンチエイジング

前期

臨床薬理学

チーム医療論 地域活性企業論

整形外科学Ⅱ

義肢葬具学Ⅰ 組織論精神医学

神経内科学Ⅱ 運動療法学 地方自治と生活

運動器障害理学

療法学実習

理学療法総合

臨床実習

人が「いつまでも美しく輝いて生きる（Live Longer Better)」ことが可能な社会の創出と、和歌山を未来に繋ぐ（「地方消滅」から「地方創生」へ）ことを実践する理学療法士へ

4年次

後期

理学療法

総合演習

前期
地域包括ケア演習

理学療法診断学 障害者スポーツ演
習

理学療法

評価実習

義肢装具学Ⅱ 生活環境学実習

地域連携研究

地域包括ケア論 臨床理学療法学 理学療法管理学 地域防災論 支援ロボット論

内部障害理学

療法学実習

中枢神経障害

理学療法学実習

生涯スポーツ論

日常生活活動学 産業保健論 医用・福祉工学論

理学療法学専攻 

ディプロマ・ポリシー 

（DP） 

DP1 理学療法士として、豊かな人間性と高い倫理観を有し、幅

広い一般教養を身につけていること。 

DP2 保健医療福祉および関連分野の発展・向上に寄与する理

学療法士として健康の増進及び運動機能の回復と疾病・障害の

予防を実践する高度な専門知識・技能および実践力を身につけ

ていること。

DP3 健康や医療・介護など関連分野の多職種と連携・協調し、

理学療法の新たなサービスを創造できる柔軟な発想を有し、意欲

的に取り組む能力を身につけていること。 

DP4 理学療法および関連分野を生涯にわたって学び、創造的

かつ応用的に取り組み、理学療法学を発展させる能力を身につけ

ていること。 

DP5 理学療法士として、地域社会への貢献を視野に入れ、リハ

ビリテーションの多様なニーズに応える探究心や研究心を身につけ

ていること。 

理学療法学専攻 

カリキュラム・ポリシー

（CP） 

CP1 理学療法士としての豊かな人間性と倫理観を育むため、幅

広い知識を養うための科目を配置する。 

CP2 疾病等による身体障害やスポーツ障害の予防・回復と健

康維持・増進に関する理学療法の専門的な知識と技術を身につ

けるための講義・演習・実習科目を設け、社会復帰や社会参加を

目指す人々を支援する能力を修得するための科目を配置する。 

CP3 理学療法士の知識・分析能力をさらに深化させ、他分野

の知識等とも結びつけて新たなアイデアを生み、それらを活かして

社会に貢献する高度な実践力と豊かな創造力を養うための科目

を配置する。 

CP4 理学療法による回復過程と効果および関連分野への応用

の可能性を探求し、将来、教育及び研究の分野や起業・経営に

おいて指導的役割を担える基礎的能力を高めるための科目を配

置する。 

CP5 理学療法士として地域社会の課題に主体的に取り組み、

地域住民の健康維持・増進や疾病や障害の予防における課題、

地域社会のニーズなどを的確に把握し、多職種と連携して地域社

会に貢献する力を養うための科目を配置する。 
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専門職連携
総合演習C

専門職連携
総合演習B

専門職連携
総合演習A

認知症の理解と 応用作業療法
その支援

レクリエーション
活動演習 演習Ⅱ

高次脳機能障害 専門手技療法学 応用作業療法
の治療法 演習 演習Ⅰ

発達障害作業
療法学実習Ⅱ

ハンドセラピー
演習

基礎作業療法学 精神障害作業 作業療法
実習Ⅱ 療法学実習Ⅱ 義肢装具学

発達障害作業 障害者
療法学実習Ⅰ スポーツ演習

精神障害作業 日常生活活動学
療法学実習Ⅰ 実習Ⅱ

身体障害作業 発達障害児・者の
療法学Ⅱ 現状と課題

臨床・画像 身体障害作業 老年期障害 地域理学
診断学 療法学Ⅰ 作業療法学Ⅰ 療法学Ⅱ

作業療法評価学トータルヘルス
プロモーション 実習Ⅱ

作業療法
評価学Ⅱ

身体障害
作業療法学Ⅱ

基礎作業療法学 身体障害 地域理学
実習Ⅰ 作業療法学Ⅰ 療法学Ⅰ

作業療法
評価学Ⅰ

地域における
健康支援を考える

作業療法評価学
総論Ⅱ

作業療法評価学
総論Ⅰ

リハビリテーション
概論

保健医療福祉とリハ
ビリテーションの理念

：必修科目

：選択科目

養成する人材像：「作業療法士として、高い倫理観と高度な専門知識と対象者の健康の増進、及び心身機能・生活行為能力の回復と幸福感の増進を作業に焦点を当てた治療・指導・援助ができる技能と実践力を有し、多職種と連携・協調して、創造的かつ応用的な取り組みで生きがいを支援し地域社会に貢献できる人材」

人が「いつまでも美しく輝いて生きる（Live Longer Better)」ことが可能な社会の創出と、和歌山を未来に繋ぐ（「地方消滅」から「地方創生」へ）ことを実践する作業療法士へ

AP1　作業療法士を強く志し、建学の理念を深く理解している人

AP2　本学を修了する為に必要な基礎学力を有する人

AP3　社会に共生する人間としての自覚を有し自律的に行動出来る人

AP4　他者を思いやることが出来、他者と協調し協働できる人

AP5　地域に暮らしている人々の豊かな生活実現に向けて、強い目的意識と情熱を持ち続けられる人作業療法学専攻カリキュラム・マップ

専　門　基　礎　科　目 専　門　科　目
基　礎　科　目 展　開　科　目 総　合　科　目

職　業　専　門　科　目

作業療法学専攻アドミッションポリシー（AP)

選択展開科目 作業療法総合科目
回復過程の促進

基　礎　科　目
専　門　基　礎　科　目 専　門　科　目

展　開　科　目 総　合　科　目
職　業　専　門　科　目

作業療法管理学 作業療法評価学 作業療法治療法 地域作業療法学 臨床実習 必修展開科目

作業療法概論

科学的思考の基礎 人間と生活 社会の理解 人体の構造と機能及び心身の発達
疾病と障害の成り立ち及び

基礎作業療法学

人体機能学Ⅰ 作業療法見学実習

健康科学 プログラミング 健康とスポーツ 英語Ⅱ

運動学Ⅰ

物理学 統計学 生命倫理 情報処理Ⅰ

人体構造学Ⅱ

人体機能学Ⅱ 基礎作業療法学

社会福祉学 医療関連法規

法学

運動学Ⅱ

人間発達学

老年学 情報処理Ⅱ 人体機能学実習 病理学

1年次

後期

IoT入門

運動学実習

体表解剖学演習

教育学Ⅱ 英語Ⅰ 人体構造学Ⅲ 人体構造学実習

前期

教育学Ⅰ

心理学 生物学 哲学 社会学

人体構造学Ⅰ

ソーシャルスキル論

前期

整形外科学Ⅰ
作業療法

体験実習

医療経済論

小児科学
作業療法評価学

実習

経営と会計

臨床心理学

内科学 作業療法研究法 ふるさと・紀州学

予防医学

神経内科学Ⅰ

精神医学 福祉用具学 組織論

整形外科学Ⅱ 神経内科学Ⅱ

日常生活活動学

実習Ⅰ
産業保健論

地方自治と生活

2年次

後期

臨床栄養学

日常生活活動学

リーダーシップ論

救急援助論 チーム医療論 地域活性企業論

4年次

後期

作業療法

総合演習

前期
地域包括ケア演習

地域環境活動演
習

医用・福祉工学論

作業療法総合

臨床実習

地域連携研究

地域包括ケア論 作業療法管理学 応用評価学演習 地域防災論 支援ロボット論

3年次

後期
アンチエイジング

老年期障害

作業療法学Ⅱ

地域作業

療法学実習

生涯スポーツ論

前期

臨床薬理学

作業療法

評価実習

作業療法学専攻 

ディプロマ・ポリシー 

（DP） 

DP1 作業療法士としてふさわしい人間性と高い倫理観を有し、

幅広い一般教養を身につけていること。 

DP2 医療、保健、福祉、その他関連領域の発展・向上に寄与

する作業療法士として、対象者の健康の増進、及び心身機能・

生活行為能力の回復と幸福感の増進を、作業に基づいた治療・

指導・援助できる高度な専門知識・技能および実践力を身につ
けていること。

DP3 医療、保健、福祉、その他関連領域の対象者の生き生き

とした生活のために、意欲的かつ柔軟に取り組む力を身につけてい

ること。さらに、そのために多職種と連携・協力することができること。 

DP4 作業療法学を生涯にわたって学び、創造的かつ応用的

に実践し、作業療法を発展させる姿勢を身につけていること。 

DP5 作業療法士として、地域社会への貢献を視野に入れ、リハビリテー

ションの多様なニーズに応える探究心や研究心を身につけていること。

作業療法学専攻 

カリキュラム・ポリシー

（CP） 

CP1 医療、保健、福祉、教育、職業領域にかかわる作業療法

士としての豊かな人間性と倫理観を育むため、幅広い教養を養う

科目を配置する。 

CP2 疾病と障害の理解、および作業とその応用、作業に焦点を

当てた支援のための知識、技術を修得するための講義科目、演

習科目を設け、修得した知識・技術を用いて実践する演習・実習

科目を配置する。 

CP3 疾病の予防から機能の回復、生きがいを持って生きること

を支援するための作業と作業療法の知識・技術をさらに深め、そ

の上で多職種との連携方法を学び、実践する科目を配置する。 

CP4 対象者の作業療法による回復過程、作業の力、作業療

法の守備範囲の拡大について検討、研究する力を高めることを目

的とし、将来、教育、研究、起業等の分野で指導的役割を担う

ための基礎的能力を高める科目を配置する。 

CP5 作業療法士として地域課題に積極的に取り組み、新たな

課題に対応する方略・方法を検討する科目、および、地域社会の

課題解決に向け、多職種と共同して実践するための科目を配置

する。 



カリキュラム･ポリシー 1年次 2年次 3年次 4年次 ディプロマ・ポリシー

【基礎科目】

○心理学（2）

※生物学（2）

※物理学（1）

○統計学（2）

○健康科学（1）

※プログラミング（1）

※ＩoT入門（1）

※哲学（1）

○老年学（1）

※生命倫理（2）

○教育学Ⅰ（2）

○教育学Ⅱ（2）

○健康とスポーツ（1）

※社会学（1）

※法学（1）

○情報処理Ⅰ（1）

※情報処理Ⅱ（1）

○英語Ⅰ（2）

○英語Ⅱ（2）

【職業専門科目】

〇リハビリテーション概論（1）

【職業専門科目】 【職業専門科目】 【職業専門科目】

○人体構造学Ⅰ（1） ○体表解剖学演習（1） ○臨床薬理学（1）

○人体構造学Ⅱ（1） ○運動学実習（1） ○臨床・画像診断学（1）

○人体構造学Ⅲ（1） ○内科学（1） ○臨床理学療法学（1）

○人体構造学実習（1） ○神経内科学Ⅰ（1） ○理学療法診断学（1）

○人体機能学（2） ○神経内科学Ⅱ（1） ○運動療法学実習Ⅰ（1）

○人体機能学実習（1） ○整形外科学Ⅰ（1） ○運動療法学実習Ⅱ（1）

○運動学Ⅰ（1） ○整形外科学Ⅱ（1） ○義肢装具学Ⅱ（1）

○運動学Ⅱ（1） ○予防医学（1） ○運動器障害理学療法学実習（2）

○人間発達学（1） ○小児科学（1） ※スポーツ障害理学療法学実習（1）

○病理学（1） ○臨床心理学（1） ○発達障害理学療法学実習（1）

○医療関連法規（1） ○精神医学（1） ○中枢神経障害理学療法学実習（2）

○臨床栄養学（1） ○神経筋疾患理学療法学実習（1）

○救急援助論（1） ○内部障害理学療法学実習（2）

○運動療法学（1） ※徒手療法セミナー（1）

○物理療法学（2） ○日常生活活動学実習（1）

○義肢葬具学Ⅰ（1） ○生活環境学実習（1）

○日常生活活動学（1） ※障害者スポーツ実習（1）

※高次脳機能障害の治療法（1）

※認知症の理解とその支援（1）

※レクリエーション活動演習（1）

※チーム医療論（1）

【職業専門科目】 【展開科目 【職業専門科目】 【職業専門科目】

○理学療法概論（1） ○ふるさと・紀州学（2） ○理学療法管理学（1） ○理学療法総合臨床実習（16）

○基礎理学療法学Ⅰ（1） ○組織論（2） ○理学療法評価実習（4） 【総合科目】

○基礎理学療法学Ⅱ（1） ○地域活性企業論（2） ○健康支援学（2） ※専門職連携総合演習A（1）

○理学療法見学実習（1） ○コミュニケーション論（2） ※地域防災論（2） ※専門職連携総合演習B（1）

※経営と会計（2） ※支援ロボット論（2） ※専門職連携総合演習C（1）

※医療経済論（2） ※産業保健論（2）

※地方自治と生活（2） ※生涯スポーツ論（2）

※ソーシャルスキル論（2） ※医用・福祉工学論（2）

※障害児教育論（2）

※地域連携研究（2）

※アンチエイジング（2）

【職業専門科目】 【職業専門科目】 【職業専門科目】 【総合科目】

○理学療法評価学総論Ⅰ（1） ○理学療法評価学総論Ⅱ（1） ※応用評価学演習（1） ○理学療法総合演習（2）

○身体機能評価学実習Ⅰ（1） ※応用物理療法学演習（1）

○身体機能評価学実習Ⅱ（1） ※専門手技療法学演習（1）

○理学療法評価学実習Ⅰ（1） 【総合科目】

○理学療法評価学実習Ⅱ（1） ○応用理学療法演習Ⅰ（1）

○理学療法研究論（1） ○応用理学療法演習Ⅱ（1）

【職業専門科目】 【職業専門科目】 【職業専門科目】 【職業専門科目】

○社会福祉学（1） ※トータルヘルスプロモーション（1） ○地域理学療法学Ⅱ（1） ※地域環境活動演習（1）

○地域理学療法学Ⅰ（1） ○地域理学療法学実習（1） ※地域包括ケア演習（1）

○理学療法体験実習（2） ○地域包括ケア論（1）

ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム･ポリシーと授業科目の対応表(理学療法学専攻）

〇必修科目　※選択科目

CP1　理学療法士としての

豊かな人間性と倫理観を

育むため、幅広い知識と教

養を養うための科目を配置

する。

DP1　理学療法士として、

豊かな人間性と高い倫理

観を有し、幅広い一般教養

を身につけていること。

CP2　疾病等による身体

障害やスポーツ障害の予

防・回復と健康維持・増進

に関する理学療法の専門

的な知識と技術を身につけ

るための講義・演習・実習

科目を設け、社会復帰や

社会参加を目指す人々を

支援する能力を修得するた

めの科目を配置する。

DP2　保健医療福祉およ

び関連分野の発展・向上に

寄与する理学療法士として

健康の増進及び運動機能

の回復と疾病・障害の予防

を実践する高度な専門知

識・技能および実践力を身

につけていること。

CP5　理学療法士として地

域社会の課題に主体的に

取り組み、地域住民の健

康維持・増進や疾病や障

害の予防における課題、地

域社会のニーズなどを的確

に把握し、多職種と連携し

て地域社会に貢献する力を

養うための科目を配置す

る。

CP4　理学療法による回

復過程と効果および関連

分野への応用の可能性を

探求し、将来、教育及び研

究の分野や起業・経営にお

いて指導的役割を担える基

礎的能力を高めるための科

目を配置する。

CP3　理学療法士の知

識・分析能力をさらに深化

させ、他分野の知識等とも

結びつけて新たなアイデアを

生み、それらを活かして社

会に貢献する高度な実践

力と豊かな創造力を養うた

めの科目を配置する。

DP3　健康や医療・介護

など関連分野の多職種と

連携・協調し、理学療法の

新たなサービスを創造できる

柔軟な発想を有し、意欲的

に取り組む能力を身につけ

ていること。

DP4　理学療法および関

連分野を生涯にわたって学

び、創造的かつ応用的に取

り組み、理学療法学を発

展させる能力を身につけて

いること。

DP5　理学療法士として、

地域社会への貢献を視野

に入れ、多様なニーズに応

える探究心や研究心を身に

つけていること。

＊14-2資料 



カリキュラム･ポリシー 1年次 2年次 3年次 4年次 ディプロマ・ポリシー

【基礎科目】

○心理学（2）

※生物学（2）

〇物理学（1）

○統計学（2）

○健康科学（1）

※プログラミング（1）

※ＩoT入門（1）

※哲学（1）

○老年学（1）

※生命倫理（2）

○教育学Ⅰ（2）

○教育学Ⅱ（2）

○健康とスポーツ（1）

※社会学（1）

※法学（1）

○情報処理Ⅰ（1）

※情報処理Ⅱ（1）

○英語Ⅰ（2）

○英語Ⅱ（2）

【職業専門科目】

〇リハビリテーション概論（1）

【職業専門科目】 【職業専門科目】 【職業専門科目】

○人体構造学Ⅰ（1） ○体表解剖学演習（1） ○臨床薬理学（1）

○人体構造学Ⅱ（1） ○運動学実習（1） ○臨床・画像診断学（1）

○人体構造学Ⅲ（1） ○内科学（1） 〇身体障害作業療法学実習Ⅰ（1）

○人体構造学実習（1） ○神経内科学Ⅰ（1） 〇身体障害作業療法学実習Ⅱ（1）

○人体機能学（2） ○神経内科学Ⅱ（1） 〇作業療法義肢装具学（1）

○人体機能学実習（1） ○整形外科学Ⅰ（1） 〇発達障害作業療法学Ⅰ（1）

○運動学Ⅰ（1） ○整形外科学Ⅱ（1） 〇発達障害作業療法学Ⅱ（1）

○運動学Ⅱ（1） ○予防医学（1） 〇精神障害作業療法学Ⅰ（1）

○人間発達学（1） ○小児科学（1） 〇精神障害作業療法学Ⅱ（1）

○病理学（1） ○臨床心理学（1） 〇老年期障害作業療法学Ⅰ（1）

○医療関連法規（1） ○精神医学（1） 〇老年期障害作業療法学Ⅱ（1）

○臨床栄養学（1） 〇日常生活活動学実習Ⅰ（2）

○救急援助論（1） 〇日常生活活動学実習Ⅱ（1）

〇作業療法研究論（1） ※障害者スポーツ演習（1）

〇基礎作業学実習Ⅰ（1） ※高次脳機能障害の治療法（1）

〇福祉用具学（1） ※認知症の理解とその支援（1）

〇日常生活活動学（2） ※レクリエーション活動演習（1）

※チーム医療論（1）

【職業専門科目】 【展開科目 【職業専門科目】 【職業専門科目】

〇作業療法概論（1） ○ふるさと・紀州学（2） 〇作業療法管理学（1） 〇作業療法総合臨床実習（16）

〇基礎作業学（1） ○組織論（2） 〇作業療法評価実習（4） 【総合科目】

〇作業療法見学実習（1） ○地域活性企業論（2） ○健康支援学（2） ※専門職連携総合演習A（1）

○コミュニケーション論（2） ※地域防災論（2） ※専門職連携総合演習B（1）

※経営と会計（2） ※支援ロボット論（2） ※専門職連携総合演習C（1）

※医療経済論（2） ※産業保健論（2）

※地方自治と生活（2） ※生涯スポーツ論（2）

※ソーシャルスキル論（2） ※医用・福祉工学論（2）

※障害児教育論（2）

※地域連携研究（2）

※アンチエイジング（2）

【職業専門科目】 【職業専門科目】 【職業専門科目】 【総合科目】

〇作業療法評価学総論Ⅰ（1） 〇作業療法評価学総論Ⅱ（1） ※応用評価学演習（1） ○作業療法総合演習（2）

〇作業療法評価学実習（2） ※ハンドセラピー演習（1）

〇作業療法評価学Ⅰ（1） ※専門手技療法学演習（1）

〇作業療法評価学Ⅱ（1） 【総合科目】

〇身体障害作業療法学Ⅰ（1） 〇応用作業療法演習Ⅰ（1）

〇身体障害作業療法学Ⅱ（1） 〇応用作業療法演習Ⅱ（1）

【職業専門科目】 【職業専門科目】 【職業専門科目】 【職業専門科目】

○社会福祉学（1） ※トータルヘルスプロモーション（1） 〇地域作業療法学Ⅱ（1） ※地域環境活動演習（1）

〇地域作業療法学Ⅰ（1） 〇地域作業療法学実習（2） ※地域包括ケア演習（1）

〇作業療法体験実習（2） ○地域包括ケア論（1）

〇必修科目　※選択科目

CP1　医療、保健、福祉、

教育、職業領域にかかわる

作業療法士としての豊かな

人間性と倫理観を育むた

め、幅広い教養を養う科目

を配置する。

DP1　作業療法士としてふ

さわしい人間性と高い倫理

観を有し、幅広い一般教養

を身につけていること。

CP2　疾病と障害の理解、

および作業とその応用、作

業に焦点を当てた支援のた

めの知識、技術を修得する

ための講義科目、演習科

目を設け、修得した知識・

技術を用いて実践する演

習・実習科目を配置する。

DP2　医療、保健、福祉、

その他関連領域の発展・向

上に寄与する作業療法士

として、対象者の健康の増

進、及び心身機能・生活

行為能力の回復と幸福感

の増進を、作業に基づいた

治療・指導・援助できる高

度な専門知識・技能および

実践力を身につけているこ

と。

CP5　作業療法士として地

域課題に積極的に取り組

み、新たな課題に対応する

方略・方法を検討する科

目、および、地域社会の課

題解決に向け、多職種と共

同して実践するための科目

を配置する。

DP5　作業療法士として、

地域社会への貢献を視野

に入れ、多様なニーズに応

える探求心や研究心を身に

つけていること。

ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム･ポリシーと授業科目の対応表(作業療法学専攻）

CP3　疾病の予防から機

能の回復、生きがいを持っ

て生きることを支援するため

の作業と作業療法の知識・

技術をさらに深め、その上で

多職種との連携方法を学

び、実践する科目を配置す

る。

DP3　医療、保健、福祉、

その他関連領域の対象者

の生き生きとした生活のた

めに、意欲的かつ柔軟に取

り組む力を身につけているこ

と。さらに、そのために多職

種と連携・協力することがで

きること。

CP4　対象者の作業療法

による回復過程、作業の

力、作業療法の守備範囲

の拡大について検討、研究

する力を高めることを目的と

し、将来、教育、研究、起

業等の分野で指導的役割

を担うための基礎的能力を

高める科目を配置する。

DP4　作業療法学を生涯

にわたって学ぶとともに、関

連分野の情報を積極的に

収集し、発展させる姿勢と

能力を身につけていること。
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解剖用具一式 1 2人で１ 20 教具 動物解剖器具 04404 20 ｱﾌﾟﾗｲﾄﾞｵｰﾌｨｽ

解剖台 1 1 1 教具 教覧用解剖台一式 GA-502N型 1 ﾀﾞﾙﾄﾝ

人体解剖用視聴覚教材一式 1 1 1 教具 人体3D－CD Med:LIPS 1 ｲﾝﾀｰﾘﾊ

血圧計 1 水銀卓上型血圧計 2人で１ 10 教具 水銀卓上型血圧計 NO.600 10 恒産商事

血圧計 1 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ自動血圧計 5 教具 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ自動血圧計 HEM762ﾌｧｼﾞｨ 5 ｵﾑﾛﾝ

血圧計 1 ｽﾀﾝﾄﾞ式水銀血圧計 5 教具 ｽﾀﾝﾄﾞ式水銀血圧計 NO.620 5 恒産商事

聴診器 1 2人で１ 20 教具
聴診器 (ﾀﾞﾌﾞﾙｽｺｰ
ﾌﾟ)

502-005-22 20 村中医療器

心電図計測装置一式 1 12誘導解析付心電計 2 1 教具 12誘導解析付心電計 ECG-1250 1 日本光電

心電図計測装置一式 1 医用ﾃﾚﾒｰﾀ 1 教具 医用ﾃﾚﾒｰﾀ BSM-2401 1 日本光電

ｽﾊﾟｲﾛﾒｰﾀｰ 1 電子ｽﾊﾟｲﾛﾒｰﾀｰ ２０人で１ 2 教具 電子ｽﾊﾟｲﾛﾒｰﾀｰ AS-307 2 ﾐﾅﾄ医科学

呼気ガス分析装置一式 1 1 1 教具 呼気ｶﾞｽ代謝ﾓﾆﾀｰ Cpex-1 1 ｲﾝﾀｰﾘﾊ

ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ酸素飽和度測定装置 1 10人で１ 4 教具 パルスフィット MP-1000-12 3 酒井医療

ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ酸素飽和度測定装置 1 10人で1 1 教具
ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ酸素飽和度
測定装置

PULSOX-300 1 ｱﾑｺ

吸引装置一式 1 20人で1 2 教具
携帯型たん吸引器
キュータム

QT-500 20 日東工器

筋電図計測装置一式 1

4ch以上･表面筋電図･誘発
筋電図･神経電動速度･疲労
試験用簡易型加算装置･記
録計付

1 1 教具
表面筋電図テレマイ
オDTS　8chセット

EM-801M8 1 酒井医療

Win筋電計ｼｽﾃﾑ 1 1 1 教具 Win筋電計ｼｽﾃﾑ WIN-EMG 1 ｲﾝﾀｰﾘﾊ

神経検査器具一式 1 ｽﾋﾟｱﾏﾝ触覚計 4人で１ 10 教具 ｽﾋﾟｱﾏﾝ触覚計 GT-109 10 OG技研

神経検査器具一式 1 打診器 10 教具 打診器 502-014-11 10 村中医療器

神経検査器具一式 1 音叉 10 教具 音叉 451-001-80 10 村中医療器

ﾄﾚｯﾄﾞﾐﾙ 1 圧分布計測ﾄﾚｯﾄﾞﾐﾙ 1 1 教具 圧分布計測ﾄﾚｯﾄﾞﾐﾙ FDM-T 1 ｲﾝﾀｰﾘﾊ

自転車ｴﾙｺﾞﾒｰﾀｰ 1 20人で１ 1 教具 ｴﾙｺﾞﾒｰﾀｰ 75XL2 1 ｺﾝﾋﾞ

自転車ｴﾙｺﾞﾒｰﾀｰ 1 ﾏｸﾞﾈｯﾄﾊﾞｲｸ 3 教具 ﾏｸﾞﾈｯﾄﾊﾞｲｸ 240mm 3 日本ﾒﾃﾞｨｯｸｽ

ﾊﾝﾄﾞｴﾙｺﾞﾒｰﾀｰ 1 ｱｯﾊﾟｰﾎﾞﾃﾞｨｰｴﾙｺﾞﾒｰﾀｰ 1 1 教具
ｱｯﾊﾟｰﾎﾞﾃﾞｨｰｴﾙｺﾞﾒｰ
ﾀｰ

EC-UB200 1 OG技研

顕微鏡 1 10人で1 4 教具 生物顕微鏡 CN-21N-22S 4 ｵﾘﾝﾊﾟｽ

ｽﾄｯﾌﾟｳｵｯﾁ 1 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾄｯﾌﾟｳｵｯﾁ ２人で１ 20 教具 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾄｯﾌﾟｳｵｯﾁ 074-006-02 20 村中医療器

ﾒﾄﾛﾉｰﾑ 1 20人で１ 4 教具 ﾒﾄﾛﾉｰﾑ 300-4000 4 ｳﾁﾀﾞ洋行

AED 1 1 1 教具 AED M5066A FC 1

多用途記録装置 1 1 1 教具
PowerLab多用途記録
装置

PTB864AO 1 ADI社

重心動揺分析装一式 1 データ収録・解析システム 1 1 教具 平衡機能計 UM-BARⅡ 1 ユニメック

運動解析装置（3次元動作解析装置） 1 1 1 教具
運動解析装置（3次
元動作解析装置）

MA2000 1 ｱﾆﾏ

床反力計一式 1 1 1 教具
可搬型フォースプ
ラットフォーム

AccuGait 1 AMTI

検査測定・治療台 1 治療用ﾍﾞｯﾄﾞ ２人で１ 15 教具 治療用ﾍﾞｯﾄﾞ RH-3A 15 OG技研

検査測定・治療台 1 油圧式診察寝台 5 教具 油圧式診察寝台 KC-237 5 ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ

表面温度計 1 10人で１ 4 教具 表面温度計 905-T2 4 ｱｽﾞﾜﾝ

ﾀｲﾏｰ 1 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾀｲﾏｰ 5人で１ 8 教具 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾀｲﾏｰ 297-016-04 8 村中医療器

体脂肪測定装置 1 5人で１ 8 教具 体脂肪測定装置 TK-11808d 8 竹井機器

形態測定器具一式 1 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ体重計 1 1 教具 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ体重計 AD-6121 1 A&D

形態測定器具一式 1 身長計 1 教具 身長計 KJ-0436-04 1 ｱｽﾞﾜﾝ

形態測定器具一式 1 座高計 1 教具 座高計 KK-0463-06 1 ｱｽﾞﾜﾝ

ﾒｼﾞｬｰ 1 2人で1 20 教具 メジャー SPR-629 20 酒井医療

＊15資料
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【基準品名】
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共
通 備考 基準数量 必要数 区分 品名 型式 数量 メーカー

関節角度計一式 1 関節角度計(5点ｾｯﾄ) 各種 1 教具 関節角度計(5点ｾｯﾄ) GS-11 1 OG技研

ﾋﾟﾝﾁﾒｰﾀｰ一式 1 各種 1 教具 ﾋﾟﾝﾁﾒｰﾀｰ ST-1023 1 OG技研

ﾋﾟﾝﾁﾒｰﾀｰ一式 1 ﾋﾟﾝﾁ力測定器 1 教具 ﾋﾟﾝﾁ力測定器 GT-305 1 OG技研

ﾋﾟﾝﾁﾒｰﾀｰ一式 1 ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ 1 教具 ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ GT-300 1 OG技研

知覚検査一式 1 10人で1 4 教具
セメスワインスタイ
ンモノフィラメント

SOT-DM20A 4 酒井医療

握力計一式 1 各種 1 教具 握力計一式
ｽﾒﾄﾞﾚｰ式握力
計

1

背筋力計 1 1 1 教具 背筋力計 GT-1204D 1 OG技研

木工台 1

陶工・金革細工共用可/木
工・陶工・七宝焼き・金
工・革細工のうち2種以上
整備すること

4人で1 10 教具
作業台（金工用）
1800×900×760

BSK-245 10 ダルトン

木工台 1 教具 丸椅子 C-5ER 10 ヤガミ

木工/電動ﾎﾞｰﾙ盤 1 1 1 教具
電動ボール盤（専用
台付）

SOT-1210．
1211

1 酒井医療

木工/手動式木工用具一式 1 各種 4人で1 10 教具 木工具セット B 10 新日本造形

木工/電動木工用具一式 1 各種 4人で1 10 教具 電動工具セット HA-5A 10 新日本造形

陶工/陶工用小道具一式 1 4人で1 10 教具
陶芸製作用具セット
（20点組）

SW-KA 10 サンアート

陶工/絵付け用用具一式 1 4人で1 10 教具
施釉用具セット（14
点組）

SW-UA 10 サンアート

革細工/革細工用具一式 1 4人で1 10 教具 皮革工芸器具セット SK 10 サンアート

絵画/絵画用具一式 1 4人で1 10 教具
水彩セット（水彩
セット、画板）

534-654 10 新日本造形

作業台 1

織物・ﾓｻﾞｲｸ・絵画・園芸
共用可/織物・ﾓｻﾞｲｸ・絵
画・園芸のうち2種以上を
整備すること

4人で1 10 教具 作業台 BSK-245 10

作業台 1 10 教具 丸椅子 C-5ER 10 ヤガミ

七宝焼き/七宝用具一式 1 4人で1 10 教具 七宝焼器具セット SNZ-1308 10 酒井医療

織物/卓上織機一式 1 4人で1 10 教具 卓上手織り機 SOT-1540 10 酒井医療

ﾓｻﾞｲｸ/ﾓｻﾞｲｸ用具一式 1 4人で1 10 教具 モザイクセット SSD-12 10 サンアート

園芸/園芸用具一式 1 4人で1 10 教具
園芸用具セット（ス
コップ、鋤など）

10

上肢機能検査用具一式 1 3種 10人で1 1 教具
IPUT　ペグボード
セット

SOT-2100i 1 酒井医療

上肢機能検査用具一式 1 1 教具 パーデユペグボード A929-1 1 酒井医療

上肢機能検査用具一式 1 1 教具
ボックス＆ブロック
テスト

7531 1 酒井医療

上肢機能検査用具一式 1 1 教具
簡易上肢機能検査
ステフ

SOT-3000 1 酒井医療

上肢機能検査用具一式 1 1 教具
脳卒中上肢機能検査
ＭＦＴ

SOT-5000 1 酒井医療

視野計 1 1 1 教具 視野計 T.K.K101 1 竹井機器

ﾌﾘｯｶｰ 1 10人で1 4 教具
フリッカー値測定器
Ⅱ型

T.K.K.501C 4 竹井機器

発達検査用具 1 3種以上 10人で1 1 教具
幼児発達検査器セッ
ト

T.K.K.1319 1

発達検査用具 1 1 教具
日本版発達プレスク
リーニング質問用紙
（JPDQ)

T.K.K.1440a
～e

1

発達検査用具 1 1 教具
日本版デンバー式発
達スクリーニング検
査（JDDST)

T.K.K.1441 1

発達検査用具 1 1 教具
日本版デンバー式発
達スクリーニング検
査マニュアル

T.K.K.11434 1
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発達検査用具 1 1 教具
日本版乳幼児の家庭
環境評価法テスト用
紙（JHSQ)

T.K.K.1442a.
b

1

発達検査用具 1 1 教具
日本版乳幼児の家庭
環境評価法マニュア
ル

T.K.K.1443 1

発達検査用具 1 1 教具
PREB学習レディネス
診断検査セット

T.K.K.1432 1

認知検査器具 1 3種以上/高次機能検査含む 10人で1 1 教具 重さ違いペグボード NK0001 1 酒井医療

認知検査器具 1 1 教具
セメス　ワインスタ
イン　モノフィラメ
ント

SOT-DM20A 1 酒井医療

認知検査器具 1 1 教具
ディスク・クリミ
ネーター

SOT-512752 1 酒井医療

認知検査器具 1 1 教具
振動感覚音叉セット
（たたき棒付）

SOT-8641 1 酒井医療

認知検査器具 1 1 教具 弁別能力検査器 SOT-600 1 酒井医療

心理検査器具 1 3種以上/知能検査含む 10人で1 1 教具
心理検査器具
WAIS-R(手引）

1

心理検査器具 1 1 教具
心理検査器具　TAT
検査

TK11394 1

心理検査器具 1 1 教具
心理検査器具　TAT
検査（解説書）

1

心理検査器具 1 1 教具
心理検査器具　CAT
検査

TK11393 1

心理検査器具 1 1 教具
心理検査器具　CTA
検査（解説書）

1

心理検査器具 1 1 教具
心理検査器具　POMS
検査

TK11319 1

心理検査器具 1 1 教具
心理検査器具　POMS
検査（手引き）

1

ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ用具一式 1 ﾎﾞｰﾄﾞ/ﾌﾞﾛｯｸ/ﾃｰﾌﾞﾙ含む 10人で1 4 教具 サンディングセット SOT-180１ 4 酒井医療

砂袋 1 各種 10人で1 4 教具 砂袋一式(各種) 2

ﾊﾞｲｵﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ機器 1 10人で１ 4 教具 クリニカルDTS EM-701F2 3 酒井医療

ﾊﾞｲｵﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ機器 1 1 教具 GSRﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ装置 BF-300P 1 OG技研

姿勢鏡 1 姿勢矯正用鏡(移動式) 1 1 教具
姿勢矯正用鏡(移動
式)

GH-510 1 OG技研

作業療法用音響再生装置 1 デジタルカメラ 各種 1 教具
作業療法用音響再生
装置

XMDX717 1 ﾊﾟｲｵﾆｱ

作業療法用音響再生装置 1 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ 1 教具 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ HCD-SD5 1 松下電器

ｽﾎﾟｰﾂ用具一式 1 各種 1 1 教具 卓上ホッケー DLM-TS002 1 酒井医療

ｽﾎﾟｰﾂ用具一式 1 1 教具 ゲートボールセット DLM-42 1 酒井医療

娯楽用ｹﾞｰﾑ一式 1 各種 1 1 教具
マグネット囲碁セッ
ト

M14487 1

娯楽用ｹﾞｰﾑ一式 1 1 教具
マグネット将棋セッ
ト

M14469 1

運動遊具一式 1 各種 10人で1 2 教具
ニューカラーボウリ
ングゲーム

W9284W9946 2 酒井医療

運動遊具一式 1 2 教具 デッキ輪投げ SPR-586 2 酒井医療

玩具一式 1 各種 10人で1 2 教具
リールとホイルとデ
ザイン集セット

DLM-522046 2 酒井医療

玩具一式 1 2 教具
ひも通しとデザイン
集セット

DLM-522462 2 酒井医療

実習ﾓﾃﾞﾙ人形 1 小児 10人で1 4 教具
新型・実習モデル人
形(小児)

M-106-1 4

障害者用ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 1 各種 1 教具 伝の心 16062001 1 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｻﾌﾟﾗｲ

上腕義手・能動式 1
肩義手/能動式普通用/完成
部材含む

1 1 教具 肩義手 能動式普通用 1 啓愛義肢

上腕義手・装飾用 1
上腕義手/装飾用/完成用部
材含む

1 1 教具 上腕義手 装飾用 1 啓愛義肢
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肩義手・装飾用 1
肩義手/装飾用/完成部材含
む

1 1 教具 肩義手 装飾用 1 啓愛義肢

肩義手・能動式普通用 1 肩義手・能動式普通用 1 1 教具 肩義手 能動式普通用 1 啓愛義肢

肩義手・能動式肩甲鎖骨切除用 1 1 1 教具
肩義手　能動式肩鎖
骨切除用

1
啓愛義肢材料
販売所

前腕義手・能動式 1 1 1 教具 前腕義手
能動用　殻構
造式

1 啓愛義肢材料

前腕義手・装飾用 1
前腕義手/装飾用/完成用部
品含む

1 1 教具 前腕義手 装飾用 1 啓愛義肢

手義手・能動式 1
手義手/能動式/完成部材含
む

1 1 教具 手義手 能動式 1 啓愛義肢

手義手・装飾用 1
手義手/装飾用/完成部材含
む

1 1 教具 手義手
装飾用コスメ
チックハンド

1 啓愛義肢

手部義手 1 手部義手/完成部材含む 1 1 教具 手部義手 半手部式 1 啓愛義肢

手指義手 1 手指義手/完成部材含む 1 1 教具 手指義手 装飾用 1 啓愛義肢

作業用義手 1 作業用義手/完成部材含む 1 1 教具 作業用義手 前腕用 1 啓愛義肢

義手チェックアウト用具一式 1 4人で1 10 教具
義手チェックアウト
用具

バネ秤/メ
ジャー/角度
計/木片

10 啓愛義肢

義足及び各部品 1 各種装具及び各部品 各種1 1 教具 股離断義足
骨格構造式
ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ

1 啓愛義肢材料

義足及び各部品 1 大腿義足 1 1 教具 大腿義足 骨格構造式 1 啓愛義肢材料

義足及び各部品 1 大腿義足 1 1 教具 大腿義足 殻構造式 1 啓愛義肢材料

義足及び各部品 1 下腿義足　PTB 1 1 教具 下腿義足　PTB 骨格構造式 1 啓愛義肢材料

義足及び各部品 1 ｻｲﾑ義足 1 1 教具 ｻｲﾑ義足 ﾉｰｽｳｪｽﾀﾝ 1 啓愛義肢材料

義足及び各部品 1 足袋義足 1 1 教具 足袋義足 足袋式 1 啓愛義肢材料

義足及び各部品 1 下腿用 1 1 教具 下腿用 PTS式 1 啓愛義肢材料

義足及び各部品 1 下腿用 1 1 教具 下腿用 KBM式 1 啓愛義肢材料

義足及び各部品 1 下腿用 1 1 教具 下腿用 軽便式 1 啓愛義肢材料

義足及び各部品 1 単軸 1 1 教具 単軸 ﾉｰｽｳｪｽﾀﾝ 1 啓愛義肢材料

義足及び各部品 1 蝶番式　単軸 1 1 教具 蝶番式　単軸 殻構造式 1 啓愛義肢材料

義足及び各部品 1 面摩擦膝 1 1 教具 面摩擦膝 単軸膝 1 啓愛義肢材料

義足及び各部品 1 可変摩擦膝　単軸 1 1 教具 可変摩擦膝　単軸
骨格構造式
3P15

1 啓愛義肢材料

義足及び各部品 1 油圧式 1 1 教具 油圧式 1 啓愛義肢材料

義足及び各部品 1 ｻｯﾁ式 1 1 教具 ｻｯﾁ式 1 啓愛義肢材料

義足及び各部品 1 単軸足　ﾌﾞﾛｯｸ付き 1 1 教具 単軸足　ﾌﾞﾛｯｸ付き 1 啓愛義肢材料

義足及び各部品 1 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 1 1 教具 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 1 啓愛義肢材料

義足及び各部品 1 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 1 1 教具 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 1 啓愛義肢材料

義足及び各部品 1 上腕義手 1 1 教具 上腕義手
能動用　殻構
造式

1 啓愛義肢材料

スプリント 1 屈曲ﾐｯﾄ 10種以上 1 教具 屈曲ﾐｯﾄ 1 啓愛義肢材料

スプリント 1 肩外転副子 1 1 教具 肩外転副子 ｼｮﾙﾀﾞｰﾌﾞﾚｰｽ 1 啓愛義肢材料

スプリント 1 手関節背屈副子 1 1 教具 手関節背屈副子
ｶｯｸｱｯﾌﾟｽﾌﾟﾘﾝ
ﾄ

1 啓愛義肢材料

スプリント 1 手関節背屈副子 1 1 教具 手関節背屈副子 ｵｯﾍﾟﾝﾊｲﾏｰ 1 啓愛義肢材料

スプリント 1 手関節背屈副子 1 1 教具 手関節背屈副子 ﾊﾟﾈﾙ 1 啓愛義肢材料

スプリント 1 手関節背屈副子 1 1 教具 手関節背屈副子 ﾄｰﾏｽ 1 啓愛義肢材料

スプリント 1 長対立副子 1 1 教具 長対立副子
ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｽﾌﾟﾘﾝ
ﾄ

1 啓愛義肢材料

スプリント 1 把持装具 1 1 教具 把持装具
ﾃﾉﾃﾞｰｼｽｽﾌﾟﾘﾝ
ﾄ　ｴﾝｹﾞﾝ

1 啓愛義肢材料

スプリント 1 短対立副子 1 1 教具 短対立副子 ﾗﾝﾁｮ 1 啓愛義肢材料

スプリント 1 短対立副子 1 1 教具 短対立副子 ﾅｯｸﾙﾍﾞﾝﾀﾞｰ 1 啓愛義肢材料

スプリント 1 各胴ﾊﾞｲｽ 8 8 教具 各胴ﾊﾞｲｽ 125mm 8 啓愛義肢材料

スプリント 1 六角ﾚﾝﾁｾｯﾄ 8 8 教具 六角ﾚﾝﾁｾｯﾄ ﾐﾘ用 8 啓愛義肢材料

スプリント 1 ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ4本ｾｯﾄ 8 8 教具 ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ4本ｾｯﾄ ﾌﾟﾗｽ 8 啓愛義肢材料

スプリント 1 ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ4本ｾｯﾄ 8 8 教具 ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ4本ｾｯﾄ ﾏｲﾅｽ 8 啓愛義肢材料

スプリント 1 骨盤水平器 2 2 教具 骨盤水平器 2 啓愛義肢材料
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スプリント 1 ﾗｼｬ切はさみ 8 8 教具 ﾗｼｬ切はさみ 8 啓愛義肢材料

スプリント 1 ﾋﾟﾝｷﾝｸﾞはさみ 8 8 教具 ﾋﾟﾝｷﾝｸﾞはさみ 8 啓愛義肢材料

スプリント 1 ｶｼﾒ打ち棒 8 8 教具 ｶｼﾒ打ち棒 大　小　各1 8 啓愛義肢材料

スプリント 1 ﾊﾄﾒ打ち棒 8 8 教具 ﾊﾄﾒ打ち棒 大　小　各1 8 啓愛義肢材料

スプリント 1 打ち抜きｾｯﾄ 8 8 教具 打ち抜きｾｯﾄ ﾊﾄﾒ抜き 8 啓愛義肢材料

スプリント 1 ｽﾃﾝﾚｽ直尺 8 8 教具 ｽﾃﾝﾚｽ直尺 60cm 8 啓愛義肢材料

スプリント 1 ｽﾃﾝﾚｽ曲尺 8 8 教具 ｽﾃﾝﾚｽ曲尺 150×150 8 啓愛義肢材料

スプリント 1 ﾉｷﾞｽ 2 2 教具 ﾉｷﾞｽ 150mm 2 啓愛義肢材料

スプリント 1 食い切り 8 8 教具 食い切り 240mm 8 啓愛義肢材料

スプリント 1 片手ﾊﾝﾏｰ 8 8 教具 片手ﾊﾝﾏｰ 1ﾎﾟﾝﾄﾞ 8 啓愛義肢材料

スプリント 1 木ﾊﾝﾏｰ 8 8 教具 木ﾊﾝﾏｰ 8 啓愛義肢材料

スプリント 1 ﾓﾝｷｰﾚﾝﾁ 8 8 教具 ﾓﾝｷｰﾚﾝﾁ 小 8 啓愛義肢材料

スプリント 1 ﾌﾟﾗｲﾔｰ 8 8 教具 ﾌﾟﾗｲﾔｰ 大 8 啓愛義肢材料

スプリント 1 ｱﾝﾋﾞﾙ 8 8 教具 ｱﾝﾋﾞﾙ 3kg 8 啓愛義肢材料

スプリント 1 ﾊﾞｲｽｸﾘｯﾌﾟ 8 8 教具 ﾊﾞｲｽｸﾘｯﾌﾟ 8 啓愛義肢材料

スプリント 1 下げ振り 8 8 教具 下げ振り 8 啓愛義肢材料

ｽﾌﾟﾘﾝﾄ製作用具一式 1 電熱器/ﾋｰﾄｶﾞﾝ含む 4人で1 10 教具 ヒートパン TAH-1200 1 酒井医療

ｽﾌﾟﾘﾝﾄ製作用具一式 1 教具 ヒートガン A3160 1 酒井医療

ｽﾌﾟﾘﾝﾄ製作用具一式 1 教具 フライ返し AS-75421 1 酒井医療

ｽﾌﾟﾘﾝﾄ製作用具一式 1 教具 水温計 AS-14017 1 酒井医療

ｽﾌﾟﾘﾝﾄ製作用具一式 1 教具 ヒートパンライナー A530-NS 1 酒井医療

ｽﾌﾟﾘﾝﾄ製作用具一式 1 教具 スプリントカッター A482-2 1 酒井医療

ｽﾌﾟﾘﾝﾄ製作用具一式 1 教具 エマジンバサミ A371-9 1 酒井医療

ｽﾌﾟﾘﾝﾄ製作用具一式 1 教具 万能バサミ TOSK-200 1 酒井医療

ｽﾌﾟﾘﾝﾄ製作用具一式 1 教具
スプリントバサミ
（反り16cm）

AS-2121 1 酒井医療

ｽﾌﾟﾘﾝﾄ製作用具一式 1 教具
スプリントバサミ
（反り14cm）

AS-2107 1 酒井医療

ｽﾌﾟﾘﾝﾄ製作用具一式 1 教具 ホールパンチ A371-15 1 酒井医療

ｽﾌﾟﾘﾝﾄ製作用具一式 1 教具 メジャー SPR-629 1 酒井医療

ｽﾌﾟﾘﾝﾄ製作用具一式 1 教具
ハンドスプリンティ
ング（CD-ROM）

UN-0209 1 酒井医療

ギブス用具一式 1 5 5 教具 ｷﾞﾌﾟｽ台(板)
ｽﾃﾝﾚｽ
850x850x25

5 啓愛義肢材料

ギブス用具一式 1 1 1 教具 ｷﾞﾌﾟｽｶｯﾀｰ 電動 1 啓愛義肢材料

ギブス用具一式 1 5 5 教具 ｷﾞﾌﾟｽ用はさみ 大 5 啓愛義肢材料

ギブス用具一式 1 5 5 教具 ｷﾞﾌﾟｽ用はさみ 小 5 啓愛義肢材料

ギブス用具一式 1 5 5 教具 ｷﾞﾌﾟｽ刀 切出し 5 啓愛義肢材料

ギブス用具一式 1 5 5 教具 石膏ﾔｽﾘ
平　甲丸　丸
各１

5 啓愛義肢材料

ギブス用具一式 1 5 5 教具 石膏容器 大 中 小 各1 5 啓愛義肢材料

各種装具及び各部品 1 ｺｽﾒﾁｯｸﾊﾝﾄﾞ 1 1 教具 ｺｽﾒﾁｯｸﾊﾝﾄﾞ ｸﾞﾛｰﾌﾞ 1 啓愛義肢材料

各種装具及び各部品 1 長下肢装具 1 1 教具 長下肢装具
両側支柱　足
部あおい

1 啓愛義肢材料

各種装具及び各部品 1 短下肢装具 1 1 教具 短下肢装具 両側支柱　靴 1 啓愛義肢材料

各種装具及び各部品 1 免荷装具 1 1 教具 免荷装具 PTB　あぶみ 1 啓愛義肢材料

各種装具及び各部品 1 膝装具 1 1 教具 膝装具 ｽｪｰﾃﾞﾝ膝 1 啓愛義肢材料

各種装具及び各部品 1 合成樹脂 1 1 教具 合成樹脂 ｼｭｰﾎｰﾝﾌﾞﾚｰｽ 1 啓愛義肢材料

各種装具及び各部品 1 ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ 1 1 教具 ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ 1 啓愛義肢材料

各種装具及び各部品 1 ﾂｲｽﾀｰ 1 1 教具 ﾂｲｽﾀｰ 1 啓愛義肢材料

各種装具及び各部品 1 ﾘｰﾒﾝﾋﾞｭｰｹﾞﾙ 1 1 教具 ﾘｰﾒﾝﾋﾞｭｰｹﾞﾙ 先股脱装具 1 啓愛義肢材料

各種装具及び各部品 1 ｷｬﾝﾊﾞｽｺﾙｾｯﾄ 1 1 教具 ｷｬﾝﾊﾞｽｺﾙｾｯﾄ ﾀﾞｰﾒﾝｺﾙｾｯﾄ 1 啓愛義肢材料

各種装具及び各部品 1 頚椎用硬性ｺﾙｾｯﾄ 1 1 教具 頚椎用硬性ｺﾙｾｯﾄ SOMI 1 啓愛義肢材料
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各種装具及び各部品 1 胸腰椎用硬性ｺﾙｾｯﾄ 1 1 教具 胸腰椎用硬性ｺﾙｾｯﾄ 1 啓愛義肢材料

各種装具及び各部品 1 胸腰椎用硬性ｺﾙｾｯﾄ 1 1 教具 胸腰椎用硬性ｺﾙｾｯﾄ ｱﾝﾀﾞｰｱｰﾑ 1 啓愛義肢材料

各種装具及び各部品 1 胸腰椎用硬性ｺﾙｾｯﾄ 1 1 教具 胸腰椎用硬性ｺﾙｾｯﾄ
ｼﾞｭｴｯﾄ継手無
し

1 啓愛義肢材料

各種装具及び各部品 1 腰椎用ｺﾙｾｯﾄ 1 1 教具 腰椎用ｺﾙｾｯﾄ ｳｨﾘｱﾑｽ 1 啓愛義肢材料

各種装具及び各部品 1 ﾁｬｯｶ靴 1 1 教具 ﾁｬｯｶ靴 内反矯正用 1 啓愛義肢材料

各種装具及び各部品 1 短靴 1 1 教具 短靴
整形靴　外科
開き

1 啓愛義肢材料

各種装具及び各部品 1 ｱｰﾁｻﾎﾟｰﾄ 1 1 教具 ｱｰﾁｻﾎﾟｰﾄ 高ｱｰﾁ 1 啓愛義肢材料

各種装具及び各部品 1 ｱｳﾀｰｳｪｯｼﾞ 1 1 教具 ｱｳﾀｰｳｪｯｼﾞ 1 啓愛義肢材料

各種装具及び各部品 1 ｲﾝﾅｰｳｪｯｼﾞ 1 1 教具 ｲﾝﾅｰｳｪｯｼﾞ 1 啓愛義肢材料

各種装具及び各部品 1 ｱｰﾁﾘﾌﾀｰ 1 1 教具 ｱｰﾁﾘﾌﾀｰ 1 啓愛義肢材料

各種装具及び各部品 1 補高 1 1 教具 補高 30mm 1 啓愛義肢材料

各種装具及び各部品 1 固定遊具 1 1 教具 固定遊具 K-203-1 1 啓愛義肢材料

日常家具一式 1 1 1 教具 食器棚 1

日常家具一式 1 1 教具 食卓セット 1

日常家具一式 1 1 教具 整理ダンス 1

日常家具一式 1 1 教具 寝具・座布団一式 1

日常家具一式 1 1 教具 37型液晶テレビ LC-37GS10 1 シャープ

日常家具一式 1 1 教具 ハイローテーブル
ＦＴＣ－1500
Ｍ

1

冷蔵庫 1 1 1 教具 家庭用冷蔵庫 SR-141P 1 三洋電機

洗濯機 1 1 1 教具 家庭用全自動洗濯機 NW-5FR 1 三洋電機

電動式ﾍﾞｯﾄﾞ 1 3ﾓｰﾀｰ式 1 1 教具 電動ｷﾞｬｯﾁﾍﾞｯﾄﾞ KA-2062C 1 ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ

電話機 1 ﾀﾞｲﾔﾙ式 1 1 教具 ﾀﾞｲﾔﾙ式 1 NTT

電話機 1 ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝ式 1 教具 ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝ式 1 NTT

電話機 1 福祉電話 1 教具 福祉電話 1 NTT

調理器具一式 1 10人で1 4 教具 ほのぼの食器　小鉢 4
ウィルアシス
ト

調理器具一式 1 教具
ほのぼの食器　丸小
鉢

4
ウィルアシス
ト

調理器具一式 1 教具
ほのぼの湯のみ　水
玉

4
ウィルアシス
ト

調理器具一式 1 教具 ほのぼの食器　深皿 4
ウィルアシス
ト

調理器具一式 1 教具
ほのぼのマグカップ
スクエアｰ

4
ウィルアシス
ト

調理器具一式 1 教具 炊事用具セット 4

調理器具一式 1 教具 フライパン 4 ﾊﾟｰﾙ金属

調理器具一式 1 教具 片手鍋 4 ﾊﾟｰﾙ金属

調理器具一式 1 教具 両手鍋 4 ﾊﾟｰﾙ金属

調理器具一式 1 教具 炊飯器 4 東芝

調理器具一式 1 教具 電子レンジ 4 シャープ

調理器具一式 1 教具 オープントースター 4 東芝

改造衣類一式 1 介護用肌着･ねまき実習ｾｯﾄ 10人で１ 4 教具
介護用肌着･ねまき
実習ｾｯﾄ

KT17 4 京都科学

掃除用具一式 1 1 1 教具 掃除用具一式 1 ﾃﾗﾓﾄ

ﾗｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ(机) 1 各種 3 3 教具 ﾗｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ(机) RF-110 3 OG技研

ポータブル便器 1 各種 3種 1 教具 プラスチック便座 PN-L30200 1 パナソニック

ポータブル便器 1 簡易便器(折りたたみ式) 1 教具
簡易便器(折りたた
み式)

UC-1111 1 OG技研

ポータブル便器 1 ﾄｲﾚﾁｪｱｰ(折りたたみ式) 1 教具
ﾄｲﾚﾁｪｱｰ(折りたたみ
式)

UC-1163 1 OG技研

車椅子 標準型 1 4人で１ 10 教具 車椅子（アルミ） NEO-0 2 酒井医療

車椅子 (介護型) 1 車椅子 (介護型) 5種 1 教具 車椅子 (介護型) KL-16-38B 1 ｶﾜﾑﾗｻｲｸﾙ
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車椅子 (介護型) 1 車椅子 (ﾌﾙﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ型) 1 教具
車椅子 (ﾌﾙﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ
型)

RR-70N 1 ｶﾜﾑﾗｻｲｸﾙ

車椅子 (介護型) 1
車椅子 (脚部ｴﾚﾍﾞｰﾃｨﾝｸﾞ
型)

1 教具
車椅子 (脚部ｴﾚﾍﾞｰ
ﾃｨﾝｸﾞ型)

KA-22-40EL 1 ｶﾜﾑﾗｻｲｸﾙ

車椅子 (介護型) 1 車椅子 (携帯用ﾊﾞｷﾞｰ) 1 教具
車椅子 (携帯用ﾊﾞ
ｷﾞｰ)

KA4-N 1 ｶﾜﾑﾗｻｲｸﾙ

車椅子 (介護型) 1 車椅子 (肘掛装着型) 1 教具
車椅子 (肘掛装着
型)

KA-22-40AD 1 ｶﾜﾑﾗｻｲｸﾙ

電動車椅子 1 1 1 教具 電動車椅子
KA-22-
40SN7ABF/JW1

1 ｶﾜﾑﾗｻｲｸﾙ

サスペンションリング 1 ｱｰﾑｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ 1 1 教具 ｱｰﾑｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ SPR-190 1 酒井医療

サスペンションリング 1 ﾍﾙﾌﾟｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ 1 1 教具 ﾍﾙﾌﾟｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ UA-18 1 OG技研

アームスリング 1 3種 1 教具
ショルダーブレー
ス・ER（左用）

17492 1 アルケア

アームスリング 1 1 教具
ショルダーブレー
ス・ER（右用）

17482 1 アルケア

アームスリング 1 1 教具
ショルダーブレー
ス・IR

17532 1 アルケア

アームスリング 1 1 教具
ヘミアームスリング
Ⅱ（左用）

A653-3 1 酒井医療

アームスリング 1 1 教具
ヘミアームスリング
Ⅱ（右用）

A653-4 1 酒井医療

自助具 1
食事/排泄/更衣/整容/入浴
/習字用等

40種以上 1 教具
食事　組合せフォー
ク・スプーン（17
種）

AA5548 1 酒井医療

自助具 1
食事/排泄/更衣/整容/入浴
/習字用等

1 教具
食事　形状記憶ス
プーンⅠ

SK-001 1 酒井医療

自助具 1
食事/排泄/更衣/整容/入浴
/習字用等

1 教具
食事　形状記憶
フォークⅠ

SK-003 1 酒井医療

自助具 1
食事/排泄/更衣/整容/入浴
/習字用等

1 教具
食事　形状記憶ス
ポークⅠ

SK-004 1 酒井医療

自助具 1
食事/排泄/更衣/整容/入浴
/習字用等

1 教具 食事　らくらく箸 SK-511 1 酒井医療

自助具 1
食事/排泄/更衣/整容/入浴
/習字用等

1 教具
食事　ボトルホル
ダー

R-3180 1 酒井医療

自助具 1
食事/排泄/更衣/整容/入浴
/習字用等

1 教具
食事　グラスフォル
ダー

R-4710 1 酒井医療

自助具 1
食事/排泄/更衣/整容/入浴
/習字用等

1 教具
食事　スプーンフォ
ルダー

R-4720 1 酒井医療

自助具 1
食事/排泄/更衣/整容/入浴
/習字用等

1 教具
食事　滑り止め食器
（大）

HS-100SE 1 酒井医療

自助具 1
食事/排泄/更衣/整容/入浴
/習字用等

1 教具
食事　滑り止め食器
（小）

HS-101SE 1 酒井医療

自助具 1
食事/排泄/更衣/整容/入浴
/習字用等

1 教具
食事　滑り止め食器
（ボール）

HS-102SE 1 酒井医療

自助具 1
食事/排泄/更衣/整容/入浴
/習字用等

1 教具 調理　調理プレート R-3241 1 酒井医療

自助具 1
食事/排泄/更衣/整容/入浴
/習字用等

1 教具 調理　缶切り R-0915 1 酒井医療

自助具 1
食事/排泄/更衣/整容/入浴
/習字用等

1 教具 調理　フライ返し R-0920 1 酒井医療

自助具 1
食事/排泄/更衣/整容/入浴
/習字用等

1 教具 調理　調理ブラシ R-3235 1 酒井医療

自助具 1
食事/排泄/更衣/整容/入浴
/習字用等

1 教具 調理　コップブラシ R-3215 1 酒井医療

自助具 1
食事/排泄/更衣/整容/入浴
/習字用等

1 教具 調理　柄つきブラシ R-3216 1 酒井医療

自助具 1
食事/排泄/更衣/整容/入浴
/習字用等

1 教具
調理　万能ハンドル
ピゲ

R-5155 1 酒井医療

自助具 1
食事/排泄/更衣/整容/入浴
/習字用等

1 教具
排泄　安楽尿器DX
男

00-115-04 1 ﾌﾗﾝｽﾍﾞｯﾄﾞ

自助具 1
食事/排泄/更衣/整容/入浴
/習字用等

1 教具
排泄　安楽尿器DX
女

00-115-04 1 ﾌﾗﾝｽﾍﾞｯﾄﾞ

自助具 1
食事/排泄/更衣/整容/入浴
/習字用等

1 教具 更衣　ボタン掛け R-3111 1 酒井医療

自助具 1
食事/排泄/更衣/整容/入浴
/習字用等

1 教具
更衣　ドレッシン
グ・エイド

R-3115 1 酒井医療
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自助具 1
食事/排泄/更衣/整容/入浴
/習字用等

1 教具
更衣　ストッキン
グ・エイド

R-3130 1 酒井医療

自助具 1
食事/排泄/更衣/整容/入浴
/習字用等

1 教具
更衣　ドレッシン
グ・スティック

R-3120 1 酒井医療

自助具 1
食事/排泄/更衣/整容/入浴
/習字用等

1 教具
更衣　リーチャー
パッシブ

R-5138 1 酒井医療

自助具 1
食事/排泄/更衣/整容/入浴
/習字用等

1 教具
更衣　リーチャーア
クティブ

R-5128 1 酒井医療

自助具 1
食事/排泄/更衣/整容/入浴
/習字用等

1 教具 更衣　くつべら R-3150 1 酒井医療

自助具 1
食事/排泄/更衣/整容/入浴
/習字用等

1 教具 整容　爪切り R-5303 1 酒井医療

自助具 1
食事/排泄/更衣/整容/入浴
/習字用等

1 教具
整容　先曲がり爪き
り

AA6766Y 1 酒井医療

自助具 1
食事/排泄/更衣/整容/入浴
/習字用等

1 教具 整容　柄つきくし R-4370 1 酒井医療

自助具 1
食事/排泄/更衣/整容/入浴
/習字用等

1 教具
入浴　柄つきスポン
ジ

R-4385 1 酒井医療

自助具 1
食事/排泄/更衣/整容/入浴
/習字用等

1 教具
入浴　Ｕ型バスブラ
シ

R-4392 1 酒井医療

自助具 1
食事/排泄/更衣/整容/入浴
/習字用等

1 教具 入浴　柄つきブラシ R-4389 1 酒井医療

自助具 1
食事/排泄/更衣/整容/入浴
/習字用等

1 教具 入浴　爪ブラシ R-4395 1 酒井医療

自助具 1
食事/排泄/更衣/整容/入浴
/習字用等

1 教具
入浴　すべり止め
マット

YGB500RP 1 酒井医療

自助具 1
食事/排泄/更衣/整容/入浴
/習字用等

1 教具
習字　ブックフォル
ダー

R-7915 1 酒井医療

自助具 1
食事/排泄/更衣/整容/入浴
/習字用等

1 教具
習字　ペンフォル
ダー

R-7930 1 酒井医療

自助具 1
食事/排泄/更衣/整容/入浴
/習字用等

1 教具 習字　ページめくり R-7900 1 酒井医療

自助具 1
食事/排泄/更衣/整容/入浴
/習字用等

1 教具 その他　はさみ R-5300 1 酒井医療

自助具 1
食事/排泄/更衣/整容/入浴
/習字用等

1 教具
その他　形状記憶ハ
サミ

UC-300 1 酒井医療

腕可動支持器 1 20人で１ 1 教具 ＰＳＢ（左手用） PSB-300L 1 酒井医療

腕可動支持器 1 1 教具 ＰＳＢ（右手用） PSB-300R 1 酒井医療

腕可動支持器 1 2 教具
テーブル用ブラケッ
ト

PSB-301 2 酒井医療

ﾄﾗﾝｽﾌｧｰﾎﾞｰﾄﾞ 1 4人で１ 10 教具 ﾄﾗﾝｽﾌｧｰﾎﾞｰﾄﾞ UC-1594 10 OG技研

ﾄﾗﾝｽﾌｧｰﾎﾞｰﾄﾞ 1 2種 1 教具 ﾄﾗﾝｽﾘﾌﾀｰⅡ RA-75 1 OG技研

ﾄﾗﾝｽﾌｧｰﾎﾞｰﾄﾞ 1 1 1 教具 ﾘｵｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ 490 1 OG技研

ﾄﾗﾝｽﾌｧｰﾎﾞｰﾄﾞ 1 1 1 教具 ﾊﾞｯﾃﾘｰ充電器 490 1 OG技研

ﾘﾌﾀｰ 1 各種 2種 1 教具 移動式リフト  EL-570 1 いうら

ﾘﾌﾀｰ 1 各種 1 教具 移動用　電動リフト  EL-560 1 いうら

ﾘﾌﾀｰ 1 各種 1 教具
スリングシート
（ハーフサイズシー
ト）

WT-100 1 いうら

杖 1 ﾛﾌｽﾄﾗﾝﾄﾞｸﾗｯﾁ(中) 6種 1 教具 ﾛﾌｽﾄﾗﾝﾄﾞｸﾗｯﾁ(中) RK-328 1 OG技研

杖 1 ｱﾙﾐｹｲﾝ(ｵﾌｾｯﾄ型) 1 教具 ｱﾙﾐｹｲﾝ(ｵﾌｾｯﾄ型) RK-322 1 OG技研

杖 1 ｸｳｫｰﾄﾞｹｲﾝ(ｽﾜﾝ型) 1 教具 ｸｳｫｰﾄﾞｹｲﾝ(ｽﾜﾝ型) RK-308 1 OG技研

杖 1 ｱﾙﾐｹｲﾝ(ﾌﾘｰｻｲｽﾞ･ﾃﾞﾗｯｸｽ型) 1 教具
ｱﾙﾐｹｲﾝ(ﾌﾘｰｻｲｽﾞ･ﾃﾞ
ﾗｯｸｽ型)

RK-320 1 OG技研

杖 1 軽合金製松葉杖(大) 1 教具 軽合金製松葉杖(大) RK-302 1 OG技研

杖 1 ｱﾝﾀﾞｰｱｰﾑｸﾗｯﾁ 1 教具 ｱﾝﾀﾞｰｱｰﾑｸﾗｯﾁ RK-330 1 OG技研

歩行器 1
歩行訓練用階段(ﾊﾞｽｽﾃｯﾌﾟ
付き)

5種 1 教具
歩行訓練用階段(ﾊﾞｽ
ｽﾃｯﾌﾟ付き)

GH-455/459 1 OG技研

歩行器 1 歩行訓練用斜面階段 1 教具 歩行訓練用斜面階段 GH-34 1 OG技研
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歩行器 1
交互型歩行器(ｷｬｽﾀｰ
付)(大)(小)各1

1 教具
交互型歩行器(ｷｬｽﾀｰ
付)(大)(小)各1

RK-
314,315,316

1 OG技研

歩行器 1 ﾛﾚｰﾀｰ(大) 1 教具 ﾛﾚｰﾀｰ(大) RK-313 1 OG技研

歩行器 1 歩行車(高さ調節付) 1 教具 歩行車(高さ調節付) RC-105 1 OG技研

台所ユニット（車椅子用） 1 昇降ｷｯﾁﾝ 1 1 教具 昇降ｷｯﾁﾝ UC-220 1 OG技研

ﾊﾞｽﾕﾆｯﾄ/車椅子用 1 1 1 教具 開放型浴室セット SAS-900 1 酒井医療

ﾊﾞｽﾕﾆｯﾄ/車椅子用 1 教具 槽内台 SAD-903 1 酒井医療

ﾊﾞｽﾕﾆｯﾄ/車椅子用 1 教具 洗い場用ガード SAD-904 1 酒井医療

洗面台（車椅子用） 1 洗面化粧台装置 1 1 教具 洗面化粧台装置 MDF-FH752 1 三洋電機

入浴用補助具一式 1 ﾊﾞｽﾎﾞｰﾄﾞ･手すり付 1 1 教具 ﾊﾞｽﾎﾞｰﾄﾞ･手すり付 UC-1014 1 OG技研

入浴用補助具一式 1 ﾍﾞﾝﾁﾊﾞｽﾀｰ 1 1 教具 ﾍﾞﾝﾁﾊﾞｽﾀｰ UC-1062 1 OG技研

入浴用補助具一式 1 簡易浴槽手すり 1 1 教具 簡易浴槽手すり UC-1061 1 OG技研

入浴用補助具一式 1 ｼｬﾜｰﾁｪｱｰ 0 0 教具 ｼｬﾜｰﾁｪｱｰ UC-1164 1 OG技研

環境制御装置一式 1 1 1 教具 環境制御装置一式 R-608S他 1 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｻﾌﾟﾗｲ

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｴｲﾄﾞ 1 2種 2 教具
失語症リハビリテー
ション支援システム
花鼓Ⅲ

ANIMO-Ⅲ 1 酒井医療

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｴｲﾄﾞ 1 教具
意思伝達装置レッ
ツ・チャット

16331001/163
30012

1 酒井医療

製図用具一式 1 4人で1 10 教具
製図用具一式　製図
板（A2判）

860-3946 10

製図用具一式 1 10 教具
製図用具一式　製図
器総合ｾｯﾄ

730-7000 10

職業適性検査 1
厚生労働省一般職業適性検
査・職業ﾚﾃﾞｨﾈｽ検査等

2種以上 1 教具 狙準検査器 T.K.K.1309a 1 竹井機器

職業適性検査 1
厚生労働省一般職業適性検
査・職業ﾚﾃﾞｨﾈｽ検査等

1 教具 共応検査器（B) T.K.K.1309b 1

職業適性検査 1
厚生労働省一般職業適性検
査・職業ﾚﾃﾞｨﾈｽ検査等

1 教具
共応検査用紙（100
枚綴）

T.K.K.1309k 1

職業適性検査 1
厚生労働省一般職業適性検
査・職業ﾚﾃﾞｨﾈｽ検査等

1 教具 リング挿検査器 T.K.K.1309c 1

職業適性検査 1
厚生労働省一般職業適性検
査・職業ﾚﾃﾞｨﾈｽ検査等

1 教具 積木組立検査器 T.K.K.1309ｄ 1

職業適性検査 1
厚生労働省一般職業適性検
査・職業ﾚﾃﾞｨﾈｽ検査等

1 教具 型盤検査器 T.K.K.1309e 1

職業適性検査 1
厚生労働省一般職業適性検
査・職業ﾚﾃﾞｨﾈｽ検査等

1 教具 精神反応速度検査器 T.K.K.1309ｆ 1

職業適性検査 1
厚生労働省一般職業適性検
査・職業ﾚﾃﾞｨﾈｽ検査等

1 教具 カード分類検査器 T.K.K.1309g 1

職業適性検査 1
厚生労働省一般職業適性検
査・職業ﾚﾃﾞｨﾈｽ検査等

1 教具 適職判定器 T.K.K.1309h 1

職業適性検査 1
厚生労働省一般職業適性検
査・職業ﾚﾃﾞｨﾈｽ検査等

1 教具 格納箱 T.K.K.1309i 1

職業適性検査 1
厚生労働省一般職業適性検
査・職業ﾚﾃﾞｨﾈｽ検査等

1 教具 検査要領書 T.K.K.1309j 1

視聴覚教材 1
VTR　リハビリテーション
医学　全15巻

各種 1 教具
VTR　リハビリテー
ション医学　全15巻

12928-741 1 京都科学

視聴覚教材 1
VTR　呼吸理学療法ビデオ
プログラム

1 教具
VTR　呼吸理学療法
ビデオプログラム

12935-401 1 京都科学

視聴覚教材 1
VTR　生活とリハビリ研修
シリーズ　全１６巻

1 教具
VTR　生活とリハビ
リ研修シリーズ　全
１６巻

12915-391 1 京都科学

視聴覚教材 1
VTR　コメディカルのため
の人体の「解剖・生理」
全５巻

1 教具
VTR　コメディカル
のための人体の「解
剖・生理」　全５巻

12902-361 1 京都科学

視聴覚教材 1
VTR  起き上がり・移乗の
介護技術　全2巻

1 教具
VTR  起き上がり・
移乗の介護技術　全
2巻

12951-241 1 京都科学

鍵盤楽器 1 電子ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ 1 1 教具 電子ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ 490 1 OG技研

ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 1 4人で1 10 教具 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 10

ﾊﾝﾄﾞﾍﾙﾄﾞﾀﾞｲﾅﾓｰﾀｰ一式 1 教具 モービィ MT-100W 1 酒井医療
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ﾊﾝﾄﾞﾍﾙﾄﾞﾀﾞｲﾅﾓｰﾀｰ一式 1 教具 プルセンサー MT-150 1 酒井医療

ﾊﾝﾄﾞﾍﾙﾄﾞﾀﾞｲﾅﾓｰﾀｰ一式 1 教具 収納ケース MST-10 1 酒井医療

肺活量計 1 ５人で1 8 教具 回転ﾄﾞﾗﾑ式肺活量計 Kas 8 福井度量器

筋機能解析装置 1 1 1 教具
バイオデックス　シ
ステム４

BDX-4C 1 酒井医療

起立訓練ベッド 1 1 1 教具 チルトテーブル SPR-7000 1 酒井医療

ﾊﾞﾗﾝｽﾎﾞｰﾄﾞ 1 1 1 教具 ﾊﾞﾗﾝｽﾎﾞｰﾄﾞ 0070 1 OG技研

平行棒 1 昇降式平行棒 3.5m 1種 1 教具 昇降式平行棒 3.5m GH-260-3.5M 1 OG技研

平行棒 1
昇降式平行棒(角型支持)
3.5m

1 教具
昇降式平行棒(角型
支持) 3.5m

GH-262-3.5M 1 OG技研

プラットホームマット 1 180㎝×120㎝×40㎝ 20人で１ 2 教具
プラットホームマッ
ト（2000×1200×
450H）

SPR-545 2 酒井医療

体位排痰訓練台 1 1 1 教具
トリートメントテー
ブル

PM-213 1 酒井医療

ﾏｯﾄ 1 折りたたみﾏｯﾄ 2人で１ 20 教具 折りたたみﾏｯﾄ IP-B6001 20 ｲﾝﾀｰﾘﾊ

バルーン 1 大 1 教具 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾊﾞﾙｰﾝ 85 UC-2509 1 OG技研

バルーン 1 中 1 教具 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾊﾞﾙｰﾝ 75 UC-2508 1 OG技研

バルーン 1 小 1 教具 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾊﾞﾙｰﾝ 65 UC-2507 1 OG技研

ﾒﾃﾞｨｽﾝﾎﾞｰﾙ一式 1 3種 1 教具
ソフトウェイトボー
ル

HGN-25811 1 酒井医療

ﾒﾃﾞｨｽﾝﾎﾞｰﾙ一式 1 1 教具
ソフトウェイトボー
ル

HGN-25831 1 酒井医療

ﾒﾃﾞｨｽﾝﾎﾞｰﾙ一式 1 1 教具
ソフトウェイトボー
ル

HGN-25851 1 酒井医療

ﾛｰﾙ 1 ﾛｰﾙ 大 3種 1 教具 ﾛｰﾙ 大 PC-2794E 1 OG技研

ﾛｰﾙ 1 ﾛｰﾙ 中 1 教具 ﾛｰﾙ 中 PC-2794G 1 OG技研

ﾛｰﾙ 1 ﾛｰﾙ 小 1 教具 ﾛｰﾙ 小 PC-2794A 1 OG技研

三角マット 1 大 3種 1 教具 ウェッジ PC-2795L 1 OG技研

三角マット 1 中 1 教具 PC-2795C 1 OG技研

三角マット 1 小 1 教具 PC-2795A 1 OG技研

ﾌﾟｯｼｭｱｯﾌﾟ台 1 6段階の高さ各1 6種 1 教具
プッシュアップ台
セット（大・中・
小）

SPR-311 3 酒井医療

ﾌﾟｯｼｭｱｯﾌﾟ台 1 1 教具
プッシュアップ台
（大）　217㎜

K1951 1 ミナト医科学

ﾌﾟｯｼｭｱｯﾌﾟ台 1 1 教具
プッシュアップ台
（中）　167㎜

K1952 1 ミナト医科学

ﾌﾟｯｼｭｱｯﾌﾟ台 1 1 教具
プッシュアップ台
（小）　117㎜

K1953 1 ミナト医科学

ﾌﾟｯｼｭｱｯﾌﾟ台 1 1 教具
プッシュアップ台
140㎜

1 SINTEX

ﾌﾟｯｼｭｱｯﾌﾟ台 1 1 教具
プッシュアップ台
110㎜　130㎜

1 adidas

ﾌﾟｯｼｭｱｯﾌﾟ台(金属製) 1 1 教具
ﾌﾟｯｼｭｱｯﾌﾟ台(金属
製)

GH-381 1 OG技研

重錘ﾊﾞﾝﾄﾞ 1 各種2セット 2 教具 重錘ﾊﾞﾝﾄﾞ標準ｾｯﾄ GF-120 2 OG技研

重錘ﾊﾞﾝﾄﾞ ﾜｺﾞﾝ 1 1 教具 重錘ﾊﾞﾝﾄﾞ ﾜｺﾞﾝ GH-860 1 OG技研

砂袋 1kg 1 各種2セット 2 教具 砂袋 1kg GF-102 2 OG技研

砂袋 2kg 1 2 2 教具 砂袋 2kg GF-103 2 OG技研

砂袋 3kg 1 2 2 教具 砂袋 3kg GF-104 2 OG技研

10 ページ



教具リスト
和歌山リハビリテーション専門職大学

【基準品名】
理学療法作業療法/定員80人

理

学

療

法

作

業

療

法

共
通 備考 基準数量 必要数 区分 品名 型式 数量 メーカー

砂袋 4kg 1 2 2 教具 砂袋 4kg GF-105 2 OG技研

砂袋 5kg 1 2 2 教具 砂袋 5kg GF-106 2 OG技研

鉄亜鈴 1 鉄亜鈴軽量ｾｯﾄ (54kg) 各種2セット 2 教具
鉄亜鈴軽量ｾｯﾄ
(54kg)

GH-53-S54 2 OG技研

鉄亜鈴 1 鉄亜鈴用移動式架台 2 教具 鉄亜鈴用移動式架台 GH-538 2 OG技研

滑車 1 吊滑車 4人で１ 10 教具 吊滑車 GF-13 10 OG技研

肋木 1 肋木運動器 1 1 教具 肋木運動器 GH-290 1 OG技研

ﾛｰﾗｰﾁｪｱｰ 1 10人で１ 4 教具 ﾛｰﾗｰﾁｪｱｰ RG-231 4 OG技研

足関節矯正用ウェッジ一式 1 角度20,15,10,5度各一対 1 1 教具 足関節矯正起立足板 GH-40 4 OG技研

弾性包帯各種一式 1 5人で１ 4 教具 弾性包帯各種一式
11613(0003-
0001-03)b10
巻入り

4 ｱﾙｹｱ

弾性包帯各種一式 1 4 教具 弾性包帯各種一式
11615(0003-
0001-05)b4巻
入り

4 ｱﾙｹｱ

歩行介助用ベルト 1 起立補助ﾊﾞﾝﾄﾞ 10人で１ 4 教具 起立補助ﾊﾞﾝﾄﾞ GH-61-M 4 OG技研

高さの異なる台 1 40,30,20,10㎝ 4種 4 教具
エクササイズブロッ
ク

EXB-100 1 酒井医療

ﾎｯﾄﾊﾟｯｸ 1 ﾎｯﾄﾊﾟｯｸ大 各3 3 教具 ﾎｯﾄﾊﾟｯｸ大 HR-4A 3 OG技研

ﾎｯﾄﾊﾟｯｸ 1 ﾎｯﾄﾊﾟｯｸ中 各3 3 教具 ﾎｯﾄﾊﾟｯｸ中 HR-4B 3 OG技研

ﾎｯﾄﾊﾟｯｸ 1 ﾎｯﾄﾊﾟｯｸ小 各3 3 教具 ﾎｯﾄﾊﾟｯｸ小 HR-4C 3 OG技研

ﾎｯﾄﾊﾟｯｸ 1 ﾎｯﾄﾊﾟｯｸ頸椎 各3 3 教具 ﾎｯﾄﾊﾟｯｸ頸椎 HR-4H 3 OG技研

ﾎｯﾄﾊﾟｯｸ加温器 1 ﾏｲｸﾛｻｰﾐｰ 1 1 教具 ﾏｲｸﾛｻｰﾐｰ ME-7250 1 OG技研

パラフィン加温器 1 1 1 教具 パラフィンバス R-1053-A 1 酒井医療

極超短波治療器 1 1 1 教具 マイクロタイザー MT5DSS 1 ミナト医科学

超短波治療器 1 1 1 教具 パルス超短波治療器 SW-201 1 イトー

超音波治療器 1 1 1 教具
超音波治療器･ｿﾆｯｸﾏ
ｽﾀｰ

ES-2 1 OG技研

光線療法治療機器 1
太陽灯 (赤外線､長波･短波
紫外線)

1 1 教具
太陽灯 (赤外線､長
波･短波紫外線)

EL-100-60 1 OG技研

レーザー治療器 1 1 1 教具
ｿﾌﾄ･ﾚｰｻﾞﾘｰ(1ﾌﾟﾛｰ
ﾌﾞ)

JQ-310 1 ﾐﾅﾄ医科学

ｺｰﾙﾄﾞﾊﾟｯｸ 1 ｶﾙﾄﾊﾟｯｸ 4人で１ 10 教具 ｶﾙﾄﾊﾟｯｸ ｶﾙﾄﾊﾟｯｸM/S 10 鈴木医療器

ｺｰﾙﾄﾞﾊﾟｯｸ 1 ｶﾙﾄﾊﾟｯｸ冷却ﾕﾆｯﾄ 1 1 教具 ｶﾙﾄﾊﾟｯｸ冷却ﾕﾆｯﾄ CU-3 1 鈴木医療器

ｺｰﾙﾄﾞﾊﾟｯｸ 1 ﾎｯﾄﾊﾞｲﾀｰ 4 4 教具 ﾎｯﾄﾊﾞｲﾀｰ VR303 4 ｶﾅｹﾝ

ｺｰﾙﾄﾞﾊﾟｯｸ 1 ﾏｲｺｰﾙﾄﾞ 4 4 教具 ﾏｲｺｰﾙﾄﾞ HC-9 4 OG技研

バイブレーター 1 20人で１ 2 教具
レイマックスバイ
ター

NEW7 2

電気刺激治療器 1 ４種 1 教具 総合刺激装置 ES-530 1 酒井医療

電気刺激治療器 1 1 教具
多機能電気刺激装置
トリオ

Trio-300 1 酒井医療

電気刺激治療器 1 1 教具
干渉低周波・ｽｰﾊﾟｰｶ
ｲﾈ

SK9SDX 1 ﾐﾅﾄ医科学

電気刺激治療器 1 1 教具 低周波・ｶｲﾈﾀｲｻﾞｰ NB 1 ﾐﾅﾄ医科学

頸椎牽引装置 1
ｵﾙｿﾄﾗｯｸ (牽引用ﾜﾝﾀｯﾁﾍﾞｯ
ﾄﾞ付)

1 1 教具
ｵﾙｿﾄﾗｯｸ (牽引用ﾜﾝ
ﾀｯﾁﾍﾞｯﾄﾞ付)

OL-750-U1 1 OG技研

腰椎牽引装置 1 1 1 教具
トラックタイザー
頚椎 腰椎

TC-30SA 1 酒井医療

バネ秤 1 1 1 教具 バネ秤 1
ホームセン
ター

保護眼鏡 1 10 10 教具 ﾏｲｸﾛ用保護眼鏡 M-22 10 OG技研

水温計 (ｱﾙｺｰﾙ棒状) 1 4 4 教具 水温計 (ｱﾙｺｰﾙ棒状) 285-029-02 4 村中医療器

部分浴槽 1 上肢用 ４種 2 教具 ワールプール WP-700 2 酒井医療

部分浴槽 1 下肢用 1 教具 ワールプール WP-800 1 酒井医療

部分浴槽 1 坐浴用 1 教具 オンパー AT-2 1
日本超音波工
業
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渦流浴装置 1 1 1 教具 渦流浴装置
(HK-
152,153,123)

1 OG技研

気泡浴装置 1 1 1 教具 気泡浴装置 HK-122 1 OG技研

極低温治療器具 1 スプレー式で可 10人で１ 4 教具 チルコールド R-1038 4
タイガー医療
器

車椅子用クッション 1 ３種 1 教具 座然クッション　快 ZC-C01 1 ミキ

車椅子用クッション 1 1 教具
車椅子専用ハー
ティークション

MS-262 1 ミキ

車椅子用クッション 1 1 教具 ロホクッション 5321-00 1
アビリティ-
ズ

ギブス用具一式 1 ギブス台 1組 4 教具 ギプス台 4
啓愛義肢材料
販売所

ギブス用具一式 1 1 教具 電動ギプスカッター 1
啓愛義肢材料
販売所

ギブス用具一式 1 4 教具 ギプス用はさみ 4
啓愛義肢材料
販売所

ギブス用具一式 1 4 教具 ギプス刃 4
啓愛義肢材料
販売所

ギブス用具一式 1 1 教具 採型用丸紐 1
啓愛義肢材料
販売所

ギブス用具一式 1 カッター 4 教具 石膏ヤスリ 4
啓愛義肢材料
販売所

ギブス用具一式 1 ギブスはさみ 4 教具 はさみ 4
啓愛義肢材料
販売所

ギブス用具一式 1 4 教具 ヘラ 4
啓愛義肢材料
販売所

ギブス用具一式 1 その他 4 教具 石膏容器 4
啓愛義肢材料
販売所

四肢の断端ﾓﾃﾞﾙ 1 各種１ 1 教具 上肢断端 1 啓愛義肢

四肢の断端ﾓﾃﾞﾙ 1 1 教具 下肢断端 1 啓愛義肢

義足及び各部品 1 各種1 1 教具
股義足骨格構造　カ
ナディアン式

股：ロック
式・膝：多
軸・足：単軸

1
啓愛義肢材料
販売所

義足及び各部品 1 1 教具
義足　標準大腿義足
骨格構造式

四辺形・膝：
油圧四軸・
足：フレック
ス

1
啓愛義肢材料
販売所

義足及び各部品 1 1 教具 体験用　大腿義足 1
啓愛義肢材料
販売所

義足及び各部品 1 1 教具
義足　下腿義足
TSB式　骨格構造式

シリコンライ
ナー・TSBソ
ケット・差高
調整付足部

1
啓愛義肢材料
販売所

義手及び各部品 1 各種1 1 教具 上腕用義手　能動式
手先具：フッ
ク

1
啓愛義肢材料
販売所

義手及び各部品 1 1 教具 前腕義手　能動式
手先具：ハン
ド　装飾手袋
付

1
啓愛義肢材料
販売所

装具・スプリント及び各部品 1 各種1 1 教具
長下肢装具　両側支
柱　靴付

1
啓愛義肢材料
販売所

装具・スプリント及び各部品 1 1 教具
長下肢装具　両側支
柱

1
啓愛義肢材料
販売所

装具・スプリント及び各部品 1 1 教具
短下肢装具　両側支
柱　靴付

1
啓愛義肢材料
販売所

装具・スプリント及び各部品 1 1 教具
短下肢装具　両側支
柱

1
啓愛義肢材料
販売所

装具・スプリント及び各部品 1 1 教具 短下肢装具　硬性 1
啓愛義肢材料
販売所

装具・スプリント及び各部品 1 1 教具 短下肢装具　硬性 1
啓愛義肢材料
販売所

装具・スプリント及び各部品 1 1 教具
装具　胸腰椎用　軟
性

1
啓愛義肢材料
販売所

装具・スプリント及び各部品 1 1 教具
装具　矯正用　短靴
整形靴　片麻痺用外
科開き

1
啓愛義肢材料
販売所

装具・スプリント及び各部品 1 1 教具
装具　チャッカ靴
偏平足対応型

1
啓愛義肢材料
販売所

装具・スプリント及び各部品 1 1 教具
装具　足底挿板
アーチサポート　高
アーチ

1
啓愛義肢材料
販売所

装具・スプリント及び各部品 1 1 教具
装具　足底挿板　イ
ンナーウェッジ

1
啓愛義肢材料
販売所

12 ページ



教具リスト
和歌山リハビリテーション専門職大学

【基準品名】
理学療法作業療法/定員80人

理

学

療

法

作

業

療

法

共
通 備考 基準数量 必要数 区分 品名 型式 数量 メーカー

装具・スプリント及び各部品 1 1 教具
装具　足底挿板　ア
ウターウェッジ

1
啓愛義肢材料
販売所

装具・スプリント及び各部品 1 1 教具
装具　足底挿板　メ
タタルザルパッド

1
啓愛義肢材料
販売所

装具・スプリント及び各部品 1 1 教具
装具　足底挿板　補
高　30mm

1
啓愛義肢材料
販売所

体位計測装置 1 全身臥床用、坐位用 各１ 1 教具
体圧分布測定システ
ム　Ｃｌｉｎseat

1 ニッタ

ﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞ用ｸｯｼｮﾝ 1 1 1 教具 スポンジマット SPR-452A 1 酒井医療

座位保持装置一式 1 1 1 教具 座位保持椅子 ｵﾙｿﾁｪｱｰ 1 啓愛義肢材料

装具・ｽﾌﾟﾘﾝﾄ等修理製作用具一式 1 10人で１ 2 教具 骨盤水平器 2 啓愛義肢

装具・ｽﾌﾟﾘﾝﾄ等修理製作用具一式 1 2 教具 ノギス 150㎜ 2 啓愛義肢

作業台 1 10人で１ 4 教具 大型作業台 UA-330 4 OG技研

人体骨格模型　男子SA-160形 1 2 2 教具
人体骨格模型　男子
SA-160形

A13 2 京都科学

人体骨格模型　女子SW-170 1 2 2 教具
人体骨格模型　女子
SW-170

SW170 2 京都科学

日本人男性骨格分離複製モデル 1 5 5 教具
日本人男性骨格分離
複製モデル

SH-7 5 京都科学

日本人女性骨格分離複製モデル 1 5 5 教具
日本人女性骨格分離
複製モデル

SH-22 5 京都科学

人体解剖模型　男子C-145形 1 1 1 教具
人体解剖模型　男子
C-145形

A6 1 京都科学

呼吸器模型 1 1 1 教具 呼吸器模型 A49 1 京都科学

気管支･肺動静脈ﾓﾃﾞﾙ KH-2形 1 1 1 教具
気管支･肺動静脈ﾓﾃﾞ
ﾙ KH-2形

A123A 1 京都科学

心臓構造模型　A型 1 1 1 教具 心臓構造模型　A型 A58 1 京都科学

血液循環系模型 1 1 1 教具 血液循環系模型 A61 1 京都科学

脳模型 A形 1 1 1 教具 脳模型 A形 A27 1 京都科学

脊髄横断分解模型 1 1 1 教具 脊髄横断分解模型 A31 1 京都科学

脳及び神経系模型 1 1 1 教具 脳及び神経系模型 A25 1 京都科学

耳の構造模型 A形 1 1 1 教具 耳の構造模型 A形 A42 1 京都科学

目の構造模型 A形 1 1 1 教具 目の構造模型 A形 A35 1 京都科学

関節種類模型 10種 1 1 1 教具 関節種類模型 10種 SH-17 1 京都科学

膝関節の機能像 1 1 1 教具 膝関節の機能像 NS50 1 京都科学

股関節の機能像 1 1 1 教具 股関節の機能像 NS51 1 京都科学

肘関節の機能像 1 1 1 教具 肘関節の機能像 NS52 1 京都科学

肩関節の機能像 1 1 1 教具 肩関節の機能像 NS53 1 京都科学

足の機能像 1 1 1 教具 足の機能像 NS54 1 京都科学

手の機能像 1 1 1 教具 手の機能像 NS55 1 京都科学

脊椎骨分離屈伸模型 1 1 1 教具 脊椎骨分離屈伸模型 A21 1 京都科学

上肢模型 B形 (7分解) 1 1 1 教具
上肢模型 B形 (7分
解)

A2B 2 京都科学

下肢模型 b形 (12分解) 1 1 1 教具
下肢模型 b形 (12分
解)

A3B 2 京都科学

133 154 204
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１限目 2限目 3限目 4限目 5限目
9：00～10：30 10：40～12：10 13：00～14：30 14：40～16：10 16：20～17：50

薮内  昭男 篠塚  雄三  中川　　優 立野　淑郎

西内　亮平 田中  優 八木  栄一 米澤  好史

柏木　克信 ／ 渡邊　和子 松永  秀俊 補充１名予定 補充１名予定 栗川　幹雄

河西　紀秀 中　俊博 松井　有史 新宅  幸憲

松永  秀俊 碓井  岑夫 実宝　正芳 中　俊博

.

理学療法学専攻　時間割表　（1年生）
１年生　前期

月
英語Ⅰ 物理学  プログラミング 社会学

人体構造学 Ⅱ

火
哲学 生命倫理 情報処理 I 心理学

水
人体機能学Ⅰ 人体構造学 I 理学療法概論

健康科学

木
健康とスポーツ 健康科学 運動学Ⅰ

金
統計学 教育学Ⅰ 生物学

リハビリテーション概論

土

和歌山リハビリテーション専門職大学　理学療法学専攻

理学療法見学実習 : 8月上旬　5日間実施

基礎理学療法学Ⅰ

＊16資料



１限目 2限目 3限目 4限目 5限目
9：00～10：30 10：40～12：10 13：00～14：30 14：40～16：10 16：20～17：50

補充１名予定 薮内  昭男 幸福　秀和

新宅  幸憲 玉井　靖彦 松井  有史 西田　紀子

池田  裕明 柏木　克信 ／ 渡邊　和子 及川　恒輔 吉崎  邦夫

八木  栄一 碓井  岑夫 松井　有史

柏木　克信 ／ 渡邊　和子 中川　優 池田　裕明

.

人体機能学実習 ＩoT入門 医療関連法規

情報処理Ⅱ 教育学Ⅱ 基礎理学療法学Ⅱ

社会福祉学

 法学 人体機能学Ⅱ 病理学 理学療法評価学総論Ⅰ

運動学Ⅱ 人体構造学 Ⅲ 人体構造学実習

土

和歌山リハビリテーション専門職大学　理学療法学専攻

木

金

火

水

理学療法学専攻　時間割表　（1年生）
１年生　後期

月
老年学 英語Ⅱ 人間発達学



１限目 2限目 3限目 4限目 5限目
9：00～10：30 10：40～12：10 13：00～14：30 14：40～16：10 16：20～17：50

吉崎　邦夫 河西  紀秀

吉崎  邦夫 新宅  幸憲 大泉　英次

大塚　文明 玉井  晴彦 岡安　勤

米澤  好史 松永  秀俊 松永  秀俊

岡安　勤 大泉  英次 西下　博通

.

土

和歌山リハビリテーション専門職大学　理学療法学専攻

理学療法体験実習：　8月上旬から中旬にかけて3週間実施

木
臨床心理学 身体機能評価学実習Ⅱ身体機能評価学実習Ⅰ

金
整形外科学Ⅰ 医療経済論 ふるさと・紀州学　（観光）

火
理学療法評価学総論Ⅱ 運動学実習 経営と会計

水
内科学 神経内科学I 小児科学

理学療法学専攻　時間割表　（２年生）
２年生　前期

月
予防医学 体表解剖学演習



１限目 2限目 3限目 4限目 5限目
9：00～10：30 10：40～12：10 13：00～14：30 14：40～16：10 16：20～17：50

松永  秀俊 松田　宏務 補充１名予定 田中　優

中  俊博 栗川　幹雄 西田　紀子 大泉　英次

西出  充徳 栗川　幹雄 久禮　義一 福井  直樹 福井  直樹

補充１名予定 玉井  晴彦 吉崎  邦夫 松井　有史

岡安　勤 田中　生乃 鍵井  一浩 大泉　英次

.

物理療法学実習 2

金
地域理学療法学Ⅰ精神医学

神経内科学Ⅱ

整形外科学Ⅱ

木
リーダーシップ論 理学療法評価学実習Ⅰ

土

理学療法研究論

和歌山リハビリテーション専門職大学　理学療法学専攻

理学療法評価学実習Ⅱ

物理療法学実習 1

義肢装具学Ⅰ

ソーシャルスキル論

地域活性企業論

地方自治と生活

理学療法学専攻　時間割表　（２年生）

火

日常生活活動学

組織論

水
臨床栄養学

トータルヘルスプロモーション 運動療法学

２年生　後期

月
チーム医療論 救急援助論



１限目 2限目 3限目 4限目 5限目
9：00～10：30 10：40～12：10 13：00～14：30 14：40～16：10 16：20～17：50

栗川　幹雄 吉崎  邦夫 福井　直樹

河西　紀秀 河西　紀秀 河西　紀秀

松田　宏務 河西　紀秀 田中　優 八木  栄一

　

鍵井  一浩 雑賀　史浩 松井  有史 松井　有史

栗川　幹雄 石橋　誠隆 幸福  秀和

.

運動療法学実習 I

医用・福祉工学論

土

和歌山リハビリテーション専門職大学　理学療法学専攻

理学療法評価実習：　8月下旬から約5週間実施

木
臨床薬理学地域理学療法学Ⅱ 地域における健康支援を考える

金
日常生活活動学実習 産業保健論 発達障害児・者の現状と課題

火

理学療法臨床診断学

運動器障害理学療法学実習 2 障害者スポーツ演習運動器障害理学療法学実習 1

水
義肢装具学Ⅱ 運動療法学実習 II 臨床・画像診断学

理学療法学専攻　時間割表　（３年生）
３年生　前期

月
生活環境学実習 神経筋疾患理学療法学実習



１限目 2限目 3限目 4限目 5限目
9：00～10：30 10：40～12：10 13：00～14：30 14：40～16：10 16：20～17：50

鍵井  一浩 松永　秀俊 河西　紀秀 松永  秀俊／大松  慶子 大松  慶子

吉崎  邦夫 森本　信三 森本　信三 吉崎  邦夫 福井  直樹

林　勝彦 補充１名予定 補充１名予定 岩崎  正和 菴田　慎吾

川  雅弘 鍵井  一浩 八木  栄一 渡邊  和子 石渡　香住

栗川　幹雄 吉崎  邦夫 加藤　弘 宋　謙

.

理学療法学専攻　時間割表　（３年生）

高次脳機能障害の治療法

応用物理療法学演習

専門手技療法学演習

レクリエーション活動演習

臨床理学療法学

水
発達障害理学療法学実習 中枢神経障害理学療法学実習 1

アンチエイジング

金
応用理学療法演習Ⅰ

土

和歌山リハビリテーション専門職大学　理学療法学専攻

応用理学療法演習Ⅱ 生涯スポーツ論

支援ロボット論

地域連携研究

木
認知症の理解とその支援 地域理学療法学実習

系統別・治療手技演習

中枢神経障害理学療法学実習 2

スポーツ障害理学療法学実習

３年生　後期

月
地域包括ケア論 応用評価学演習

地域防災論

火
理学療法管理学 内部障害系理学療法学実習 1 内部障害系理学療法学実習 2



１限目 2限目 3限目 4限目 5限目
9：00～10：30 10：40～12：10 13：00～14：30 14：40～16：10 16：20～17：50

.

土

和歌山リハビリテーション専門職大学　理学療法学専攻

集中講座 ： 4月に選択科目：地域環境活動演習、地域包括ケア演習を開講
　　　　　　　　　　　選択科目：専門職連携総合演習A，専門職連携総合演習B，専門職連携総合演習C から1科目選択必修

木

金

理学療法総合演習（4月）
前半（5月～6月）　：　理学療法総合臨床実習　　後半（7月～8月）　：　理学療法総合臨床実習

理学療法総合演習（4月）
前半（5月～6月）　：　理学療法総合臨床実習　　後半（7月～8月）　：　理学療法総合臨床実習

火

水

理学療法総合演習（4月）
前半（5月～6月）　：　理学療法総合臨床実習　　後半（7月～8月）　：　理学療法総合臨床実習

理学療法総合演習（4月）
前半（5月～6月）　：　理学療法総合臨床実習　　後半（7月～8月）　：　理学療法総合臨床実習

理学療法学専攻　時間割表　（４年生）
４年生　前期

月 理学療法総合演習（4月）
前半（5月～6月）　：　理学療法総合臨床実習　　後半（7月～8月）　：　理学療法総合臨床実習



１限目 2限目 3限目 4限目 5限目
9：00～10：30 10：40～12：10 13：00～14：30 14：40～16：10 16：20～17：50

松井　有史

松井　有史

松井　有史

松井　有史

松井　有史

.

理学療法総合演習
（3回）

土

和歌山リハビリテーション専門職大学　理学療法学専攻

木

金

理学療法総合演習
（3回）

理学療法総合演習
（3回）

火
理学療法総合演習

（3回）

水

理学療法学専攻　時間割表　（４年生）
４年生　後期

月
理学療法総合演習

（3回）



１限目 2限目 3限目 4限目 5限目
9：00～10：30 10：40～12：10 13：00～14：30 14：40～16：10 16：20～17：50

松永  秀俊 碓井  岑夫 中　俊博

薮内  昭男 篠塚  雄三  中川　　優 立野　淑郎

新宅  幸憲 田中  優 八木  栄一 米澤  好史

西内　強兵 大松　慶子 補充１名予定 補充１名予定

河西　紀秀 柏木　克信 ／ 渡邊　和子 松井　有史 実宝　正芳

. 和歌山リハビリテーション専門職大学　作業療法学専攻

土

作業療法見学実習 : 8月上旬　5日間実施

金
健康とスポーツ 人体機能学Ⅰ リハビリテーション概論 生物学

木
哲学 作業療法概論 人体構造学 I 人体構造学 Ⅱ

水
運動学Ⅰ 生命倫理 情報処理 I 心理学

火
英語Ⅰ 物理学  プログラミング 社会学

作業療法学専攻　時間割表　（1年生）
１年生　前期

月
統計学 教育学Ⅰ 健康科学



１限目 2限目 3限目 4限目 5限目
9：00～10：30 10：40～12：10 13：00～14：30 14：40～16：10 16：20～17：50

柏木　克信 ／ 渡邊　和子 中川　優 池田　裕明

補充１名予定 薮内  昭男 幸福　秀和

新宅  幸憲 玉井　靖彦 松井  有史 西田　紀子

池田  裕明 柏木　克信 ／ 渡邊　和子 及川　恒輔 大松　慶子

八木  栄一 碓井  岑夫 幸福  秀和

. 和歌山リハビリテーション専門職大学　作業療法学専攻

土

金
情報処理Ⅱ 教育学Ⅱ 基礎作業学

木
 法学 人体機能学Ⅱ 病理学 作業療法評価学総論Ⅰ

社会福祉学

火
老年学 英語Ⅱ 人間発達学

水
運動学Ⅱ 人体構造学 Ⅲ 人体構造学実習

作業療法学専攻　時間割表　（1年生）
１年生　後期

月
人体機能学実習 ＩoT入門 医療関連法規



１限目 2限目 3限目 4限目 5限目
9：00～10：30 10：40～12：10 13：00～14：30 14：40～16：10 16：20～17：50

岡安　勤 大泉  英次 西下　博通

吉崎　邦夫 米澤  好史 岡安　勤 河西  紀秀

井口　知也 新宅  幸憲 大泉　英次

大塚　文明 玉井  晴彦 川　雅弘

幸福  秀和 川　雅弘 川　雅弘

. 和歌山リハビリテーション専門職大学　作業療法学専攻

土

作業療法体験実習：　8月上旬から中旬にかけて3週間実施

金
作業療法研究論 作業療法評価学実習 1 作業療法評価学実習 2

木
内科学 神経内科学Ⅰ 作業療法評価学Ⅰ

水
作業療法評価学総論Ⅱ 運動学実習 経営と会計

火
予防医学 臨床心理学 小児科学 体表解剖学演習

作業療法学専攻　時間割表　（２年生）
２年生　前期

月
整形外科学Ⅰ 医療経済論 ふるさと・紀州学　（観光）



１限目 2限目 3限目 4限目 5限目
9：00～10：30 10：40～12：10 13：00～14：30 14：40～16：10 16：20～17：50

岡安　勤 田中　生乃 今西　英夫 久禮　義一

幸福  秀和 大泉　英次 補充１名予定 大松　慶子

中  俊博 山田　隆人 西田　紀子 大泉　英次

西出  充徳 山田　隆人 山田　隆人 田中　優

補充１名予定 玉井  晴彦 大松　慶子 幸福　秀和

. 和歌山リハビリテーション専門職大学　作業療法学専攻

土

金
リーダーシップ論 神経内科学Ⅱ 身体障害作業療法学Ⅰ 身体障害作業療法学Ⅱ

木
臨床栄養学 日常生活活動学 1 日常生活活動学 2

水
トータルヘルスプロモーション 地域作業療法学Ⅰ ソーシャルスキル論 組織論

救急援助論

火
作業療法評価学Ⅱ 地域活性企業論 チーム医療論 基礎作業学実習Ⅰ

作業療法学専攻　時間割表　（２年生）
２年生　後期

月
整形外科学Ⅱ 精神医学 福祉用具学 地方自治と生活



１限目 2限目 3限目 4限目 5限目
9：00～10：30 10：40～12：10 13：00～14：30 14：40～16：10 16：20～17：50

山田　隆人 山田　隆人 補充１名予定

松井　有史 川口  知也 幸福  秀和 田中　優

　

長辻  永喜 川  雅弘 河西　紀秀 山田　隆人

雑賀　史浩 山田　隆人 山田　隆人

石橋　誠隆 幸福  秀和 八木  栄一

. 和歌山リハビリテーション専門職大学　作業療法学専攻

土

作業療法評価実習：　8月下旬から約5週間実施

金
産業保健論 発達障害児・者の現状と課題 医用・福祉工学論

木
臨床薬理学 日常生活活動学実習Ⅰ1 日常生活活動学実習Ⅰ2

水
身体障害作業療法学実習Ⅰ 身体障害作業療法学実習Ⅱ 障害者スポーツ演習 日常生活活動学実習Ⅱ

火
地域における健康支援を考える 老年期障害作業療法学Ⅰ 発達障害作業療法学Ⅰ 臨床・画像診断学

作業療法学専攻　時間割表　（３年生）
３年生　前期

月
地域作業療法学Ⅱ 日常生活活動学実習Ⅱ 精神障害作業療法学Ⅰ



１限目 2限目 3限目 4限目 5限目
9：00～10：30 10：40～12：10 13：00～14：30 14：40～16：10 16：20～17：50

飯塚　照史 鍵井  一浩 川  雅弘 大松  慶子 菴田　慎吾

河西　紀秀 山田  隆人 川　雅弘 川　雅弘 石渡　香住

幸福  秀和 補充１名予定 岩崎  正和 菴田  真吾 宋　謙

松田　宏務 山田  隆人 山田  隆人 八木  栄一 渡邊  和子

川　雅弘 川　雅弘 長辻  永喜 松永  秀俊／大松  慶子

. 和歌山リハビリテーション専門職大学　作業療法学専攻

土

アンチエイジング

金
応用作業療法演習Ⅰ 応用作業療法演習Ⅱ 作業療法管理学 応用評価学演習

木
作業療法義肢装具学 地域作業療法学実習 1 地域作業療法学実習 2 支援ロボット論

レクリエーション活動演習

水
発達障害作業療法学Ⅱ 精神障害作業療法学Ⅱ 地域防災論 専門手技療法学演習 地域連携研究

火
生涯スポーツ論 基礎作業学実習Ⅱ 老年期障害作業療法学Ⅱ1 老年期障害作業療法学Ⅱ2

作業療法学専攻　時間割表　（３年生）
３年生　後期

月
ハンドセラピー演習 地域包括ケア論 認知症の理解とその支援 高次脳機能障害の治療法 専門手技療法学演習



１限目 2限目 3限目 4限目 5限目
9：00～10：30 10：40～12：10 13：00～14：30 14：40～16：10 16：20～17：50

.

木 作業療法総合演習（4月）
前半（5月～6月）　：　作業療法総合臨床実習　　後半（7月～8月）　：　作業療法総合臨床実習

金 作業療法総合演習（4月）
前半（5月～6月）　：　作業療法総合臨床実習　　後半（7月～8月）　：　作業療法総合臨床実習

土

集中講座 ： 4月に選択科目：地域環境活動演習、地域包括ケア演習を開講
　　　　　　　選択科目：専門職連携総合演習A，専門職連携総合演習B，専門職連携総合演習C から1科目選択必修

和歌山リハビリテーション専門職大学　作業療法学専攻

火 作業療法総合演習（4月）
前半（5月～6月）　：　作業療法総合臨床実習　　後半（7月～8月）　：　作業療法総合臨床実習

水 作業療法総合演習（4月）
前半（5月～6月）　：　作業療法総合臨床実習　　後半（7月～8月）　：　作業療法総合臨床実習

作業療法学専攻　時間割表　（４年生）
４年生　前期

月 作業療法総合演習（4月）
前半（5月～6月）　：　作業療法総合臨床実習　　後半（7月～8月）　：　作業療法総合臨床実習



１限目 2限目 3限目 4限目 5限目
9：00～10：30 10：40～12：10 13：00～14：30 14：40～16：10 16：20～17：50

長辻  永喜

長辻  永喜

長辻  永喜

長辻  永喜

長辻  永喜

. 和歌山リハビリテーション専門職大学　作業療法学専攻

土

金
作業療法総合演習

（3回）

木
作業療法総合演習

（3回）

水
作業療法総合演習

（3回）

火
作業療法総合演習

（3回）

作業療法学専攻　時間割表　（４年生）
４年生　後期

月
作業療法総合演習

（3回）
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